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要 約   

オキサジアジン系殺虫剤であるインドキサカルブ（CAS No．173584・44－6）  

について、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、動物体内運命（ラット）、植物体内運命（ワタ、  

レタス、ブドウ、トマト、ニンジン、コムギ及びダイズ）、土壌中運命、水  

中運命、土壌残留、作物残留、急性毒性（ラット）、亜急性毒性（ラット及  

びイヌ）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性／発がん性併合（ラット）、発がん性  

（マウス）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝  

毒性試験等である。   

試験結果から、インドキサカルブ投与による影響は、主に溶血性貧血及びそれ  

に伴う変化であった。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性  

は認められなかった。   

ラットを用いた2年間慢性毒性／発がん性併合試験で得られた無毒性量1．04  

mg／kg体重／日を根拠として、安全係数200で除した0．0052mg／kg体重／日を一日  

摂取許容量（ADI）と設定した。   



Ⅰ，評価対象農薬の概要  

1．用途  

殺虫剤  

2．有効成分の一般名  

和名：インドキサカルブ  

英名：indoxacarb   

（注）ISO名．の「インドキサカルブ」は、光学異性体のうち殺虫活性を有するg体  

のみを示すが、本評価書において「インドキサカルブ」は、今回登録申請があっ  

た農薬原体であるMPO62を示す。「インドキサルプMP」は日本でのみ登録  

があるラセミ体である。各化合物のまとめは表1に示されている。  

なお、3．化学名と6．構造式にはβ体のみを記載した。  

表1インドキサカルブ各化合物のまとめ  

コード名   一般名   ISO名   異性体比   備考   

KN128  インドキサカルブ  インドキサカルブ   β体のみ   殺虫活性あり   

KN127   なし   なし   点体のみ   殺虫活性なし   

インドキサカルブ   
ラセミ体  

JWO62  
MP   MP   

ぶ体：忍体＝50：50   日本でのみ登録及び  

供給されている   

MPO62  インドキサカルブ   なし   ぶ体：点体＝75：25   
海外で供給  

されている原体   

3．化学名   

IUPAC  

和名：メチル（β）－Ⅳ－［7－クロロー2，3，4a，5－テトラヒドロー4a  

－（メトキシカルポニル）インデノ［1，2－e］［1，3，4】オキサジアジンー2  

イルカルポニル】－4，－（トリプルオロメトキシ）カルバニテー ト  

英名：methyl（β－N［7－Chloro－2，3，4a，5－tetrahydro・4a  

－（methoxycarbonyl）indeno［1，2－e］［1，3，4】oxadiazin－2  

－ylcarbonyl］－4’－（trifluoromethoxy）carbanilate  

CAS（No．173584－44・6）   

和名‥メチル（4aぷト7－クロロ・2，5－ジヒドロ・ 

【4－（トリフルオロメトキシ）フェニル］アミノ］カルポニル］インデノ  

【1，2－d［1，3，4】オキサジアジンー4a（3月）－カルポキシラート  

英名：methyl（4aS）－7－Chloro－2，5－dihydro－2－【【（methoxycarbonyl）  

【4－（trifluoromethoxy）phenyl］amino］carbonyl】indeno  

［1，2－d［1，3，4］0Ⅹadiazine－4a（3月）－Carboxylate  

6   



5．分子量  

527．8  

4．分子式  

C22H17CIF3N307  

6．構造式  

＼（≡ぜ写C  
ベ  

N－N  

わ  
O COOCH3  

7．開発の経緯  

インドキサカルブは、1990年に米国デュポン社により開発されたオキサジアジ   

ン系殺虫剤である。作用機構は、昆虫の神経軸索に作用し、神経膜のナトリウム   

チャネルの機能を阻害して神経系を麻癒させ、昆虫を死に至らしめるものとされ   

ている。日本では、1992年よりデュポン株式会社により「インドキサカルブMP」   

（ラセミ体：コード名JWO62）に関する基礎試験が開始され、2001年に初回農   

薬登録された。  

開発当初は、全世界的にラセミ体の原体が供給される予定であったが、その後、   

殺虫活性を示す光学異性体であるβ体の比率を上げた「インドキサカルブ」（コー   

ド名：MPO62）がラセミ体に替わり供給されることが決定された。諸外国にお   

いては、「インドキサカルプMP」の安全性評価用データパッケージを核として、   

MPO62の数種類の試験成績を加えたもので登録申請を行い、「インドキサカル   

ブ」が登録された。一方、日本においては、MPO62の試験を実施する間に「イ   

ンドキサカルブMP」の登録申請が行われた。現在、インドキサカルブMPが原   

体として供給されているのは日本のみである。   

今回、「インドキサカルブ」について、農薬取締法に基づく新規登録申請（キャ   

ベツ、はくさい、だいこん等）がなされている。また、ポジティブリスト制度導   

入に伴う暫定基準値が設定されている。  
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Ⅱ．安全性に係る試験の概要   

各種運命試験（Ⅲ一ト4）は、インドキサカルブ及びインドキサカルブMPのイ   

ンダノン環1位炭素を14Cで標識したもの（［ind・14C］インドキサカルブ及び  

［ind－14C］インドキサカルブMP）及びトリフルオロメトキシフェニル基のフェニ   

ル炭素を14Cで均一に標識したもの（［phe－14C］インドキサカルブ及び［phe・14C］  

インドキサカルブMP）を用いて実施されキ。放射能濃度及び代謝物濃度は特に   

断りがない場合インドキサカルブ（またはインドキサカルブMP）に換算した。  

代謝物／分解物略称及び検査値等略称は別紙1及び2iキ示されている。   

なお、以下の試験については、インドキサカルブMPを用いた試験を用いて評   

価を実施した。（参照3）  

①植物体内運命試験［2】  

②水中光分解試験（自然水）［4．（3）］  

③土壌残留試験［5］  

④作物残留試験［6］  

⑤一般薬理試験［7］  

喧）90日間亜急性毒性試験（イヌ）［10．（2）］  

⑦慢性毒性試験及び発がん性試験［11］  

⑧2世代繁殖試験（ラット）［12．（1）］  

⑨発生毒性試験（ウサギ）［12．（3）］  

1．動物体内運命試験  

（1）血中濃度推移  

頸静脈カニュレーション処置したSDラット（一群雌雄各3匹）に［ind－14C］   

インドキサカルブを低用量（5mg／kg体重）で単回経口投与し、血中濃度推移   

について検討された。  

血梁及び赤血球中放射能濃度推移は表2に示されている。血祭中最高濃度到   

達時間（Tmax）は雌雄7．3～8．0時間であった。血渠中消失半減期（Tl／2）は雄   

で39時間、雌で49時間であり、雌の方が遅かった。また、性別に関係なく、   

血祭よりも赤血球で減衰が遅かった。これらは、［ind－14C］インドキサカルブ   

MPによる試験結果と相違は認められなかった。（参照4）  

表2 血祭及び赤血球中放射能濃度推移  

試料 血祭  赤血球   

性別   雄   雌   雄   雌   

Tmax（時間）   8．0   7．3   8．7   6．0   

Cmax（ドg／g）   2．3   2．9   1，1   1．4   

Tl／2（時間）   39   49   91   74   
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（2）排泄  

SDラット（一群雌雄各5匹）に［ind－14C］インドキサカルブまたは［ind－14C］   

インドキサカルブMPを低用量単回経口投与し、排泄試験が実施された。  

投与後168時間の尿及び糞中排泄率は表3に示されている。   

【ind－14C］インドキサカルブ投与群では、綺投与放射能（TAR）の72．8～76．8％   

が投与後96時間の尿及び糞中に排才世された。また、投与168時間後の組織内   

残留は雄（4．4％TAR）と比較して雌（12．9％TAR）が高かった。（参照4）  

表3 投与後168時間の尿及び糞中排泄率（％TAR）  

被験物質   【ind－14C］インドキサカルプ  ［ind－14C］インドキサカルブMP   

性別   
尿※   

雄  
尿※   

雌  
尿※   

雄  
尿※   

雌   

試料  糞  糞  糞  糞   

投与後168時間  34．6   46．6   45．3   33．3   40．7  44．8  37．3  44．3′   

※ケージ洗浄液を含む。  

（3）体内分布  

SDラット（一群雌雄各5匹）に［ind－14C］インドキサカルブを低用量単回経   

口投与し、体内分布試験が実施された。なお、得られたデータを、【ind－14C】イ   

ンドキサカルブMPを同量ラットに投与した場合の組織内濃度データと比較   

したところ、血祭及び赤血球における残留放射能の薬物動態は極めて類似して   

いたため、本試験ではTmax時の測定は実施されなかった。   

【iIld－14C］インドキサカルプまたは【ind－14C］インドキサカルブMP投与後の主   

要組織における残留放射能濃度は表4に示されている。  

投与168時間後では、いずれの検体も脂肪中への残留量が最も高かった。雌   

雄で比較すると、［ind－14C］インドキサカルブ投与群（雄：2．6％TAR、雌：8．8％   

TAR）及び［ind－14C］インドキサカルブMP投与群（雄：1．8％TA軋雌：4．7％   

TAR）のいずれも雌が高かった。また、［ind－14C］インドキサカルブMP投与群   

より［ind－14C］インドキサカルブ投与群の方が、残留放射能濃度がわずかに高い   

傾向が認められた。（参照4）  

表4 主要組織における残留放射能濃度（巨g／g）  

被験物質   
性 別   

Tmax付近1）   最終試料採取時間2）   

脂肪（1．25）、副腎（0．29）、肝臓（0．26）、赤血球（0．15）、  

雄  
腎臓（0．15）、肺（0．13）、カーカス（0．12）、皮膚（0．11）、  

消化管内容物（0．10）、心臓（0．09）、消化管（0．08）、  
【ind－14C】  脳（0．05）、牌臓（0．04）、全血（0．04）、血祭（0．04）  

インドキサカルブ  脂肪（6．47）、副腎（1．63）、卵巣（1．02）、肝臓（0．45）、  

雌  
カーカス（0．41）、消化管（0．34）、消化管内容物  

（0．34）、皮膚（0．31）、腎臓（0．29）、肺（0．29）、赤血  
球（0．19）、心臓（0．16）、脳（0．10）、筋肉（0．10）、牌  



臓（0．10）、血祭（0．10）   

消化管内容物（18．5）、  脂肪（0．87）、肝臓（0．26）、副腎（0．21）、赤血球（0．19）、  

消化管（4．25）、肝臓  全血（0，14）、腎臓（0．14）、肺（0．13）、カーカス（0．12）、  

［ind－14C】  
雄              （4．09）、脂肪（3．55）、腎  消化管内容物（0，10）、消化管（0．08）、心臓（0．08）、  

臓（3．45）、血策（2．83）  皮膚（0．08）、血紫（0．08）  

インドキサカルプ  MP  消化管内容物（22．7）、  脂肪（3．16）、副腎（0．56）、卵巣（0．36）、肝臓（0．35）、  
脂肪（8．19）、肝臓  カーカス（0．34）、消化管内容物（0．24）、腎臓（0．24）、  

雌              （5．03）、腎臓（4．74）、消  皮膚（0．23）、肺（0．19）、赤血球（0．18）、消化管（0．18）、  
化管（4．58）、血祭（3．46）  全血（0．13）、子宮（0．13）、心臓（0．11）、血衆（0．11）   

1）雌雄とも投与6時間後 2）雌雄とも投与168時間後  

（4）代謝物同定・定量  

SDラット（一群雌雄各5匹）に［ind－14C］インドキサカルブを低用量単回経   

口投与し、代謝物同定・定量試験が実施された。また、得られたデータを  

【ind－14C］インドキサカルブMPまたは［phe－14C］インドキサカルブMPを同量   

ラットに投与した場合のデータと比較した。  

投与168時間後において、総残留放射能（TRR）の96％以上が脂肪から抽   

出された。その大部分はⅡが占めており、親化合物は検出されなかった。一部   

のラットでは1種類の代謝物（1～6％TRR）が検出された。また、Ⅱのぶ体代   

謝物（Ⅱ－ぷ の濃度は、点体代謝物（Ⅱ一周濃度と比較して高く、Ⅱの動態に   

は立体選択的な代謝・分布がなされると考えられた。  

投与後168時間の糞及び尿中代謝物は表5に示されている。  

糞中の主要成分は親化合物、Ⅱ及びⅢであった。  

尿中の各代謝物は0．3～10％TARを占めていた。【ind－14C］インドキサカルブ   

MPのデータと比較した結果、これらの代謝物はインドキサカルブ分子のイン   

ダノン環部分のみを持った物質であった（インドキサカルブMPを用いた代謝   

物定量及び同定において、尿中代謝物は各標識体に固有な代謝物であることが   

確認されている）。主要代謝物はⅦ及びⅩⅢ硫酸塩（それぞれ約6～10％TAR）   

であった。  

表5 糞及び尿中代謝物（％TAR）  

検体   性別  試料  親化合物   代謝物   

糞   1．4   Ⅱ（0．4）、Ⅲ3）（16．6）、未同定1）（18．2）  

雄  
尿  

Ⅶ4）（6．7）、Ⅷ（0．9）、Ⅸ（3．1）、Ⅹ・抱（1．8）、ⅩⅠ（3．2）、ⅩⅠ  

【ind－14C】  ー抱（2．7）、ⅩⅢ（2．2）、ⅩⅢ一抱（5．6）、未同定2）（8．6）  

ドキサカルブ  糞   1．8   Ⅱ（1．8）、Ⅲ3）（7．4）、末同定1）（13．3）  

雌  
尿  

Ⅶ4）（10．2）、Ⅷ（2．0）、Ⅸ（4．2）、Ⅹ一抱（2．0）、ⅩⅠ（4．8）、Ⅹ  

Ⅰ一抱（3．4）、ⅩⅢ（3．5）、ⅩⅢ一抱（6．9）、未同定2）（8．9）   

【ind－14C】  糞   5．7   Ⅱ（0．8）、Ⅲ3）（12．2）、未同定1）（16．8）  
ドキサカルプ  

MP   尿  
Ⅶ4）（12．3）、Ⅷ（0．9）、Ⅸ（3．1）、Ⅹ一抱（1．4）、ⅩⅠ（2．5）、Ⅹ  

Ⅰ一抱（2．1）、ⅩⅢ（2．2）、ⅩⅢ－抱（4．1）、未同定2）（12．2）  

雌  糞   19．2  Ⅱ（2．2）、Ⅲ3）（5．1）、未同定1）（10．5）   
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Ⅶ4）（11．9）、Ⅷ（1．7）、Ⅸ（3．1）、Ⅹ－抱（1．3）、ⅩⅠ（2．7）、Ⅹ  

卜抱（2．5）、ⅩⅢ（1．4）、ⅩⅢ一抱（3．3）、未同定2）（8．5）  

－：検出されず。1）：クロマトグラフィー上、4～5領域の合計。2）：クロマトグラフィー上、5領域の合計。  
3）：クロマトグラフィー上の2領域A3とA4の合計。［ind－14C］インドキサカルプの代謝物は5・HO－MPO62、  

【ind－14C］インドキサカルプMPの代謝物は5－HO－JWO62。4）：ⅩⅡの硫酸抱合体及びその他の微量代謝物を  

含む。   

インドキサカルブの主要代謝経路として、Ⅱ、Ⅲ及びⅤを経由した代謝が考  

えられた。Ⅱは、親化合物のトリフルオロメトキシフェニル環のアミノ基に置  

換しているカルポキシメチル基が酸化分解されて生成すると考えられ、脂肪、  

糞及び肝臓から検出された。Ⅲは、親化合物のベンジル部分の水酸化により生  

成され、糞で認められた。Ⅴは肝ミクロソーム酵素でオキサジアジン環が開裂  

した代謝物であり、Ⅴは分子内縮合及び加水分解されてⅥとⅩⅥを生成すると  

考えられた。Ⅵは代謝物としては検出されなかったが、さらに加水分解されて、  

尿の主要代謝物であるⅦ（Ⅵのカルポン酸体）が生成すると考えられた。   

なお、［phe－14C］インドキサカルブMPの主要代謝物はⅩⅨ及びⅩⅩであった。  

その他、ⅩⅦ及びその類縁体／抱合体、ⅩⅥ、ⅩⅤ及びⅩⅣ水酸化体の抱合体が  

認められた。【phe・14C］インドキサカルブMPの主要代謝経路は、ⅩⅣのカルポ  

キシメトキシ基が脱離し、ⅩⅦが生成する経路であると考えられた。（参照2、  

4）  

2．植物体内運命試験   

本試験は、インドキサカルブMPを用いた試験成績で代替した。（参‾照3）  

（1）ワタ  

ワタ（品種：DPL51）のさく果期に、【ind－14C］インドキサカルブMPまた   

は【phe－14C］インドキサカルブMPを500gai／ha（通常の最大施用量）散布し、   

植物体内運命試験が実施された。また、代謝物同定のため、別途5倍量散布区   

（625gai／ha、約10日間隔で計4回散布）も設定した。さらに、［ind－14C］イ   

ンドキサカルブMPを用いた菓面上光分解試験が実施された。  

散布直後、【ind－14C］及び【phe－14C］インドキサカルブMPの総残留放射能濃度   

は7．07mg／kg及び13．6mg／kgであり、散布59日後にそれぞれ0．820mg／kg   

及び0．501mg／kgに減少した。収穫期（散布90日後）の植物体ではそれぞれ   

0．019mg／kg及び0．053mg／kgとなり、種子への残留量は0．01mg／kg未満の   

ごく低濃度であった。  

親化合物は、散布直後でそれぞれ98．2％TRR及び97．0％TRR、散布●59日後   

でそれぞれ83．8％TRR及び82．5％TRR、成熟期でそれぞれ60．5％TRR及び   

83．7％TRRであった。極微量の代謝物が数種類認められたが、1～3％TRR   

（＜0．02mg／kg）であり同定されなかった。子実中の残留放射能は微量であり、  
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分析は行なわれなかった。5倍量散布試験においても同様、認められた化合物  

の大部分は親化合物であり、代謝物は5％TRRであった。また、通常処理区及  

び5倍量散布区の散有30日後に採取した試料では、異性体の濃度比率は1：1  

で初期の濃度比率と同一であったことから、インドキサカルブの光学異性体間  

に吸収、移行、代謝及び分解に差は認められなかった。   

ワタの葉面に標識体を塗布し、石英ガラス容器内で栽培した菓面上光分解試  

験では、0．7％TARが二酸化炭素として捕集された。一方、エチレングリコー  

ル捕集装置には有意な放射能は認められなかった。また、ガラス容器の内側に  

付着した水分には約6％TARの放射能が含まれ、その約4％TARが二酸化炭素  

であった。残りの約93％TARは葉面上に残留しており、約90％TARが親化合  

物であった。   

ワタに散布されたインドキサカルブMPの大部分は植物体の表面に留まり、  

植物体内への移行は微量であった。残留濃度は経時的に減少し、その減少の要  

因として、植物による代謝は重要性が低く、流亡を伴う生育による希釈が考え  

られた。また、残留した放射能の大部分は親化合物であり、急性毒性が強い代  

謝物Ⅱは検出されなかった。（参照5）  

（2）レタス  

レタス（品種：Pritzhead）の4～5葉期に、［ind－14C］インドキサカルブMP   

または【phe－14C］インドキサカルブMPを500gai／ha（通常の最大施用量）散   

布し、植物体内運命試験が実施された。なお、［phe－14C］インドキサカルブMP   

に関しては、代謝物同定のため、別途5倍量散布区（最初の散布後7、14及び   

21日後の計4回散布）も設定した。  

散布直後の［ind－14C］及び［phe－14C］インドキサカルブMPの総残留放射能濃   

度はそれぞれ12．Omg／kg及び10．5mg／kgであり、散布35日後にはそれぞれ   

0．489mg／kg及び0．201mg／kgに減衰した。  

植物体に付着した放射能は、散布直後では36．4～48．9％TRRがアセトニトリ   

ル洗浄で脱落したが、35日後では10．9～15．3％TRRに減少した。回収率の減   

少は、本剤が植物体表面組織へ吸着したことによると考えられた。  

試験開始時点では親化合物がほぼ99％TRR以上を占め、35 日試料では  

［ind．14C］及び［phe・14C］インドキサカルブMPでそれぞれ99．2％TRR及び   

94．6％TRRを占めた。5倍量散布区の残留放射能からも親化合物以外のものは   

検出されず、代謝物Ⅱも検出されなかった。  

レタスに散布されたインドキサカルブMPは、ワタと同様、大部分は植物体   

の表面に留まり、植物体内への移行は微量であると考えられた。残留濃度は経   

時的に減少し、その減少の主要因は植物の生長による希釈であった。（参照6）  
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（3）ブドウ  

ブドウ（品種：Chardonnay）の果実肥大初期に、［ind－14C］インドキサカル   

ブMPまたは［phe－14C］インドキサカルブMPを500g ai／haの用量で散布し、   

植物体内運命試験が実施された。  

果実における散布直後の総残留放射能濃度は、［ind－14C］及び【phe－14C］インド   

キサカルブMPでそれぞれ3．Omg／kg及び3．67mg／kgであり、散布66日後で   

はそれぞれ0．38mg／kg及び0．34mg／kgであった。アセトニトリル洗浄により、   

散布直後では89．8～93．5％TRR、散布66日後では53．0～75．5％TRRが回収さ   

れた。  

実における総残留放射能濃度は、［ind－14C］及び【phe－14C］インドキサカルブ   

MPの散布直後でそれぞれ111mg／kg及び76．5mg／kg、散布66日後ではそれ   

ぞれ9，Omg／kg及び7．6mg／kgであった。果実と同様、アセトニトリル洗浄に   

より、散布直後ではそれぞれ81．3％TRR及び77．3％TRR、散布66日後ではそ   

れぞれ57．8％TRR及び70．0％TRRが回収された。  

植物体に付着した残留放射能は、ほとんどが植物の表面ないしは表皮組織に   

留まり、内部への浸透は少なかった。また、果実と葉のいずれにおいても、洗   

浄液と洗浄後の抽出液から代謝物は認められず、親化合物のみが認められた。  

ブドウに散布されたインドキサカルブMPは、ワタ及びレタス同様、大部分   

が植物体の表面に留まり、植物体内への移行は微量であると考えられた。残留   

濃度は経時的に減少し、その減少の要因として、植物の生長による重量増加及   

び降雨等による流亡が考えられた。（参照7）  

（4）トマト  

トマト（品種：Heinz8892）に［phe－14C］インドキサカルブMPを4菓期に   

1回目、続いて6、14及び24日後の合計4回、各150gai／haの施用量で散布   

し、植物体内運命試験が実施された。散布日の採取に関しては、散布の前後と   

した。  

果実における総残留放射能濃度は、2回目散布直前及び直後で0．04mg／kg   

及び0．14mg／kgであった（1回目散布時点では果実を採取できなかった）。   

最終収穫時（1回目の散布から38日後）には0．08mg／kgが検出され、うち0．07   

mg／kgが親化合物であった。菓では4．23（最終収穫時）～11．4mg／kg（2回目   

処理直後）が検出された。  

葉及び果実における親化合物は、葉では1回目散布時で94．3％TRR、最終収   

穫時で97．3％TRR、果実では2 回目散布後で96．7％TRR、最終収穫時で   

87．3％TRRを占めた。2回目散布直前及び最終収穫時の葉、及び2回目散布直   

前の果実に残留するインドキサカルブMPの異性体比は1：1であった。放射   

能の大半は植物表面上に留まり、植物体への移行量は極めて少なかった。また、   

代謝物は認められず、残留放射能の大部分は親化合物であった。（参照8）  
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（5）レタス、ニンジン、コムギ、ダイズを用いた後作物への吸収■移行試験  

レタス（品種：Prizehead）、ニンジン（品種：Fontana）、コムギ（品種：   

Katepawa）及びダイズ（品種：A2242）を用い、［ind－14C］インドキサカルブ   

MP及び［phe－14C］インドキサカルブMPの後作物吸収・移行試験が実施された。  

各標識体を、直径28cmのポットに詰めたSassafras砂質土壌（米国デラウェ   

ア州、Milford）に600gai／haの施用量で散布し、圃場条件下で30、60また   

は90日間エージングさせた後、室温内で作物を播種、栽培し、収穫した。  

インドキサカルブMP相当量で0．01mg／kg以上の濃度で作物に含まれる親   

化合物及び代謝物は認められなかった。従って、土壌に散布された検体が後作   

物に吸収及び蓄積する可能性は低いと考えられた。（参照9）  

3．土壌中運命試験  

（1）好気的土壌中運命試験   

［ind－14C］インドキサカルブまたは［phe－14C］インドキサカルブを壌質砂土（ド   

イツ レインランド）に0．5mg／kgの濃度で添加し、25℃の暗所で12ケ月間   

インキュベートする好気的土壌中運命試験が実施された。  

両標識体とも、試験開始時での抽出性放射能は95．4～96．5％TARであった。  

処理12ケ月後では、抽出性放射能、二酸化炭素及び土壌結合性残留物として  

それぞれ19．8～22．1％TAR、8．8～19．1％TAR及び61．8～66．1％TARが回収さ  

れた。親化合物は、試験開始時に95．4～96．5％TAR認められたが、3 日後に  

42．9～43．9％TAR、12ケ月後に7．8～9．7％TARに減衰した。  

インドキサカルブの好気的土壌における推定半減期は6日であった。これは  

インドキサカルブMPを用いた試験結果（推定半減期3日）とほぼ同じであっ  

た。  

試験期間中に10％TAR以上生成した主要分解物は、両標識体ともにⅡ及び  

ⅩⅩⅧであった。Ⅱは処理7日後に14．3～18．6％TARに達した後、12ケ月後  

には 2．1～2．4％TAR に減少した。ⅩⅩⅦ【は処理3～7 日後に最大13．3～   

18．4％TARに達した後、269日後には2．2～2．6％TARに減少した。その他、少  

量分解物（10％TAR未満）として両標識体に共通な5種類（ⅩⅩⅠⅤ、ⅩⅩⅩⅢ、   

Ⅴ、ⅩⅩⅩⅣ及びⅩⅩⅡ）と、［phe－14C】インドキサカルブ処理土壌にのみⅩⅩ  

Ⅶが同定された。他に 6種類の未同定分解物が検出されたが、いずれも   

5．8％TAR以下であった。Ⅱの推定半減期は6日であった。  

親化合物の異性体比は、試料採取日により変動が認められ、月体：ぶ体は概  

ね1：3～1：4の範囲であった。Ⅱの異性体比は更に変動しやすく、月体：g  

体は1：1．1～1：25と幅広い比率を示したが、変動幅が大きかった理由は不明  

であった。（参照10）  
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＜参考＞インドキサカルブ…Pの好気的土壌条件における分解  

【ind－14C］インドキサカルブMPまたは【phe－14C］インドキサカルブMPをシル   

ト質埴壌土（米国イリノイ州）に7mg／kgの濃度で添加し、25℃の暗所で12ケ  

月間インキュベートする好気的土壌中運命試験が実施された。  

試験期間中の放射能の回収率は79～116％であり、二酸化炭素の累積発生量   

は［ind－14C］及び【phe－14C］インドキサカルブMPでそれぞれ37．1％TAR及び  

9．5％TAR であった。抽出性放射能は、処理直後にはいずれの標識休も   

100％TARであらたが、12ケ月後には［ind－14C］及び［phe－14C］インドキサカルプ  

MPでそれぞれ16．0％TAR及び25．2％TARに減少し、非抽出性放射能がそれ  

ぞれ46．9％TAR及び65．4％TARを占めた。  

両標識体とも、親化合物は処理直後に94．2～97．3％TRR（6．40～6．61mg／kg）  

を占めたが、12ケ月後には不検出～0．9％TRR（＜0．01～0．06mg／kg）に減少し  

た。親化合物の分解には二相性が認められ、推定半減期は3日であった。  

主要分解物として、Ⅱが 3～5 日に最高値13．7～13．9％TRR（0．93′～0．95   

mg／kg）に達し、6ケ月後に検出限界未満（＜0．01mg／kg）になった。IIの推定  

半減期は24 日であった。Ⅴ及びⅩⅩⅡがそれぞれ3 日以内に最大値7．5～   

18．2％TRR（0．51～1．24mg／kg）及び5．3～9．0％TRR（0．36～0．61mg／kg）に   

達したが、12ケ月後には1％TRR以下の極めて低輝度（0．05～0．07mg／kg）ま  

たは検出限界未満となった。ⅩⅩⅢは試験期間中検出され、6ケ月後に最大値   

11．9～12．8％TRR（0．81～0．87mg／kg）に達したが、12ケ月後には3．6～   

4．7％TRR（0．24～0．32mg／kg）に減衰した。ⅩⅩⅣは、処理後1週間以内に   

最大値4．9～7．2％TRRに達し、12ケ月後には0．02～0．19mg／kgが検出された。  

さらに、【ind－14C］インドキサカルブMPでは、処理14日後に5成分以上の   

未同定物質を含む極性分解物が19％TRR認められた。［phe－14C］インドキサカ  

ルブMPではⅩⅣ及びⅩⅩⅤが認められ、ⅩⅣは処理3日後に最大値10．8％   

TRR（0．73mg／kg）に達し、処理21日後には検出限界東浦、ⅩⅩⅤは処理6ケ   

月後に最大12．3％TRR（0．845mg／kg）に達し、処理12ケ月後には7．3％TRR   

（0．49mg／kg）に減衰した。  

主要分解経路は、尿素骨格部分のメトキシカルポニル基を失いⅡを生成する  

経路であった。さらに、Ⅱはオキサジアジン環の加水分解による開裂を受けⅩ  

ⅩⅡを生成し、ⅩⅩⅡはエステル及びインデン環の加水分解を受けてⅩⅩⅢを  

生成するか、あるいはインデン環2位の脱エステル化及び脱水酸化、アミノ化、   

トリテジン環の生成を経てⅩⅩⅣを生成した。また、親化合物のオキサジアジ  

ン環の加水分解による開裂によりⅤが生成する経路も考えられた。（参照11）  

（2）土壌吸着試験  

インドキサカルブの土壌吸着試験が4種類の国内土壌（砂土：宮崎、壌土：   

埼玉、栃木及び茨城）を用いて実施された。  
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Freundlichの吸着係数Kadsは28．8～72．6、有機炭素含有率により補正した  

吸着係数Kocは1，380～4，570であった。（参照12）  

4．水中運命試験  

（1）加水分解試験   

【ind－14C］インドキサカルブまたは【phe－14C］インドキサカルブをpH5（酢酸）、   

pH7（リン酸）及びpH9（ホウ酸）の各滅菌緩衝液にそれぞれ0．1mg／Lとな   

るように加えた後、PH5及び7は30日間、pH9は4日間、25±1℃の暗所   

下でインキュベートする加水分解試験が実施された。  

pH5、7及び9における推定半減期はそれぞれ607日、21．7日及び0．25日  

であった。  

PH5では安定であり、10％TARを上回る分解物は検出されなかった。PH7   

及び9では、10％TARを上回る主な分解物はⅩⅩⅧであった。さらにpH7の   

［phe－14C】インドキサカルブ処理水でのみⅩⅩⅩⅡが検出された。  

また、pH5の処理直後及び3日後、pH7の15日後の試料を分析した結果、   

異性体比は試験期間中にわたって安定であったことから、g体及び忍体は同じ   

速度で加水分解すると考えられた。（参照13）  

＜参考＞インドキサカルブ肝の加水分解試験   

［ind－14C］インドキサカルブMPまたは【phe－14C］インドキサカルブMPを、   

pH5（酢酸）、pH7（リン酸）及びpH9（ホウ酸）の各滅菌緩衝液にそれぞ   

れ150mg／Lの濃度で添加し、25℃の暗所で30日間インキエペー卜する加水   

分解試験が実施された。  

試験期間中の放射能回収率は96．6～108％であった。推定半減期はpH5、7   

及び9でそれぞれ401日、38，2日及び1．03日であった。pH5では、30日後   

に親化合物が94・0～94．3％TARを占め、ほとんど分解はみられなかった。PH7   

では、30日後に親化合物が57．2～57．7％TAR残存し、主要分解物としてⅩⅩ   

Ⅷが25～26％TAR、その他6及び8％TARを占める分解物が検出された。PH   

9では、30日後に10．3～13．8％TARの親化合物が残存し、主要分解物ⅩⅩⅧ   

が43～48％TARを占めた他、20％TARを超える極性分解物が検出された。（参  

照14）  

（2）水中光分解試験（緩衝液）   

【ind－14C］インドキサカルブまたは［phe－14C］インドキサカルブをpH5の滅菌   

酢酸緩衝液に0．1mg／Lとなるように加えた後、25±1℃、キセノンアークラン   

プ（光強度：16．3W／m2、波長：284～386nm）で15日間照射し、水中光分   

解試験が実施された。  

親化合物は、試験開始時には93．6～96．5％TARであったが、処理15日後に  

16   



は5．8～6．3％TAR となり、光照射により速やかに分解した。分解物として、  

［ind－14C】インドキサカルブではⅩⅩⅨ、ⅩⅩⅩ及びⅩⅩⅩⅠ（15日後でそれぞ  

れ32．3、15A、及び10．2％TAR）、［phe・14C］インドキサカルブではⅩⅩⅩⅡ  

及びⅩⅣ（15日後でそれぞれ37．6及び15．0％TAR）が認められた。他に、両  

標識体とも未同定の極性及び非極性物質がいずれも単体で7％TAR未満、二酸  

化炭素が15日後で10．4～12．1％TAR認められた。   

推定半減期は3日（東京、春の太陽光下換算で6．28日）であった。   

水中光分解でのぶ体と屈体の異性体比は一定であり、β体及び点体は光分  

解条件下において同じ速度で分解すると考えられた。（参照15）  

＜参考＞インドキサカルブMPの水中光分解試験（緩衝液）  

【ind－14C］インドキサカルブMPまたは［phe－14C］インドキサカルブMPをpH   

5の滅菌酢酸緩衝液に150mg／Lの濃度で添加し、25℃、15日間人工光を照射  

する水中光分解試験が実施された。  

親化合物は、処理直後には98．3～98．7％TARであったが、処理1日後には  

50．3～55A％TAR、15日後には0．52～0．66％TARに減少した。自然太陽光に  

換算した推定半減期は3．16日であった。  

【ind－14C］インドキサカルブMP処理区では、主要分解物としてⅩⅩⅨが白目  

後に19．9％TAR認められ、15日間で二酸化炭素が10．5％TAR発生した。また、  

分子量297の分解物（以下、uklとする）が処理1日後に14．1％TAR、15日  

後に8．2％TAR認められたが、この分解物は標準品が合成できなかったため同  

定できなかった（推定される化学構造が下図に示されている）。その他、極性  

ピーク群が処理15日後に33～58％TARを占めた。これらは多数の成分からな  

り、そのうちⅩⅩⅩ及びⅩⅩⅩⅠが同定された。  

［phe－14C】インドキサカルプMP処理区では、ⅩⅩⅩⅡが処理8日後に37．8％  

TARに達し、処理15日後に32．8％TARになった。ⅩⅣが処理15日後に22．1％  

TAR、その他は処理8日後に最大15．9％TARに達した。処理15日後に33％TAR  

に達した強極性物質群（酸性成分）が確認されたが、同定はできなかった。15  

日間の二酸化炭素発生量は14．8％TARであった。  

インドキサカルプMPの推定光分解経路は、分子中心核の開裂によりukl、  

ⅩⅩⅨ、ⅩⅩⅩⅡ、ⅩⅣが生成し、さらに分解されて酸性分解物及び二酸化炭  

素にまで分解されると考えられた。（参照16）  

＜分子量297の推定分解物uklの構造式＞  
0  
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（3）水中光分解試験（自然水）  

本試験は、インドキサカルブMPを用いた試験成績で代替した。（参照3）  

［ind・14C］インドキサカルブMPまたは【phe－14C］インドキサカルブMPを自   

然水（米国デラウェア州、pH8．25）に150mg／Lの濃度で添加し、25℃、人   

工太陽光を15日間にわたり照射し、水中光分解運命試験が実施された。  

親化合物は、処理直後には98．0％TARであったが、1日後に41．6～45．6％TAR、   

15日後に0．20～0．67％TARとなり、光照射により速やかに分解した。暗所で   

は同様に99．1～97．1％TAR、76．4～80．2％TAR、25．8～13．6％TARと変化した。  

分解物としてⅩⅩⅩⅡ、ⅩⅣ、ⅩⅩⅨ、ⅩⅩⅩ及びⅩⅩⅩⅠが検出された。   

また、二酸化炭素が照射区及び暗所対照区でそれぞれ10．5～14．8％TAR、24   

～36％TAR認められた。  

ukl及びⅩⅩⅨが各10％TAR以下で認められた。暗所対照区でのみⅩⅩⅧ   

が認められた。照射区での生成量は10％TAR以下であり、暗所区ほどには生   

成しなかったのは、生成したⅩⅩⅧが光分解を受けたものと考えられた。  

自然水中の光分解物の組成は、ⅩⅩⅧが生成した以外は緩衝液での分解物と   

類似していた。  

自然水におけるインドキサカルブMPの推定半減期は2．34～2．52日であり、   

東京、春期の太陽光下換算で1．76～1．88 日であった。暗所対照における推定   

半減期は2．07～2．94日であった。（参照16）  

5．土壌残留試装   

本試験は、インドキサカルブMPを用いた試験成績で代替した。（参照3）   

火山灰・軽埴土（茨城）及び沖積・埴壌土（高知）を用いて、インドキサカル  

ブMPを分析対象化合物とした土壌残留試験（容器内及び圃場試験）が実施され  

た。なお、定量は殺虫活性を有するβ体及び不活性である忍体に分けて実施し、  

その合計を親化合物の残留値とした。   

推定半減期は表6に示されている。（参照17）  

表6 土壌残留試験成績（推定半減期）  

試験   濃度1）   土壌   インドキサカルプMP   

容器内試験   0．2mg／kg   
火山灰・軽埴土   3 日  

沖積・埴壌土   8日   

圃場試験   300gai仙a   
火山灰・軽埴土   3日  

沖積・埴壌土   32日   

1）：容器内試験で原体、圃場試験で10％フロアプル剤を使用  
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6．作物残留書式験   

本試験は、インドキサカルブMPを用いた試験成績で代替した。（参照3）   

インドキサカルブMPを分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。な  

お、定量はぶ体及び屈体に分けて実施し、その合計を親化合物の残留値としキ。   

結果は別紙3に示されている。インドキサカルブMPの最高値は、最終散布7  

日後に収穫しただいこん′（葉）の5．05mg／kgであった。（参照18）  

別紙3の作物残留試験の分析値を用いて、インドキサカルブMPを暴露評価対  

象化合物として食品中より摂取される推定摂取量が表7に示されている（別紙4  

参照）。   

なお、本推定摂取量の算定は、申請された使用方法からインドキサカルブMP  

が最大の残留を示す使用条件で全ての適用作物に使用され、加工・調理による残  

留農薬の増減が全くないとの仮定のもとに行った。  

表7 食品中より摂取されるインドキサカルブMPの推定摂取量  
国民平均   ′J、児（卜6歳）   妊婦   高齢者（65歳以上）  

（体重：53．3kg）  （体重：15．8kg）   （体重：55．6kg）   （体重：54．2kg）   

摂取量  

（膵／人／日）   

37．6   17．1   29．2   40．4   

7．一般薬理試験  

本試験は、インドキサカルプMPを用いた試験成績で代替した。（参照3）   

マウス、ラット及びモルモットを用い、インドキサカルブMPの一般薬理試験  

が実施された。結果は表8に示されている。（参照19）  

表8 一般薬理試験概要  

試験の種類  動物種   結果の概要   

動物数 匹／群  投与量 （m釘kg体亜 （投与経路）  無作用皇 （mg在g体重）  作用量 （m姓g体重）  

試X）mが唱体重以上で症状発現  

一般状態  ICR  雄3  
0、128、320、800、  （興奮性症状亮一。  

（Irwin法）   マウス   雌3   2，0（氾、5，000  320   800    下を混在した酬性  

中  
（腹腔内）  嘲  

枢  
即00m殖g体重以上で死亡  

神  一般状態   
0、128、320、800、   

SI）   
雌6  2，000   

5（X船m如体重で体重減少（投   

経  （Irwin法）  ラット  
（経口）  

5，000  
系   

睡眠時間  0、128、320、800、  

ト、キソ／ヤレ  
ICR  

雄8   2，000、5，（l∝）  2，0∝）   
5，（伽m♂kg体重で睡眠時間  

マウス  5，000   延長   
ビターづ個励  （腹腔内）  
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血圧・  
循環器系   心拍数   

SD  
ラット   雌6  0、128、320、800、  投引こよる影響なし   

2，000、5，000  

（経口）   5，0（氾  自律 神経系  瞳孔径   SD ラット   

雌6  投引こよる影響なし   

小腸炭末  
0、128、320、800、  

ICR  
雄8   2，000、5，000  2，〔虻田   

5，㈱m♂kg体重で小腸炭末  
輸送能  マウス  5，000   輸送能低下  

消化器系  
（腹腔内）  

摘出回腸  
10‾7、10－6、10’5  

雄4  g／mL  
10－5  

収縮   モルモット  g／mL  
投引こよる影響なし   

（血l血d  

0、128、320、800、  

握力   
SD  

雌6   2，0（氾、5，000、  5，000  
ラット  

投引こよる影響なし  
骨格筋  （経口）  

横隔膜  SD  雌4  10‾6、10■5g／mL  
神経筋収縮   ラット  （血l魂   g／mL  

投引こよる影響なし   

10‾7、10－6、10‾5  
SD  

雌12  g／mL  
10‾5  

ラット  g／mL  
投引こよる影響なし  

（血I血d  

0、128、320、800、  
血液  溶血・ 血液凝固                    SD ラット  雌6  

2，000、5，000  2，000   5，000   
5，㈱m釘kg体重で仰の  

（経口）  

軽度な減少   

ー：作用量は設定できなかった  

8．急性毒性試験  

（1）急性毒性試験  

Fischerラットを用いた急性経口毒性試験、SDラットを用いた急性経皮毒性   

試験及び急性吸入毒性試験が実施された。  

各試験の結果は表9に示されている。 （参照20～22）  

表9 急性毒性試験結果概要（原体）  

投与  
動物種   

LD50（mg／kg体重）  

経路  雌   
観察された症状  

雄  

雌雄：円背位、鎮静  

雄：肛門周囲部の被毛の汚れ  
Fischer   雌：削痩、横臥位、起立不能、昏迷、昏睡、自  

経口丈  ラット  ＞1，500  ＞1，500  発運動低下、挙尾、よろめき歩行、つま先  

雌雄各5匹  歩行、後肢麻痺、拘縮、呼吸緩徐、体温低  

下、流涙、眼瞼下垂、眼球退色、眼周囲・  

鼻吻・顔・頭部及び外陰部の被毛の汚れ   

経皮  SDラット 雌雄各5匹  ＞5，000  ＞5，000  症状なし   
吸入   

LC50（mg／L）  雌雄：鼻部の赤色分泌物、会陰部の黄色汚染  
SDラット  雄：会陰部の湿り  

雌雄各5匹  ＞5．5   ＞5．5       雌：眼の赤色分泌物、嗜眠、円背位、衰弱、歩   

行異常、呼吸困難、不動   
★：1％メチルセルロース（MC）に懸濁  
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（2）急性神経毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌雄各12匹）を用いた強制経口●（原体：雄0、25、100及   

び200mg／kg体重、雌0、12．5、50及び100mg／kg体重、溶媒：PEG）投与   

による急性神経毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表10に示されている。  

一群雌雄各6匹の剖検及びそのうち最高用量群（雄：200mg／kg体重投与群、   

雌：100mg／kg体重投与群）の病理組織学的検査が実施されており、検体投与   

に起因する変化は認められなかった。  

本試験において、200mg／kg体重投与群の雄及び50mg／kg体重以上投与群   

の雌で体重増加抑制等が認められたことから、一般毒性に対する無毒性量は雄   

で100mg／kg体重、雌で12．5mg／kg体重であると考えられた。また、200mg／kg   

体重投与群の雄で前肢握力及び後肢開脚幅の減少、100mg／kg体重投与群の雌   

で自発運動量の一過性の低下が認められたことから、神経毒性に対する無毒性   

量は雄で100mg／kg体畢、雌で50mg／kg体重であると考えられた。（参照23）  

表10 急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与量   雄   雌   

200mg／kg体重  ・体重増加抑制（2～8日）★  

（雄のみ）   ・摂餌量低下（1～2日）  

・前肢握力及び後肢開脚幅減少   

100mg／kg体重  以下毒性所見なし   ・死亡（1匹、死因不明）  

・体重増加抑制  

・摂餌量低下（8～15日）  

・自発運動量低下（一過性）  

・蒼白   

50mg／kg体重  ・体重増加抑制（2～8日）   

（雌のみ）  ・摂餌量低下（1～2日）  

・脱毛   

25mg／kg体重  

（雄のみ）  

12．5mg／kg体重  毒性所見なし   

（雌のみ）  

★：投与後の日数 ／：この濃度での投与なし  

9．眼一皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験   

NZWウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。眼に対   

し軽度の刺激性が認められたが、皮膚刺激性は認められなかった。（参照24、25）   

Hartleyモルモット（雄）を用いた皮膚感作性試験（Maximization法）が実  

施され、皮膚感作性は陽性であった。（参照26）  
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10．亜急性毒性試験  

（1）90日間亜急性毒性害式験（ラット）  

SDラット（一群雌雄各10匹）を用いたインドキサカルブの混餌（原体：雄   

0、10、50、100及び200ppm、雌0、10、25、50及び100ppm：平均検体   

摂取量は表11参照）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

表1190日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  10ppm  25ppm  50ppm  100ppm  200ppm   

平均検体摂取量  0．62  3．09   6．01   15．0  

（mg／kg体重／目）   0．76   2．13   3．78   8．94  

／：この濃度での投与なし   

各投与群で認められた毒性所見は表12に示されている。   

雄では50ppm以上投与群のRBC、Hb及びHt、雌では10ppm以上投与群  

のHt、25ppm以上投与群のHb、50ppm以上投与群のRBCにおいて用量及  

び投与期間依存性の軽度な減少が認められ、高用量群ではMCV及びMCHの  

軽度な増加を伴っていた。網状赤血球及びハインツ小体の出現は認められな  

かった。また、個体別データをもとに、RBC、Hb、Htのうち2項目以上が減  

少したものを貧血として、それらの値を試験実施機関の背景データと比較した  

結果、雄．では100ppm以上投与群、雌では50ppm以上投与群に貧血と考え  

られる個体が認められた。  

100ppm投与群の雌における死亡及び切迫と殺動物（計5匹）で、牌臓、胸  

腺（1匹を除く）及び骨髄の萎縮が認められ、腎尿細管及び管腔にヘモグロビ  

ンが認められたことから、血流中における顕著な溶血が示唆された。   

本試験において、100ppm以上投与群の雄及び50ppm以上投与群の雌で貧  

血（RBC、Hb及びHt減少）等が認められたことから、無毒性量は雄で50ppm  

（3．09mg／kg体重／日）、雌で25ppm（2．13mg／kg体重／日）であると考えら  

れた。（参照27）  

表12 90日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

200ppm  ・体重増加抑制  
・摂餌量及び食餌効率低下  

・MCV、MCHの増加  
・TP及びGlob低下  

100ppm  ・RBC、Hb及びHt減少   ・死亡3匹、切迫と殺2匹   
以上   ・牌へモジデリン沈着   ・MCV及びMCH増加  

・肝比重量1）増加   

1：体重比重量のことを比重量という（以下同じ）。  
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・肝へモジデリン沈着  

・腎尿細管腔内及び上皮内のヘモグロ  

ビン沈着（死亡・切迫屠殺動物）   

50ppm   50ppm以下毒性所見なし  ・体重増加抑制   
以上  ・食餌効率低下  

・RBC、Hb及びHtの減少   

25ppm  25ppm以下毒性所見なし   

／：この濃度での投与なし  

＜参考＞インドキサカルブ…Pの90日間亜急性毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌雄各10匹）を用いたインドキサカルプMPの混餌（原   

体：雄0、30、60、125及び250ppm、雌0、15、30、60及び125ppm：平   

均検体摂取量は表13参照）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

表13 90日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  15ppm  30ppm  60ppm  125ppm  250ppm 

平均検体摂取量  1．9   3．9   8．0   16  

（mg／kg体重／日）   0．99   2．3   4．6   9．5  

／：この濃度での投与なし   

各投与群で認められた毒性所見は表14に示されている。  

125ppm投与群の雄1例が死亡したが、検体投与に関連した剖検所見及び病  

理組織学的所見は認められなかった。   

30ppm投与群の雌雄でRBC及びHb減少、雄でHt減少が認められたが、  

用量及び投与期間に対する一貫性が認められなかった。また、個体別データを  

もとに、RBC、Hb、Htのうち2項目以上が減少したものを貧血として、それ  

らの値を試験実施機関の背景データと比較した結果、雌雄とも60ppm以上の  

投与群で貧血と考えられる個体が増加した。   

本試験において、60ppm以上投与群の雌雄で貧血（RBC、Hb及びHt減少）  

等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも30ppm（雄：1．9mg／kg体重／  

日、雌：2．3mg／kg体重／日）であると考えられた。（参照28）  

表14 90日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

250ppm  ・体重低下及び体重増加抑制  
・摂餌量及び食餌効率低下  
・肝クッパー細胞へモジデリン沈着  

・骨髄過形成  

125ppm  ・RBC減少、網状赤血球数増加  ・体重低下及び体重増加抑制   
以上   ・MCV増加   ・摂餌量及び食餌効率低下  

・Ht減少   
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・網状赤血球数増加  

・TP及びGlob低下  
・肝クッパー細胞へモジデリン沈着  

・骨髄過形成   

60ppm  ・Hb及びHt減少   ・RBC及びHb減少   
以上   ・牌へモジデリン沈着及び髄外造  ・MCV増加  

血克進   ・牌ヘモジデリン沈着及び髄外造血克  

進   

30ppm  毒性所見なし   

以下   

／：この濃度での投与なし  

（2）90日間亜急性毒性試験（イヌ）  

本試験は、インドキサカルブMPを用いた試験成績で代替した。（参照3）   

ピーグル犬（一群雌雄各4匹）を用いたインドキサカルブMPの混餌（原体：  

0、40、80、160及び640ppm：平均検体摂取量は表15参照）投与による90  

日間亜急性毒性試験が実施された。  

表15 90日間亜急性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量  

投与群  40pp町  80ppm  160ppm  640ppm   
平均検休摂取量  2   5   18  

（mg／kg体重／日）   1   3   5   17  

各投与群で認められた毒性所見は表16に示されている。   

640ppm投与群の雌において、統計学的有意差のない体重低下、体重増加抑  

制及び摂餌量低下が認められたが、これはこの群の1例にのみ認められた顕著  

な摂餌量低下及び体重増加抑制に起因していた。この個体を除外すると、この  

群と対照群に差は認められなかったが、この個体においては血液学的検査項目  

に検体に関連した影響が認められたことから、640ppm投与群の雌における摂  

餌量低下及び体重増加抑制が検体に関連した影響であることを否定すること  

はできなかった。   

病理組織学的検査において、80ppm以上投与群の雄及び40ppm以上投与  

群の雌で牌臓の髄外造血冗進及び骨髄過形成が認められた。また、40ppm以  

上投与群の雌雄で肝臓、腎臓、牌臓または骨髄におけるヘモジデリン沈着が認  

められた。これらの変化について2000年にピアレビューが実施された（変化  

が明らかな雌雄の高用量群を除く）。その結果、40ppm投与群の雌雄に観察  

された病理組織学的変化については、その病変の質及び程度において対照群と  

の間に有意差はなく、ほぼ正常範囲に含まれる軽度なものであることから、40  

ppmに投与の影響は認められないと結論されている。  
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本試験において、80ppm以上投与群の雌雄で溶血性貧血に伴う変化が認め  

られたことから、無毒性量は雌雄とも40ppm（雄：1mg／kg体重／日、雌：1mg／kg  

体重／日）であると考えられた。（参照29）  

表16 90日間亜急性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

640ppm  ・網状赤血球数増加   ・体重低下、体重増加抑制及び摂餌量  

・MCH増加、MCHC減少   低下（1例）  

・ハインツ小休出現   ・RBC、Hb、Ht減少  

・網状赤血球数増加  

・Bil増加  

・肝比重量増加   

160ppm  ・RBC、Hb、IIt減少   ・ハインツ小体出現   

以上   ・MCV増加   ・肝クッパー細胞、腎尿細管へモジデ  

・Bil増加   リン沈着  

・肝クッパー細胞、腎尿細管  
へモジデリン沈着  

・骨髄、牌髄外造血冗進   

80ppm   ・牌ヘモジデリン沈着   ・牌、骨髄マクロファージのへモジデ   

以上  リン沈着   

40ppm  毒性所見なし   毒性所見なし   

（3）90日間亜急性神経毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌雄各12匹）を用いたインドキサカルブの混餌（原体：雄   

0、10、100及び200ppm、雌0、10、50及び100ppm：平均検体摂取量は表   

17参照）投与による90日間亜急性神経毒性試験が実施された。  

表17 90日間神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与量  10ppm  50ppm  100ppm  200ppm   

平均検体摂取畢  雄   0．569  5．62   11．9  

（mg／kg体重／日）  雌   0．685   3．30   6．09  

／：この濃度での投与なし   

各投与群で認められた毒性所見は表18に示されている。   

一般状態、機能観察総合検査（FOB）、自発運動量、神経系の病理組織学的  

検査のいずれにも検体投与に関連する変化は認められなかった。   

本試験において、100ppm以上投与群の雄及び50ppm以上投与群の雌で体  

重低下等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも10ppm（雄：0．569mg／kg  

体重／日、雌：0．685mg／kg体重／日）であると考えられた。神経毒性は認められ  

なかった。（参照30）  

25   



表18 90日間亜急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

200ppm  

100ppm  ・体重低下、体重増加抑制   ・3例死亡（または切迫と殺）（病   

以上   ・摂餌量及び食餌効率低下   理組織学的検査実施せず）   

50ppm  ・体重低下及び体重増加抑制   
以上  ・摂餌量及び食餌効率低下   

10ppm  毒性所見なし   毒性所見なし   

／：この濃度での投与なし  

11．慢性毒性試験及び発がん性試験  

（1）1年間慢性毒性試験（イヌ）  

本試験は、インドキサカルブMPを用いた試験成績で代替した。（参照3）   

ピーグル犬（一群雌雄各5匹）を用いたインドキサカルブMPの混餌（原体：  

0・、40、80、640及び1，280ppm：平均検体摂取量は表19参照）投与による1  

年間慢性毒性試験が実施された。  

表191年間慢性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量  

投与量  40ppm   80ppm  640ppm  1，280ppm   
平均検体摂取量  雄   1．1   2．3   17．5   33．6  

（mg／kg体重／日）             雌   1．3   2．4   18．9   36．1  

各投与群で認められた毒性所見は表20に示されている。   

血液学的検査において、640ppm以上投与群では、RBC、Hb及びHt減少  

を伴ったハインツ小体の出現及び網状赤血球の増加が認められ、多くの個体が  

臨床学的に貧血であると判断された。ハインツ小体の出現により、これらの血  

液学的影響は、赤血球オキシダントである代謝物ⅩⅦによる酸化的ストレスに  

起因していることが示唆された。   

病理組織学的検査において認められた牌臓の髄外造血冗進は、主として赤芽  

球系の増数であった。骨髄増生は骨髄脂肪組織の量が減少していることで確認  

され、赤芽球系及び顆粒球系が混合して形成されていた。   

また、40ppm以上投与群の雌雄においては、肝臓、腎臓、牌臓または骨髄  

におけるへモジデリン沈着が認められた。これらの変化について2000年にピ  

アレビューが実施された（変化が明らかな雌雄の高用量群を除く）。その結果、  

40ppm投与群の雌雄に観察された病理組織学的変化については、その病変の  

質及び程度において対照群との間に有意差はなく、 

度なものであることから、40ppm投与群に投与の影響は認められないと結論  

されている。   

本試験において、80ppm以上投与群の雌雄で溶血性貧血に伴う変化が認め  
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られたことから、無毒性量は雌雄とも40ppm（雄：1．1mg／kg体重／日、雄‥  
1．3mg／kg体重／日）であると考えられた。（参照31）  

表201年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

1，280ppm  ・体重増加抑制（1例）   ・体重増加抑制（投与開始後2ケ月まで）  

・摂餌量及び食餌効率低下   ・摂餌量及び食餌効率低下  

・肝絶対及び比重量増加   

640ppm  ・網状赤血球増加、ハインツ小体出現  ・網状赤血球増加、ハインツ小体出現   

以上  ・肝絶対及び比重量増加   

80ppm  ・RBC、Hb及びHt減少   ・RBC、Hb及びHt減少   

以上   ・Bil増加 ・Bil増加  

・肝クッパー細胞、腎尿細管上皮細  ・肝クッパー細胞、腎尿細管上皮細胞、  

胞、牌、骨髄へモジデリン沈着   牌、骨髄へモジデリ、ン沈着  

・骨髄過形成   ・骨髄過形成   

40ppm  ・毒性所見なし   ・毒性所見なし   

（2）2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）  

本試験は、インドキサカルブMPを用いた試験成績で代替した。（参照3）   

SDラット（一群雌雄各72匹：中間と殺群雌雄各10匹）を用いたインドキ  

サカルブMPの混餌（原体：雄0、20、40、60、125及び250pbm、雌0、10、  
20、40、60及び125ppm：平均検体摂取量は表21参照）投与による2年間  

慢性毒性／発がん性併合試験が実施された。  

表212年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  10ppm．  20ppm  40ppm  60ppm  125ppm  250ppm   

平均検体摂取量  1．59   2．40   5．03   10．0  

（mg／kg体重／日）   1．P4   2．13   3．60   7．83  

検体投与に関連した死亡率の増加は認められなかった。   

各投与群で認められた毒性所見は表22に示されている。  

125ppm投与群の雌で骨髄萎縮が認められた。この増加は、1年以内に死亡  

した7例で認められたことに起因した。死因は不明であったが、検体投与に関  

係するものと考えられた。  

125ppm投与群の雌で認められた体重低下及び体重増加抑制は、統計学的有  

意差は認められなかったものの、同群の体重が期間中常に対照群より低かった  

こと、摂餌量にも変化が認められたこと、ならびに変化の程度から、検体投与  

の影響であると考えられた。   

腫瘍性病変の発生頻度に検体投与に関連した影響は認められなかった。  
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本試験において、125ppm以上投与群の雄及び40ppm以上投与群の雌で体  

重増加抑制等が認められたことから、無毒性量は雄で60ppm（2．40mg／kg体  

重／日）、雌で20ppm（1．04mg／kg体重／日）であると考えられた。発がん性  

は認められなかった。（参照32）  

表22 2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

250ppm   ・牌比重量増加  

125ppm以上  ・体重低下及び体重増加抑制  ・脱毛  
・摂餌量及び食餌効率低下   ・体重低下及び体重増加抑制  

・牌絶対及び比重量増加  

・肝比重量増加  

・肝クッパー細胞色素沈着  

・骨髄萎縮   

60ppm以上   60ppm以下毒性所見なし   ・摂餌量及び食餌効率低下  

・Ht減少、MCV増加   

40ppm以上  ・体重増加抑制   

20ppm以下  ・毒性所見なし   

／：この濃度での投与なし  

（3）18カ月間発がん性試験（マウス）  

本試験は、インドキサカルブMPを用いた試験成績で代替した。（参照3）  

ICRマウス（一群雌雄各70匹：最終と殺群雌雄各55匹、中間と殺群雌雄各  

10匹）を用いたインドキサカルブMPの混餌（原体：0、20、100及び200／150／125  

ppm：平均検体摂取量は表23参照）投与による18カ月間発がん性試験が実施  

された。なお、最高用量投与群については死亡数が多かったため、試験126～  

286日は150ppm、試験287日～終了までは125ppmとした。  

表2318カ月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量  

投与群  20ppm   100ppm  200／150／125ppm   
平均検体摂取量  雄   2．63   13．8   22．1  

（mg／kg体重／目）           雌   3．99   20．3   30．8  

各投与群で認められた毒性所見は表24に示されている。  

125ppm投与群の雌雄で、梨状菓皮質及び海馬に検体投与に関連した神経細  

胞の変性及び壊死が観察された。さらに、雌2匹の梨状葉皮質に遺残性空胞  

（residualvacuolation：神経細胞が巣状壊死し、その部分が神経膠細胞で置  

換されず空隙として遺残したもの）が認められた。  
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また、125ppm投与群の雄で、検体投与に関連した軽度から重度な心臓病変  

（心筋壊死、出血または炎症）が13匹に観察された。これらの心臓病変に関  

する病因は不明だが、交感神経の過剰反応により心筋にカテコールアミンが放  

出された結果、同様の所見が生ずることが報告されている。   

腫瘍性病変の発生頻度に検体投与に関連した影響は認められなかった。   

本試験において、100ppm以上投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められた  

ことから、無毒性量は雌雄とも20ppm（雄：2．63mg／kg体重／日、雌：3．99mg／kg  

体重／日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照33）  

表2418カ月間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

200／150／125ppm  ・生存率低下   ・生存率低下  

■歩行及び行動異常、蒼白   ・うずくまり、過敏  

・胸水（6例）  ・脳の神経細胞変性及び壊死（2例）   

・体重低下  

・脳の神経細胞変性及び壊死（2例）  

・心筋壊死、出血または炎症（13  

例、うち1例は軽微）  

100ppm以上  ・被毛の汚れ（最高用量群は有意差  ・歩行及び行動異常、斜頸  
なし）、斜頸、衰弱   ・食餌効率低下  

・体重増加抑制   ・体重増加抑制及び体重低下  

・食餌効率低下   ・脳の神経細胞変性及び壊死（1例）   

20ppm   毒性所見なし   毒性所見なし   

12．生殖発生毒性試験  

（1）2世代繁殖試験（ラット）  

本試験は、インドキサカルプMPを用いた試験成績で代替した。（参照3）   

Crl：CD VAF／Plus系ラット（一群雌雄各26匹）を用いたインドキサカル  

ブMPの混餌（原体：0、20、60及び100ppm：平均検体摂取量は表25参照）  

投与による2世代繁殖試験が実施された。  

表25 2世代繁殖試験（ラット）における平均検体摂取量  

投与群  20ppm   60ppm  100ppm   
雄   1．32   3．92   6．46  

平均検体摂取量  
P世代            雌   

1．54   4．44   6．91  

（mg／kg体重／日）  雄   
Fl世代  

1．07   2．66   4．21  

1．28   3．21   5．26   

各投与群で認められた毒性所見は表26に示されている。  
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100ppm投与群のP世代雌2例で、晴育期間中に脱水症状、運動失調、正  

向反射障害及び痘攣（1例）が認めちれたため切迫と殺された。これらの症状  

と検体投与との関連は不明であった。   

親動物の繁殖に関する検査項目に関して、検体投与の影響は認められなかっ  

た。   

本試験において、親動物では100ppm投与群の雄及び60ppm以上投与群の  

雌で牌絶対及び比重量増加等、児動物では60ppm以上投与群で低体重が認め  

られたことから、無毒性量は親動物の雄で60ppm（P雄：3．92mg／kg体重／  

日、Fl雄：2．66mg／kg体重／日）、雌で20ppm（P雌：1．54mg／kg体重／日、  

Fl雌：1．28mg／kg体重／日）、児動物で20ppm（P雄：1．32mg／kg体重／日、  

P雌：1．54mg／kg体重／日、Fl雄：1．07mg／kg体重／日、Fl雌：1．28mg／kg体  

重／日）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照  

34）  

表26 2世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   
親：P、児：Fl  親：Fl、児：F2  

雄   雌   雄   雌   

100ppm  ・体重低下  ・牌絶対重量増加  ・体重低下  

・牌絶対及び比重量  ・牌腫  

親  増加  

動                60ppm  60ppm以下   ・摂餌量低下   60ppm以下   ・牌絶対及び比重量   

物  以上  毒性所見なし   ・体重低下  毒性所見なし   増加  

・牌絶対及び比重量  

増加  

20ppm  毒性所見なし  毒性所見なし   

児  
100ppm  毒性所見なし  

動  
60ppm  

物           以上   

20ppm  毒性所見なし   

（2）発生毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌25匹）の妊娠6～20日（交尾確認日を妊娠1日とした）   

にインドキサカルブを強制経口（原体：0、0．5、1．0、2．0及び4．Omg／kg体重  

／日、溶媒：PEG）投与して発生毒性試験が実施された。  

4．Omg／kg体重／日投与群の母動物で体重及び摂餌量低下が認められた。早産   

動物数、全胚吸収動物数、子宮重量、黄体数、着床数、生存胎児数、胎児死亡   

数、胎児の性比及び胎盤重量に検体投与の影響は認められなかった。  

4．Omg／kg体重／日投与群の胎児に低体重が認められた。奇形及び変異の発生   

頻度に投与に関連した増加は認められなかった。  

本試験において、4．Omg／kg体重／日投与群の母動物で体重低下等、胎児で低  
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体重が認められたことから、母動物及び胎児に対する無毒性量は2．Omg／kg体  

重／日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照35）  

（3）発生毒性試験（ウサギ）  

本試験は、インドキサカルブMPを用いた試験成績で代替した。（参照3）   

NZWウサギ（一群雌23匹）の妊娠7～28日にインドキサカルブMPを強  

制経口（原体：0、25b、500及び1，000mg／kg体重／日、溶媒：MCに懸濁）  

投与して発生毒性試験が実施された。   

母動物では、250、500及び1，000mg／kg体重／日投与群でそれぞれ1、2及  

び2例が挿管による傷のため死亡したが、検体投与に関連した死亡例は認めら  

れなかった。1，000mg／kg体重／日投与群では、体重増加抑制、摂餌量低下及び  

緑色便の発現頻度増加が認められた。いずれの用量群においても、妊娠率、流  

産率、早産率、総胚吸収率、黄体数、着床数、生存胎児数ならびに性比に、検  

体投与に関連した影響は認められなかった。   

胎児では、1，000mg／kg体重／日投与群で低体重、，胸骨分節化骨遅延の発現頻  

度増加が認められた。   

本試験において、母動物及び胎児に対する無毒性量は500mg／kg体重／日と  

考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照36）  

13．遺伝毒性試験  

インドキサカルブの細菌を用いた復帰突然変異試験、ヒト末梢血リンパ球を   

用いた染色体異常試験、チャイニーズハムスター卵巣由来細胞を用いた前進突   

然変異試験、ラット肝培養細胞を用いた不定期DNA合成（UDS）試験、ICR   

マウスを用いた元＝血相′J、核試験が実施された。  

試験結果は全て陰性であり（表27）、インドキサカルブに遺伝毒性はないも   

のと考えられた。（参照37～41）  

表27 遺伝毒性試験概要（原体）  

試験  対象   処理濃度・投与量   結果   

血血  復帰突然  5b血0月e地物止血〟d〃皿  10～5，000トg／プレート（＋／－S9）   
変異試験  （TA97a、TA98、  

TAlOO、TA1535株）  陰性  
励de正巳占血cα〟  

（WP2工Jmd／pKMlOl抹）  

染色体異常  250～1，000トg／mL（叶S9）   

試験   
陰性  

前進突然  チャイニーズハムスター  12・5′・、一250膵／mL（叶S9）   

変異試験  卵巣由来細胞（CHO－Kl－BH4）  
陰性  

UDS試験  ラット肝培養細胞   12．5～200ドg／mL   
陰性   
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注）＋／－S9：代謝活性化系存在下及び非存在下  
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Ⅲ．食品健康影響評価   

参照に挙げた資料を用いて農薬「インドキサカルブ」の食品健康影響評価を実   

施した。  

ラットを用いた動物体内運命試験において、 血祭中丁皿aXは雌雄7．3～8．0時間   

であった。Tl′2は雄で39時間、雌で49時間であり、雌の方が遅かった。また、   

性別に関係なく、血祭よりも赤血球で減衰が遅かった。雌雄とも、投与後168   

時間の尿中に34．6％～45．3％TAR、糞中に33．3％～46．6％TARが排泄された。組   

織内残留は雄より雌が高く、脂肪へ最も高く分布し、そのほとんどは代謝物Ⅱで   

あった。糞中の主要成分は親化合物、Ⅱ及びⅢであった。尿中では主にオキサジ   

アジン環開裂生成物が認められ、親化合物は排泄されなかった。主要代謝経路は   

代謝物Ⅱ、Ⅲ及びⅤを経由した経路と考えられた。  

ワタ、レタス、ブドウ及びトマトを用いた植物体内運命試験（インドキサカル   

ブMPの試験結果で代替）では、処理された放射能は経時的に減少し、その大部   

分は植物体表面上に留まった。代謝物は認められず、残留放射能の大部分は親化   

合物であった。また、レタス、ニンジン、ダイズ及びコムギを用いた後作物への   

吸収・移行試験においても、土壌からの吸収及び蓄積の可能性は低いと考えられ   

た。  

キャベツ等を用いて、インドキサカルブMP（代替）を分析対象化合物とした   

作物残留試験が実施された。最高値は、最終散布7日後に収穫しただいこん（葉）   

の5．05mg／kgであった。  

各種毒性試験結果から、インドキサカルブ投与による影響は、主に溶血性貧血   

及びそれに伴う変化であった。ハインツ小体の出現からも、これらの影響は、赤   

血球オキシダントである代謝物ⅩⅦによる酸化的ストレスに起因していること   

が示唆された。また、マウスを用いた18カ月間発がん性試験において、検体投   

与に関連した軽度から重度の心臓病変（心筋壊死、出血または炎症）が観察され   

た。これらの心臓病変に関する病因は不明だが、交感神経の過剰反応により心筋   

にカテコールアミンが放出された結果、同様の所見が生ずることが報告されてい   

る。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められな   

かった。  

各種試験結果から、農産物中の暴露評価対象物質をインドキサカルブ（親化合   

物のみ）と設定した。  

各試験における無毒性量及び最′J、毒性量は表28に示されている。  
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表28 各試馬針こおける無毒性量及び最小毒性量  

動物種   試験   
無毒性量  最小毒性量  

（mg／kg体重／日）   （mg／kg体重／日）   
備考1）   

90日間  雄：3．09   雄：6．01   雌雄：貧血（RBC、Hb及びHt減少）  
亜急性  雌：2．13   雌：3．78   等  

毒性試験  

90日間  雄：0．569   雄：5．62   雌雄：体重低下等  

亜急性神経  雌：3．30  

毒性試験   （神経毒性は認められない）  

2年間   雄：2．40   雄：5．03   雌雄：体重増加抑制等  

慢性毒性／  雌：2．13  

発がん性  （発がん性は認められない）  

併合試験★   

親動物   親動物   親動物：牌絶対及び比重量増加等  
ラット  P雄：3．92  P雄：6．46  児動物：低体重  

P雌：1．54  P雌：4，44  

Fl雄：2．66  Fl雄：4．21  （繁殖能に対する影響は認められない）  

2世代  Fll唯：1．28  Fl雌：3．21  

繁殖試験★  児動物  児動物  
P雄：1．32  P雄：3．92  

P雌：1．54  P雌：4．44  

Fl雄：1．07  Fl雄：2．66  

Fl雌：1．28  Fl雌：3．21  

母動物及び胎児：   
発生毒性  

母動物及び胎児：   母動物：体重低下等  

試験  
4．0   胎児：低体重  

（催奇形性は認められない）   

18カ月間  雄：2．63   雄：13．8   雌雄：体重増加量抑制等  

マウス  発がん性  雌：20．3   

試験★   （発がん性は認められない）  

母動物及び胎児：   母動物及び胎児：   母動物：体重増加抑制等  

発生毒性  1，000   
ウサギ  

試験★  
胎児：低体重等  

（催奇形性は認められない）   

90日間  雄：1   雄：2   雌雄：溶血性貧血に伴う変化  

亜急性  雌：1   雌：3  

イヌ  
毒性試験★  

1年間   雄：1．1   雄：2．3   雌雄：溶血性貧血に伴う変化  

慢性毒性  雌：2．4   

試験★   

1）：備考に最小毒性量で認められた所見の概要を示す。   

★：インドキサカルプMPを用いた試験成績で代替した。  

各試験で得られた無毒性量の最小値は、ラットを用いた90日間亜急性神経毒   

性試験で得られた0．569mg／kg体重／日であったが、ラットを用いた2年間慢性   

毒性／発がん性併合試験で得られた無毒性量は1．04mg／kg体重／目であり、これは   

用量設定の違いによるものと考えられ、ラットにおける無毒性量は1．04mg／kg   

体重／日であると判断した。   

一方、イヌを用いた90日間亜急性毒性試験で得られた無毒性量は1mg／kg体   

重／目であったが、より長期の試験であるイヌを用いた1年間慢性毒性試験で得   

られた無毒性量は1．1mg／kg体重／日であったことから、イヌにおける無毒性量   

は1．1mg／kg体重／日であると判断した。以上のことから、ラット用いた2年間  
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慢性毒性／発がん性併合試験で得られた鱒毒性量を一日摂取許容量（ADI）の設定  

根拠とすることが妥当と考えられた。   

また、多くの毒性試験において、インドキサカルブMPの試験成績を用いて評  

価したが、インドキサカルブとインドキサカルブMPの毒性の同等性が完全には  

証明されていないと判断し、安全係数として200を用いることとした。   

従って、食品安全委員会は、ラットを用いた2年間慢性毒性／発がん性併合試  

験で得られた無毒性量1．04mg／kg体重／日を根拠として、安全係数200で除した  

0．0052mg／kg体重／日をADIと設定した。  

0．0052mg／kg体重／日  

慢性毒性／発がん性併合試験  

ラット  

2年間  

混餌  

1．04mg／kg体重／日  

200  

ADI   

（ADI設定根拠資料）   

（動物種）   

（期間）   

（投与方法）   

（無毒性量）   

（安全係数）  
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＜別紙1：代謝物／分解物略称＞  

記号  

（略称）   
化学名   

Ⅲ  
メチル7－クロロー2，3，4a，5－テトラヒドロー2－［（4－トリフルオロメト  

（JT333）  
キシフェニル）＝カルバモイル】インデノ＝［1，2－e】［1，3，4］オキサジアジン  

－4a－カルポキシラート   

Ⅱ－ぶ  
メチル（g）－7－クロロー2，3，4a，5－テトラヒドロー2－［（4－トリフルオ  

（KN125）  
ロメトキシフェニル）＝カルバモイル】インデノ【1，2－e】［1，3，4】オキサジアジ  

ン・4a－カルポキシラート   

Ⅱ一j～  

メチル（点）柵7－クロロー2，3，4a，5－テトラヒドロー2－【（4－トリフルオ  

（KN124）  
ロメトキシフェニル）＝カルバモイル］インデノ＝【1，2－e］［1，3，4】オキサジア  

ジンー4a－カルポキシラー ト   

Ⅲ  

（5－HO－JWO62）  
メチル7－クロロ…2，3，4a，－トリヒドロー5－ヒドロキシー2－【メトキシ  

または  
カルポニル（4－トリフルオロメトキシフェニル）＝カルバモイル］インデノ  

（5－HO－Mf■062）  
＝【1，2・e］［1，3，4］＝オキサジアジン4a－カルポキシラート  

Ⅴ  
メチル5－クロロ←2－ヒドロキシー1－［4－（メトキシカルポニル）－4－  

（KG433）  
（トリフルオロメトキシフェニル）－セミカルバゾノトインダンー2－カルポ  

キシラート   

Ⅵ   メチル7－クロロー2，5－ジヒドロー3－オキソインデノ［1，2d［1，3，4］＝オ   

（MS211）   キサジアジンー4a（3一打■）－カルポキシラート   

Ⅵ【   7－クロロー2，5－ジヒドロー3－オキソインデノ［1，2d［1，3，4】＝オキサジ   

（MU716）   アジンー4a（3」首）－カルポン酸   

Ⅷ   メチル5－クロロー3－ジヒドロー2－ヒドロキシー1…オキソー1月」イ   

（JU874）   ンデンー2－カルポキシラート   

Ⅸ   メチル5－クロロー3－ヒドロー3－ヒドロキシー2－ヒドロキシー1－オ   

（HO－JU874）   キソー1月」インデンー2－カルポキシラート   

Ⅹ  

（KL440）   
5－クロロー2，3－ジヒドロー3－ヒドロキシー1月」インデンー1～オン   

ⅩⅠ  

（MA576）   
5－クロロー2，3…ジヒドロー2－ヒドロキシー1ガーインデンー1－－オン   

ⅩⅠⅡ  

（MX829）   
5－クロロー1，3－ジヒドロー2月」インデンー2－オン   

ⅩⅣ  
ト   

（KB687）   
メチル（4－トリプルオ．ロ＝メトキシフェニル）－カーバマー   

ⅩⅤ  

（MY795）   
メチル（4－ヒドロキシフェニル）＝カーバマー ト   

ⅩⅥ  

（MZ369）   
メチル（4－スルフォキシ＝フェニル）－カーバマー ト   

ⅩⅦ   4－トリフルオロメトキシベンゼンアミンまたはトリフルオロメトキシアニ   
（POO36）   リン   

ⅩⅨ  

（MG195）   
2－アミノー5－トリフルオロ＝メトキシーフェニルスルホン酸カリウム塩   

ⅩⅩ  

（MC218）   
〟－（4－トリフルオロメトキシーフェニル）－オキサラミン酸   

ⅩⅩⅡ  
メチル5－クロロー2，3－ジヒドロー2－ヒドロキシー1－【［［4「（トリフルオ  

（JU873）  
ロメトキシ）＝フェニル】アミノ＝カルポニル】＝ヒドラゾノ】1ガーインデン  

－2－カーバマー ト   
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ⅩⅩⅢ  
（5－クロロー2，3－ジヒドローⅩ一ヒドロキシー2－オキソー1月」インデ  

ンー1－イリデン）一入トー【4⊥トリフルオロメトキシ】＝フ土ニル）ヒドラジ  
（ML437－OH）  

ン＝カルポキサミド   

ⅩⅩⅣ   7－クロロー2，4－ジヒドロー4－［4－（トリフルオロメトキシ）＝フェニルト   
（ML438）   3月」インデノ［2，1－eト1，2，4－トリアジンー3一オン   

ⅩⅩⅤ  

（MK64釦   
5－トリフルオロメトキシー1，3－ジヒドローベンゾイミダゾールー2－オン   

ⅩⅩⅦ  

（MK638）   
【4－（トリフルオロメトキシ）＝フェニル】クレア   

ⅩⅩⅧ  
7－クロロー2－【メトキシ＝カルポニルー（4－トリフルオロ＝メトキシーフェ  

（KT413）  
ニル）－カルバモイル1－2，5－ジヒドローインデノ［1，2－d【1，3，4］＝オキサジア  

ジンー4a（3月■）－カルポン酸ナトリウム塩   

ⅩⅩⅨ  

（MH304）   
メチル6－クロロrl－オキソーイソクロランー3－カーバマート   

ⅩⅩⅩ  

（MA573）   
2－カルポキシメチルー4－クロロー安息香酸   

ⅩⅩⅩⅠ  

（CO639）   
4－クロローフクル酸   

ⅩⅩⅩⅡ   1－メトキシカルポニルー4－（4－トリフルオロメトキシーフェニル）－セミ   
（MFO14）   カルバジド   

ⅩⅩⅩⅢ  
インデノール【1，2－d【1，3，4］＝オキサジアジンー1（2月トカルポン酸，7－クロロ  

（MP819）  
」3，5－ジヒドロー2【【［4－（トリフルオロメトキシ）＝フェニル】アミノ】カルポ  
ニルトメチルエステル   

ⅩⅩⅩⅣ  

（MN969）  
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＜別紙2：検査値等略称＞  

略称   名称   

al   有効成分量   

APTT   活性化部分トロンポプラスチン時間   

Bil   ビリルビン   

Cmax   最高濃度   

FOB   機能観察総合検査   

Glob   グロブリン   

Hb   ヘモグロビン（血色素量）   

Ht   ヘマトクリット値   

LC50   半数敦死濃度   

LD50   半数致死量   

MC   メチルセルロース   

MCH   平均血色素量   

MCHC   平均赤血球血色素濃度   

MCV   平均赤血球容積   

PEG   ポリエチレングリコール   

PHI   最終使用から収穫までの日数   

RBC   赤血球数   

Tl／2   消失半減期   

TAR   総投与（処理）放射能   

Tm。Ⅹ   最高濃度到達時間   

TP   総蛋卑質   

TRR   総残留放射能   
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＜別紙3：作物残留試験成績＞  
残留値（mg／kg）  

作物名  試験  インドキサカルプMP  

実施年  圃場数   S体  R体  合計  

最高値  平均値  最高値  ノ平均値  最高値  平均値   

2   7   0．014  0．010  0．014  0．010  0．03  0．02★  

大豆  

2001年   75′－100  2                 2    14  0．006  0．006★  0．007  0．006★  0．01  0．01★    1    19  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．ql  ＜0．01  
21  0．006  0．006  0．007  0．007  0．01   0．01   

大豆  
7  0．06  0．04  

2002年   
2   100   2   14  0．05  0．03  

21   0．02    0．02★   

2  7  0．03  
大豆  

100   
14  ＜0．02  

2004年  2    15  0．03  0．03  
2  21  ＜0．02   

かんしょ  

（塊根）  

7  ＜0．005  ＜0，005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．01  ＜0．01  

1996年   
2  75′－100  2                    14  ＜0．005  ＜0，005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．01  ＜0．01   

てんさい  

（根部）  2   200   
7  ＜0．005  ＜0．005  く0．005  ＜0．005  ＜0．01  ＜0．01  

1996年  
2                    14  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．01  ＜0．01   

だいこん   7  く0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．01  ＜0．01   

（露地・根部）  2  130～200  2                     14  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．01  ＜0．01   

1996年  21  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．01  ＜0．01   

だいこん   7   2．72   2．40   2．41   2．19   5．05   4．60   
（露地・菓部）  2  130～200  2                     14   2．27   1．79   2．22   1．67   4．49   3．46   

1996年  21  0．999  0．702  0．853  0．638  1．85   1．34   

はくさい   7   0．300  0．154  0．269  0．143  0．57   0．3   
（露地・茎葉）  2  150～200  2                     14  0．293  0．128  0．265  0．12   0．56   0．24   

1996年  21  0．286  0．098★  0．258  0．090★  0．54  0．19★   

はくさい  7  0．10  0．09  
（露地・茎葉）  2   200   2   14  0．02  0．02  

2001年  21   0．03  0．02   

キャベツ   7   0．229  0．115  0．224  0．113  0．45   0．23   
（露地・菓球）  2  200～300  2                     14  0．072  0．022★  0．071  0．021★  0，14  0．04★   

1996年  21  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．01  ＜0．01   

ブロッコリー   7  ■0．106  0．081  ・0．103  0．082  0．21   0．16   
（露地・花蕾）  2  174～200  2                     14  0．026  0．013★  0．026  0．013  0．05   0．02   

1999年  21  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．01  ＜0．01   

レタス   7  0．334  0．134  0．339  0．137  0．67   0．28   
（施設・茎葉）  100～200  2                     14  0．063  0．03  0．063  0．030  0．13   0．d6   

1999年  21  0．014  0．008★  0．013  0．008★  0．03  0．02★   

レタス   7   0，101  0．062  0．102  0．062  0．20   0．12   
（施設・茎葉）  100～200  2                     14  0．015  0．01★  仇016  0，010★  0．03  0．02★   

2001年  21  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．01  ＜0．01   

ねぎ   
2   14  0．363  0．222  0．363  0．223  0．73   0．44   

（露地・葉ねぎ）  2  
150   

21  0．332  0．136★  0．334  0，138★  0．67  0．28★  

1998年  
2  

30  0．081  0．074  0．081  0．074  0．16   0．15   

ねぎ   14  0．310  0．178  0．314  0．179  0．62   0，36   
2   150   2  0．2★   

1998年  30  0．121  0．625★  0．124  0．064★  0．25  0．12★   

トマト   1   0．087  0．060  0．088  0．055  0．18   0．11   
（施設・果実）  2   150   2  3   0．076  0．047  0．076  0．045  0．15   0．09   

1998年  7  0．078  0．046  0．078  0．045  0．16   0．09   

ピーマン   0．164  0．14  0．164  0．140  0．33   0．28   
（施設・果実）  2  90～112  2   3   0．177  0．117  0．175  0．116  0．35   0．23   

1999年  7   0．097  0．063  0．098  0．064  0．20   0．13   

なす   0．086  0．043  0．087  0．043  仇17   0．08   
（施設・果実）  2   125   2   3   0．072  0．037  0．071  0．037  0．14   0．08   

1999年  7  0．021  0．011★  0．021  0．012★  仇04  0．02★   
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残留値（mg／kg）  

作物名  試験  インドキサカルプMP  

実施年  圃場数   S体  R体  合計  

最高値  平均値  最高値  平均値  最高値  平均値 
2  7  く0．01  

しょうが  
100   

13  ＜0．01  

2004年  2    14  ＜0．01  

2  21   ＜0．01   

2   7   0．170  0．158  0．170  0．158  0．34   0．30  
えだまめ  2  14  0．189  0．133  0．187  0．134  0．38   0．23   
2001年   75～100  2  0．22  

21  0．041  0．040  0．042  0．042  0．08   0．07   
イチゴ   0．156  0．112  0．155  0」12  0．31   0．22   

（施設・果実）  2   100   2   3   0．134  0．094  0．133  0．088  0．27   0．18   
1999年  7   0．096  0．070  0．095  0．070  0．19   0．14   

注）・散布には10％フロアブル剤を使用した。   

・－一部に定量限界未満を含むデータの平均を計算する場合は定量限界を検出したものとして計算し、★を付した。   
・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界の平均に＜を付して記載した。  
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＜別紙4：推定摂取量＞  

国民平均  ′J、児」ト引勘  妊婦  榔歳以＿D  

食品名   
残留値  （体重：15蝕∂  （体重：滋．6k∂  （休重：弘放∂  

（mg此∂  摂取量   茸   摂取量   打   摂随   茸   摂取量  

敏〟日）  （相川日）  敏〟日）  （岬囚日）  糾日）  （爛囚日）  跡目）  （相川日）   

大豆 ※加工品   0．04  56．1  2．24  33．7  1．35  45．5  1，82  58．8  2．35   

かんしょ   0，1  15．7  1．57  17．7  1．77  13．8  1．38  16．8  1．68   

てんさい   0．1   4．5  0，45   3．7  0．37   3．4  0．34   4  0．40   

だいこん類（根）  
0．1   45  4．50  18．7  1．87  28．7  2．87  58．5  5．85   

（含ラディッシュ）  

だいこん類（葉）  
1．34   2．2  2．95   0．5  0．67   0．9  1．21   3．4  4．56   

（含ラディッシュ）  

はくさい   0．3  29．4  8．由  10．3  3．09  21．9  6．57  31．7  9．51   
キャベツ  

（含芽キャベツ）   
0．23  22．8  5．24   9．8  2．25  22．9  5．27  19．9  4．58   

はなやさい  
0．16   4．5  0．72   2．8  0．45   4．7  0．75   4．1  0．66   

（ブロッコリー）  

レタス（含チシヤ、サ   0．28   

ラダナ）  
6．1  1．71   2．5  0．70   6．4  1．79   4．2  1．18   

ねぎ（含り■－キ）   0．44  11．3  4．97   4．5  1．98   8．2  3．61  13．5  5．94   

トマト   0．11  24．3  2．67  16．9  1．86  24二5  2．70  18．9  2．08   

ピーマン   0．28   4．4  1．23   2  0．56   1．9  0．53   3．7  1．04   

なす   0．08   4  0．32   0．9  0．07   3．3  0．26   5．7  0．46   

しょうが   0．1   0．6  0．06   0，2  0．02   0．7  0．07   0．7  0．07   

えだまめ   0二3   0．1  0．03   0．1  0．03   0．1  0．03   0．1  0．03   

イチゴ   0．22   0．3  0．07   0．4  0．09   0．1  0．02   0．1  0．02   

合計  ／  37．55    ／  17．13    ／  29．22    ／  40．41   
注）・残留値は、申請されている使用時期・回数のうち最大の残留を示す各試験区の平均残留値を用いた（参照別紙3）   

・紆：平成10年～12年の国民栄養調査（参照53～55）の結果に基づく農産物摂取量（d人／日）。   

・摂取量：残留値及び農産物摂取量から求めたインドキサカルプMPの推定摂取量（いg／人／日）。  
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資料2－2  

インドキサカルブ（案）  

1．品目名：インドキサカルブ（Indoxacarb）  

2．用途：殺虫剤  

オキサダイアジン系の殺虫剤であり、昆虫の神経軸索に作用し、神経膜のN占＋チャ   

ネル活性を阻害することにより作用する。  

3一 化学名：  

methyl（1針N［7－Chloro－2，3，4a，5－tetrahydro－4a－（methoxycarbonyl）indeno   

【1，2－d［1，3，4］oxadiazin－2－ylcarbonyl］－4’－（trifluoromethoxy）carbanilate（IUPAC）  

indeno【1，2－d［1，3，4］oxadiazine－4a（3周一Carboxylicacid，7－Chloro－2，5－dihydro－2－  

【【（methoxycarbonyl）【4－（trifluoromethoxy）phenyl］amino］carbonyl］－，methyl  

ester，（4aぷ）－（9CI）（CAS）  

（注）本化合物には2種類の光学異性体が存在するが、ISO一般名で「インドキサカルブ」  

という場合にはS体のみを示している。R体の一般名は申請されておらず、日本におい  

て開発された本化合物のラセミ体は、S体と区別するために「インドキサカルブMP」  

とされた。また、今回新たに登録申請が行われた「インドキサカルブ」は、S体とR体  

の比率が約75：25の化合物である。なお、2種の光学異性体のうち、S体が殺虫活  

性を有するのに対し、R体は殺虫活性はない。  

4．構造式及び物性  

O COOCHユ  

分子式  

分子量  

水溶解度  

分配係数  

C22H1707N3F3C1  
527．8  

0．20mg／L（25℃）  

logl。Pow＝4．65（25℃）  

（メーカー提出資料より）   
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5．適用病害虫の範囲及び使用方法   

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。  

（1）10．0％インドキサカルブMP水和剤  

インドキ  
本剤の  

使用  サカルプ  
作物名   適用病害虫名   希釈倍数   使用液量  使用時期   使用  MPを含む  

方法  
農薬の総  回数  
使用回数   

コナガ  
1000～2000倍   

アオムシ  

キャベツ  
ヨトウムシ  

ハスモンヨトウ  
2000倍   

タマナギンクワバ  
収穫7日  

前まで   
ハイヤダラノメイガ  

コナガ  
1000～2000倍  

はくさい  アオムシ  

ヨトウムシ   2000倍   

コナガ  
100～300  

だいこん  アオムシ   
L／10a  前まで  

散布   

ヨトウムシ   2000倍   

ブロッコリー   
コナガ  

1000～2000倍  
アオムシ  

収穫14日  

前まで   2回  
ねぎ   シロイチモジョトウ   1000倍   

2回  

いちご   ハスモンヨトウ   
以内  以内  

なす  ハスモンヨトウ  収穫前日  

トマト  オオタバコガ   まで  

ピーマン   オオタバコガ   2000倍  

ヨトウムシ  

レタス  ハスモンヨトウ  
収穫7日  

オオタバコガ  
前まで   

800  
無人ヘリコ  

8～16倍  
mL／10a   

ブタ一によ  
だいず   

ハスモンヨトウ  
る散布  

2000倍   

えだまめ   収穫7日  

てんさい   ヨトウムシ   前まで           100～300  

ハスモンヨトウ  L／10a  
散布  

かんしょ  
ナカジロシタバ   

2000倍   
ハスモンヨトウ  

しょうが  
3回  

3回以内   
アワノメイガ  以内  
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（2）5．0％インドキサカルブ水和剤  

本剤の  インドキサ  

作物名   適用病害虫名   希釈倍数   使用液量   
使用  

使用  
使用  カルブを  

時期  方法  含む農薬の  
回数  総使用回数   

コナガ  

アオムシ   

キャベツ  
ヨトウムシ  

ハスモンヨトウ  

タマナギンウワバ  
収穫7日  

前まで   
ハイマダラノメイガ   

コナガ  
2000倍   

はくさい  アオムシ  

ヨトウムシ   

コナガ  

だいこん  アオムシ  
収穫21  

目前まで  
ヨトウムシ   

150～300  

ブロッコリー   
コナガ  

L／10a  2回  
アオムシ  

以内   
散布   2回以内  

ねぎ   シロイチモジョトウ   1000倍   

いちご   ハスモンヨトウ   

なす  ハスモンヨトウ  収穫前目  

トマト  オオタバコガ   まで  

ピーマン   オオタバコガ   

ハスモンヨトウ  
レタス  

オオタバコガ  
2000倍  

だいず  
ハスモンヨトウ   

えだまめ  収穫7日  

ハスモンヨトウ  前まで  
かんしょ  

ナカジロシタバ   

100～300  
さといも   ハスモンヨトウ  

L／10a   

6．作物残留試験結果  

（1）分析の概要   

（∋分析対象の化合物  

・メチル＝（訃雄一［7－クロロー2，3，4a，5－テトラヒドロー4a－（メトキシカルポニル）  

インデノ［1，2－e］［1，3，4］オキサジアジンー2－イルカルポニルト4，－（トリフル  

オロメトキシ）カルバニラート （以下、S体という。）  

・メチル＝（β－ル［7－クロロー2，3，4a，5－テトラヒドロー4a－（メトキシカルポニル）  

インデノ［1，2－e］［1，3，4］オキサジアジンー2－イルカルポニル］－4，－（トリフル  
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オロメトキシ）カルバニラート （以下、R体という。）  

②分析法の概要  

試料をメタノール・水を用いて抽出し、塩化ナトリウム水溶液を加え、ヘキサ   

ン・酢酸エチル混液（1：1）を用いて分配抽出を行う。得られた試料をフロリジル   

カラム及びシリカゲルカラムで精製し、高速液体クロマトグラフ（HPLC）により   

定量する。  

HPLC分析にはキラル分析用カラムを用い、各親化合物（インドキサカルブMP  

又はインドキサカルブ）を、S体とR体とに分離して定量し、その合計を各親化  

合物の残留値とした。  

定量限界：0．005～0．01ppm  

（2）作物残留試験結果   

①だいこん  

だいこん（根部）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの   

1000倍希釈液を2回散布（200L，130～150L／10a）したところ、散布後21日の最  

大残留量注1）はく0．01、く0．01ppmであった。  

だいこん（葉部）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの   

1000倍希釈液を2回散布（200L，130～150L／10a）したところ、散布後21日の最大  

残留量は1．85、1．03ppmであった。  

②キャベツ   

キャベツ（葉球）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの  

1000倍希釈液を2回散布（200L，300L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残  

留量は0．40、0．45ppmであった。  

③かんしょ   

かんしょ（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの  

2000倍希釈液を2回散布（200L，150L／10a）したところ、散布後7～14日の最大残留  

量はく0．01、く0．01ppmであった。  

④てんさい   

てんさい（根部）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの  

ノ♂ββ倍希釈液を計2回散布（200L／10a）したところ、散布後7～14日の最大残留  

量はく0．01、く0．01ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われて  

いない。注2）  

⑤いちご  
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いちご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの2000  

倍希釈液を計2回散布（200L／10a）したところ、散布後1～7 日の最大残留量は  

0．31、0．23ppmであった。  

⑥トマト   

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの2000  

倍希釈液を計2回散布（300L／10a）したところ、散布後1～7 日の最大残留量は  

0．10、0．17ppmであった。  

⑦なす   

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの2000  

倍希釈液を2回散布（250L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は0．05、  

0．17ppmであった。  

⑧ねぎ   

ねぎ（菓ねぎ）（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブ  

ルの1000倍希釈液を計2回散布（150L／10a）したところ、散布後14～30日の最大  

残留量は0．40、0．72ppmであった。   

ねぎ（根探ねぎ）（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロア  

ブルの1000倍希釈液を2回散布（150L／10a）したところ、散布後14～30日の最大  

残留量は0．62、0．09ppmであった。  

⑨ピーマン   

ピーマン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの  

2000倍希釈液をを2回散布（180L，202～224L／10a）したところ、散布後1～7日の  

最大残留量は0．33、0．35ppmであった。  

⑩ブロッコリー   

ブロッコリー（花膏）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブル  

の1000倍希釈液を2回散布（174～200L，200L／10a）したところ、散布後14～21日  

の最大残留量は0．02、0．05ppmであった。  

⑪レタス   

レタス（茎葉）を用いた作物残留試験（1例）において、10％フロアブルのノ♂ββ  

倍希釈液を2回散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は0．67  

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

レタス（茎葉）を用いた作物残留試験（1例）において、10％フロアブルの2000  

倍希釈液（200L／10a）を2回散布したところ、散布後7～21日の最大残留量は0．25  
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ppmであった。   

レタス（茎葉）を用いた作物残留試験（1例）において、10％フロアブルのノクク♂  

倍希釈液（200L／10a）を2回散布したところ、散布後7～21日の最大残留量は0．20  

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

レタス（茎葉）を用いた作物残留試験（1例）において、10％フロアブルの2000  

倍希釈液（200L／10a）を2回散布したところ、散布後7～21日の最大残留量は0．05  

ppmであった。  

⑫はくさい   

はくさい（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの  

1000倍希釈液を2回散布（150L，200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残  

留量は0．20、0．57ppmであった。   

はくさい（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの  

1000希釈液を2回散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は  

0．10、0．08ppmであった。  

⑬えだまめ   

えだまめ（さや）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの  

2000倍希釈液を計2回散布（150L，200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大  

残留量は0．38、0．30ppmであった。  

⑭だいず   

だいず（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアプルの  

2000倍希釈液を計2回散布（150L，200L／10a）したところ、散布後7～21日の最  

大残留量は、0．01、0．03ppmであった。   

だいず（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの  

8倍希釈液を計2回無人ヘリコプター散布（0．8L／10a）したところ、散布後7～21  

日の最大残留量は、0．02、0．06ppmであった。   

だいず（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、10％フロアブルの  

8倍希釈液を計2回無人ヘリコプター散布（0．8L／10a）したところ、散布後7～21  

日の最大残留量は、く0．02、0．03ppmであった。  

⑮しょうが   

しょうが（根茎）を用いた作物残留試験（2例）において、 10％フロアブルの  

2000倍希釈液を3回散布（200L／10a）したところ、処理後7～21日の最大残留量は  
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く0．01、く0．01ppmであった。  

⑯さといも  

さといも（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、 5％水和剤の2000  

倍希釈液を2回散布（200L／10a）したところ、処理後7～21日の最大残留量はく0．01、  

く0．01ppmであった。   

これらの試験結果の概要については、別紙1－1、海外で実施された作物残留試験  

成績の結果の概要については、別紙1－2を参照。  

注1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期  

間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、  

それぞれの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

注2）適用範囲内で実施されていない作物残留試験については、適用範囲内で実施されていない  

条件を斜体で示した。  

7．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、  

平成17年11月8日付け厚生労働省発食安第1108003号及び同法第24条第2  

項の規定に基づき、平成18年7月18日付け厚生労働省発食安第0718034号に   

より食品安全委員会あて意見を求めたインドキサカルブに係る食品健康影響評価につい  

て、以下のとおり評価されている。  

無毒性量：1．04mg／kg体重／day  

（動物種）  ラット  

（投与方法）  混餌  

（試験の種類）  慢性毒性／発がん性併合試験  

（期間）  2年間  

安全係数：200  

AD  

8．諸外国における状況   

2005年にJMPR における毒性評価が行われ、ADIが設定されている。国際基準は   

大豆、キャベツ等に設定されている。   

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージーランドについて調   

査した結果、米国においてばれいしょ、おうとう等に、EUにおいて仁果果実類、う   

り科野菜等に、オーストラリアにおいて豆類、仁果果実等に、ニュージー ランドにお   

いてレタス、ぶどう等に基準値が設定されている。  
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9．基準値案  

（1）残留の規制対象  

インドキサカルブ（S体とR体の和とする。）   

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価対  
象物質としてインドキサカルブ（親化合物のみ）を設定している。  

（2）基準値案  

別紙2のとおりである。  

（3）暴露評価  

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定さ   

れる量のインドキサカルブが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基   

づき試算される、1日当たり摂取する農薬の量（推定1日摂取量（EDI））のADI   

に対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。  

なお、本暴露評価は、各食品分類において、 加工・調理による残留農薬の増減が   

全くないとの仮定の下におこなった。  

EDI／ADI（％）注）   

国民平均   38．1   

幼小児（1～6歳）   70．9   

妊婦   30．9   

高齢者（65歳以上）   40．7   

注）作物残留試験成績がある食品についてはEDI試算、  

それ以外の食品についてはTMDI試算（基準値案×摂取量）  

を行った。   

なお、高齢者については畜産物、妊婦については家きんの  

卵類の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考と  

した。  

（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品   

一般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今   
般、残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  
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（別紙1－1）  

インドキサカルブ作物残留試験一覧表  

農作物  試験圃 場数   
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【インドキサカルプ】  

だいこん   1000倍散布   圃場Aニく0．01   

（根部）  2  10％フロアプル    三回   塑日  

だいこん   1000倍散布   

（葉部）  2  10％フロアプル    之回   之と日  圃場A：1．85  
キャベツ   

2  10％フロアプル   1000倍散布   
圃場A：0．40   

（菓球）  
200L，300L／10a  呈回  ヱ，14，21日  

圃場B：0．45   

かんしょ   
2  10％フロアプ′レ   

2000倍散布   圃場A：く0．01   

（塊茎）  
200L，150L／10a  星回  ヱ，14日  

圃場B：く0．01   

てんさい   2  10％フロアプル   1000倍散布   2回  7，14日   
圃場A：く0．01（2回、7日）（＃）   

（根部）  
200L／10a  圃場B：く0．01（2回、7日）（＃）   

いちご   
2  10％フロアプル   2000倍散布   圃場A：0．31   

（果実）  
200L／10a  三回  土，3，7日  

圃場B：0．23   

トマト   2  10％フロアプ／レ   2000倍散布   圃場A：0．10   

（果実）  
300L／10a  呈回  ム3，7日  

圃場B：0．17   

なす   2  10％フロアプル   2000倍散布   圃場A：0．05   

（果実）  
250L／10a  三回  土，3，7日  

圃場B：0．17   

ねぎ（葉ねぎ）  1000倍散布  上皇，21，28日  圃場A：0．40  三回  
（茎葉）   150L／10a  土4，21，30日  圃場B：0．72   

ねぎ（根深ねぎ）  2  10％フロアプル   1000倍散布   圃場A：0．62   

（茎葉）  
150L／10a  呈回  上皇，21，30日  

圃場B：0．09   

ピーマン   2000倍散布   圃場A：0．33   

（果実）  

2  10％フロアプル    呈回  ム3，7日        180L，202～224L／10a  
圃場B：0．35（2回、3日）   

ブロッコリー   1000倍散布   圃場A：0．02   

（花膏）  2  10％フロアプル    呈回  上皇，21日        174～200L，200L／10a  圃場B：0．05   

レタス  ロ  10％フロアプル   1000倍散布  2回  7，14，21日   
圃場A：0．67（2回、7日）（＃）   

（茎葉）  
200L／10a  

レタス  
ロ  10％フロアプル   2000倍散布  圃場A：0．25   

（茎葉）  
200L／10a   呈回  ヱ，14，21日  

レタス  
ロ  10％フロアプル   1000倍散布  2回  7，14，21日   

圃場A：0．20（2回、7日）（＃）   

（茎葉）  
200L／10a  

レタス  
10％フロアプ／レ   2000倍散布  圃場A：0．05   

（茎葉）   
200L／10a   呈回  ヱ，14，21日  

はくさい   
2  10％フロアプル   1000倍散布   

圃場A：0．20   

（茎葉）  
150L，200L／10a  呈回  ヱ，14，21日  

圃場B：0．57   

はくさい   2  10％フロアプル   1000倍散布   圃場A：0．10   

（茎葉）  
200L／10a  呈回  ヱ，14，21日  

圃場B：0．08   

えだまめ   2000倍散布   圃場A：0．38（2回、14日）   

（さや）  

2  10％フロアプル  150L，200L／10a  呈回  ヱ，14，21日  
圃場B：0．30   

だいず   
2  10％フロアプル   2000倍散布   圃場A：0．01   

（乾燥子実）  
150L，200L／10a  呈回  ヱ，14，21日  

圃場B：0．03   

だいず   
2  10％フロアプル   8倍無人ヘリコブタ一散布  呈回  ヱ，14，21日   圃場A：0．02   

（乾燥子実）  
0．8L／10a  開場B：0．06   

だいず   
2  10％フロアプル   

圃場A：く0．02   

（乾燥子実）  
8倍無人ヘリコアタ一散布  呈回  ヱ，14，21日        0 ．8L／10a  圃場B：0．03   

しょうが   2000倍散布   圃場A二〈0．01   
2  10％フロアブル  

（根茎）  
200L／10a  呈回  ヱ，14，21日  

圃場B：く0．01   

さといも   
2   5％水和剤   

2000倍散布   圃場A：〈0．01   

（塊茎）  
200L／10a  呈回  ヱ，14，21日  

圃場B：く0．01   

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  

（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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（別紙1【2）  

インドキサカルブ海外作物残留試験一覧表  

農作物   試験圃  
試験条件  最大残留量（ppm）  

場数  剤型   使用量・使用方法   回数  経過日数   【インドキサカルプ】  

小豆  28日  圃場A  
2  150g／Lフロアプル   0．060kgai／ha散布   1回  

（乾燥子実）  25日  圃場B  

圃場A：0．02  

ひよこ豆  28日   圃場B：0．13  
4  150g／Lフロアプル   0．045kgai／ha散布   1回  

（乾燥子実）  圃場C：0．02  

29日  圃場D：く0．01   

開場A：0．02  
リョクトウ  
（乾燥子実）   

4  150g／Lフロアプル   0．060kgai／ha散布   1回   28日   圃場B：く0．01  

圃場C：く0．01   

圃場A：0，005  

圃場B：0，006  

圃場C：く0．003  

圃場D：く0．003  

圃場E：0．005  

圃場F：く0．003  

圃場G：く0．007  

圃場H：く0．003  
ばれいしょ  

（塊茎）   

17  30％顆粒水和剤   0．15kgai／ha散布   4回   7日          圃場Ⅰ：0．003  

圃場J：0．011  

圃場K：く0．003  

圃場L：0．003  

圃場M：く0．003  

圃場N：0．003  

圃場0：く0．003  

圃場P：く0．003  

圃場Q：く0．003   

圃場A：2．3  

圃場B：2．5  

圃場C：0．61  

圃場D：2．7  

レタス  
（外葉あり）   

9  30％顆粒水和剤   0．12kgai／ha散布   4回   3日      圃場E：1．8  

圃場F：3．8  

圃場G：4．0  

圃場H：3．2  

圃場Ⅰ  

圃場A  〇  

〇  

8  

圃場D：0．19  
レタス  

（外菜なし）   
9  30％顆粒水和剤   0．12kgai／ha散布   4回   3日                                 圃場E：0．054  

圃場F：0．070  

圃場G：0．41  

圃場H：0．185  

圃場Ⅰ：0．93   

圃場A：1．2  

圃場B：3．4  

レタス  
（外葉あり）   〇  30％顆粒水和剤   0．06651b／acre散布   4回   3日  

圃場E  

圃場A  

レタス  
（外葉なし）   5  30％顆粒水和剤   0．06651b／acre散布   4回   3日  
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農作物   試験圃  試験条件  

場数  
最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法   回数  経過日数   【インドキサカルプ】  

圃場A：8．4  

リーフレタス  
（茎葉）   9  30％顆粒水和剤   0．12kgai／ha散布   4回   3日  

圃場Ⅰニ2．8   

圃場A：5．9  

リーフレタス  
4  30％顆粒水和剤   0．06651b／acre散布   4回   

圃場B：13  
（茎葉）  

3日  

圃場  

圃場  

キャベツ   6  30％顆粒水和剤   0．075kgai／ha散布   
4回   

3日                      圃場C●19   

（外葉あり）  （270L／ha）  （フセミ）  
圃場D：1．3  

4日  圃場F：4．0   

圃場A  

9  

キャベツ   6  30％顆粒水和剤   0．075kgai／ha散布   
4回   

3日                      圃場C：0043   

（外某なし）  （フセミ）   （270L／ha）  
圃場D：0．16  

6  

4日  圃場F  

圃場A：0．34  

キャベツ   4  30％顆粒水和剤   0，075kgai／ha散布   
4回   （外菓あり）  （3S＋lR）   

3日  
（440，310，355，420L／ha）  

圃場D：0．38   

圃場A：0．034  

キャベツ   4  30％顆粒水和剤   0．075kgai／ha散布   圃場B：002   
（外菓なし）  （3S十1R）   （440，310，355，420L／ha）  4回   3日  

圃場C：0．054  

開場D：0．025   

キャベツ   2  30％顆粒水和剤   O，075kgai／ha散布   
4回   

圃場A：64   
（外葉あり）  

3日  
（7セミ）   （355，420L／ha）  

圃場B：0．50   

キャベツ   2  30％顆粒水和剤   0．075kgai／ha散布   
4回   

圃場A■0 32   

（外菓なし）  
3日  

（フセミ）   （355，420L／ha）  
圃場B：0．034   

圃場A  

からしな  
（茎葉）   5  30％顆粒水和剤   0．0671b／acre散布   4回   3日  

圃場E  

圃場A：0．12  

□  

40  

35  

2日                                          01  

円  30％顆粒水和剤    4回                                                 0．423－0．4661bai／acre散布  14  

サマースカッシュ  

（果実）  

34  

13  

28  

3日  圃場J：0．022  

4日  圃場K：〈0．01  

ロ  30％顆粒水和剤   0．5411bai／acre散布   5回   3日  圃場A：〈0．01   
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農作物   
試験圃  試験条件  最大残留量（ppm）  

場数  剤型   使用量・使用方法   回数  経過日数   【インドキサカルプ】  

圃場A  35（4回、5日）  

64  

47  

70  

1，3，5，12日                                            93  

カンタロープ   田   30％顆粒水和剤  88  

（果実）  （3S十1R）   

31  

64  

36  

3日    24  
4日  圃場K  52   

圃場A  31（4回、1日）  

27（4回、1日）  

18  

圃場D：0．028  

きゆうり  
1，3，6，12日                                        圃場E：0．025  

10   30％顆粒水和剤   0．414－0．4631bai／acre散布  4回  
（果実）  （3S＋1R）  圃場F：く0．01  

69  

31  

13  

3日  圃場J  19   

圃場A  
6回   

りんご  30％顆粒水和剤 ＋  0．144－0．245kgai／ha散布  
4  

14日  

（果実）  （3S1R）  8回  

10回  圃場D：0．45   

圃場A：0．27  

西洋なし  3  30％顆粒水和剤 十   0．15－0，20kgai／ha散布   6回   

（果実）  （3S1R）  14日  

圃場C  

圃場A  5  

8  

4  

5  

2  

3  

5日                                                              圃場G：0．07  

おうとう  
7  

16  30％顆粒水和剤 ＋R  0．43′卜0．4671bai／acre散布  4回  
（果実）  （3S1）  9  

5  

6  

2  

12日  圃場N：0．15  

13日  圃場0：0．26  

14日  圃場P：0．32   

圃場  

6日  

ブルーベリー  
13   30％顆粒水和剤 ＋  0．431－0．4591bai／acre散布  4回  

（果実）  （3S1R）  

7日  
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インドキサカルブ  （別紙2）  農薬名  

0．01（＃），0．03（＃）／0．02，  
0．06／〈0．02，0．03  

【く0．01，0．02（蒙小豆）】  

【0．216，4（n＝12）（米国  
キャベツ（外葉あり））】  

【0．02－0．32（n＝12）（米国  

【0．61－4．7（n＝14）（米国レ  
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（別紙2）  インドキサカルブ   農薬名  

【米国きゆうり、サマースカッ  

も（プルーンを含む）  
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農薬名  インドキサカルプ  
（別紙2）  

陸棲哺乳類の筋肉   

その他の家きんの脂肪   

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  
（‡）これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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（別紙3）  

インドキサカルブ推定摂取量（単位：lJg／人／day）  

食品群   

とうもろナし   

大豆   
0 014  O. Oi 01  ／」、豆類  0 2  

02  01  えんど－  0 2  ●  そら豆  0 2  ●   02  
0 02   0 01  O. Oi O. Oi 0．0   らつかせい                  0．0  

0 02  O. 0i 0 0  その他の豆類  0 2       0 0     0 0  
0 01  ばれいしよ  0 2  

0 05   0 01  さといも類（やつがしらをAむ）  
0 01  かんしよ  0 05  

やまいも（長いも）  0 01  ●  001  
その他のいも類  0 01  ●  001  

0 01  てんさい  0 05  ■ 
0 01  だいナん類（ラデ、、シュをAむ）の根  0 05  
144  だい－ん類（ラディッシュを含む）の菓  5  

14  14  クレソン  14  ●  
0 24  はくさい  何  

キャベツ   12   0 09  
芽キャベツ   12  12  ●  

12  12   12   12   12  ケール  12  ●  
0 02  カリフラワー  0 2  

0 035  0 6  ブロッコリー  0 2  
5 8  3 6  1．2  その他のあぶらな科野菜  12  －  
14  14  チコリ  14  ●  
14  1．4  エンダイブ  14  ●  

19 8  レタス（サラダ菜及びちしやをAむ）  14  3 24  
14  5 6  その他のきく科野菜  14  ●  

3．8  ねぎ（リーキを含む）  2  0 46  
パセリ   14  ●  14  14  

14  5 6  14  セロリ  14  ●  
14  14  その他のせり科野菜  14  ●  

0 5   0135  トマト  
ピーマン   0 34  15  

011  1．7  2．9  なす  0 5  
0．038  0．0   0．0   0．0   0．0   0．0   0．1  そ．呼値野，な：た乱野菜．．……………………………．  0．3  
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（参考）  

これまでの経緯  

「インドキサカルブMP」初回農薬登録  

農林水産省より厚生労働省へ「インドキサカルブ」の農薬登録  

申請に係る連絡（キャベツ、はくさい等）  

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に  

係る食品健康影響評価について要請  

食品安全委員会（要請事項説明）  

残留基準値の告示  

第1回農薬専門調査会総合評価第二部会  

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に  

係る食品健康影響評価について追加要請  

食品安全委員会（要請事項説明）  

第9回農薬専門調査会総合評価第二部会  

第18回農薬専門調査会総合評価第二部会  

第35回農薬専門調査会幹事会  

食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表  

食品安全委員会（報告）  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評  

価について通知  

薬事・食品衛生審議会へ諮問  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

平成13年 4月26日  
平成17年 7月11日  

平成17年11月 8日  

平成17年11月10日  
平成17年11月29日  

平成18年 6月26日  
平成18年 7月18日  

平成18年 7月20日  
平成19年 3月28日  
平成20年 1月18日  
平成20年 2月15日  
平成20年 2月28日  
平成20年 4月 3日  
平成20年 4月 3日  

平成21年 2月 2日  

平成21年 7月24日  

一18－   



●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

［委員】   

青木 宙   

生方 公子  

○大野 泰雄   

尾崎 博   

加藤 保博   

斉藤 貢一   

佐々木 久美子   

志賀 正和   

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授  

北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教授  

国立医薬品食品衛生研究所副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

財団法人残留農薬研究所理事  

星薬科大学薬品分析化学教室准教才受  

元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長  

元独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害  

防除部長  

実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部部長  

日本生活協同組合連合会組織推進本部 本部長  
東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  

青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授  

国立健康・栄養研究所栄養疫学プログラム国民健康・栄養調査プロ  

ジェクトリーダー  

大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授  

子
 
 

武
え
子
 
男
士
 
 

正
り
明
康
信
克
 
 
 

田
田
内
添
池
田
 
 

豊
松
山
山
吉
由
 
 
 
鰐渕 英機  

（○：部会長）  
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答申（案）  

インドキサカルプ   

残留基準値  

食品名  
Dロm   

とうもろこし   0．02   

大豆  5  

小豆類  0，2   

えんどう   0．2   

そら豆  0．2   

らつかせい   0．02   

その他の豆類（注1）   0．2   

ばれいしよ   0．2   

さといも類   0．05   

かんしよ   0．05   

やまいも   0．01   

その他のいも類（注2）   0．01   

てんさい   】‾】‾‾【 0．0巨   

だいこん類（ラデ才iジ主を含むyわ板 0．0   

だいこん類（ラディッシュを含む）の菓   5   

クレソン   14   

はくさい   
キャベツ   12   
芽キャベツ   12   

ケール   12   

カリフラワー   0．2   
ブロッコリー   0．2   

その他のあぶらな科野菜（注3）   12   

チコリ   14   

エンダイブ   14   

レタス（サラダ菜及びちしやを含む。）   14   

その他のきく科野菜（注4）   14   

ねぎ   2   

パセリ   14   

セロリ   14   

その他のせり科野菜（注5）   14   

トマト   0．5  

ピーマン   

なす   0．5   

その他のなす科野菜（注6）   0．3   

きゆうり（ガーキンを含む。）   0．2   

かぼちや（スカッシュを含む。）   0．6   

しろうり   0．6   

すいか   0．6   

メロン類果実   0．1   

まくわうり   0．1   

その他のうり科野菜（注7）   0．6   

しようが   0．05   

えだまめ   

りんご   0．5   

日本なし   0．2   

西洋なし   0．2   

マ／レメロ   2   

びわ   2  

ネクタリン   0．9  

あんず（アプリコットを含む）   0．9   

すもも（プルーンを含む）   0，9   

おうとう（チェリーを含む）   0．9   

いちご   
クランベリー   0．9   

ぶどう   2   

綿実   
その他のハーブ（注8）   12   

※今回基準値を設定するインドキサカルプと  
は、S体とR体の和をいうこと。  

（注1）「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、  
／J、豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びス／くイ  
ス以外のものをいう。   

（注2）「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれ  
いしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこん  
にやくいも以外のものをいう。  

（注3）「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな  
科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の  
葉、かぶ類の根、かぶ類の菓、西洋わさび、クレ  
ソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こ  
まつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワーブ  
ロッコリー及びハープ以外のものをいう。  

（注4）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のう  
ち、ごぼう、サルシフイー、アーティチョーク、チコ  
リ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハープ以  
外のものをいう。  

（注5）「その他のせり科野菜Jとは、せり科野菜の  
うち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、み  
つば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。  

（注6）「その他のなす科野菜」とは，なす科野菜  
のうち，トマト，ピーマン及びなす以外のものをい  

う。  

（注7）「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のう  
ち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類  
果実及びまくわうり以外のものをいう。  

（注8）「その他のハーブ」とは、ハープのうち、クレ  
ソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及  
びセロリの葉以外のものをいう。   
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インドキサカルブ（つづき）   

残留基準値  
食品名  

t）Dm   

午の筋肉   
豚の筋肉   

その他の陸棲晴乳類に属する動物（注9）の筋肉  口   
牛の脂肪   
豚の脂肪   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   
牛の肝臓   0．5   

豚の肝臓   0．5   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0．5   

牛の腎臓   0．5   

豚の腎臓   0．5   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0．5   

牛の食用部分（注10）   

豚の食用部分   0．5   

その他の陸棲噛乳類に属する動物の食用部分  05  
乳   01   
鶏の筋肉   0．01   

その他の家きん（注11）の筋肉   0．01   
鶏の脂肪   0．01   

その他の家きんの脂肪   0．01   
鶏の肝臓   0．01   

その他の家きんの肝臓   0．01   
鶏の腎臓   0．01   

その他の家きんの腎臓   0．01   

鶏の食用部分   0．01   

宣聖坦空室きんの食用部分   0．01   
鶏の卵   0．01   

その他の家きんの卵   0．01   
干しぶどう   5   

（注9）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」と  

は、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚  
以外のものをいう。  

（注10）「食用部分」とは、筋肉、脂肪、肝臓及び  
腎臓以外のものをいう。  

（注11）「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏  
以外のものをいう。   
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要 約   

トリアゾール系殺菌剤である「シメコナゾール」（CAS No．149508－90－7）  

について、農薬抄録を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、動物体内運命（ラット及びマウス）、植物体内運  

命（水稲、りんご及びだいず）、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物等残  

留、急性毒性（ラット及びマウス）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、  

慢性毒性（イヌ）、慢性毒性／発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2  

世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性試験等である。   

各種毒性試験結果から、シメコナゾール投与による影響は主に肝臓に認めら  

れた。遺伝毒性は認められなかった。発がん性試験において、ラット及びマウ  

スで肝細胞腺腫の発生頻度の増加がみられたが、発生機序は遺伝毒性メカニズ  

ムとは考え難く、本剤の評価にあたり閥値を設定することは可能であると考え  

られた。   

各試験で得られた無毒性量の最小値は、ラットを用いた2年間慢性毒性／発  

がん性併合試験の0．85mg／kg体重／日であったので、これを根拠として、安全  

係数100で除した0．0085mg／kg体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  
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Ⅰ．評価対象農薬の概要  

1．用途  

殺菌剤  

2．有効成分の一般名  
和名：シメコナゾール  

英名：Simeconazole（ISO名）  

3．化学名   

IUPAC  

和名  （風針2－（4－フルオロフェニル）十（1茸1，2，4－トリアゾール十イル）・  
3－（トリメチルシリル）プロパンー2一オール   

英名‥（RS）－2－（4－fluorophenyl）－1－（1Hl，2，4－triazol－1・yl）－  
3－（trimethylsilyl）propan－2－01  

CAS（No．149508・90・7）   

和名：α－（4－フルオロフェニル）－α－［（トリメチルシリル）メチル】－1月ニ1，2■，4・  
トリアゾールー1－エタノール   

英名‥α－（4－fluorophenyl）－α－【（trimethylsilyl）methyl】・1Hl，2，4－  
triazole－1－ethanol  

5．分子量  

293．41  

4．分子式  

C14H20FN30Si  

6．構造式  

Fsi（CH3）3  
、い 
H
へ
卜
、
．
ぺ
 
N
 
 

原体中組成  屈：g＝1：1  

7．開発の経緯   

シメコナゾールは、三共アグロ株式会社により開発されたトリアゾール系  

殺菌剤である。・作用機構は、菌類の細胞膜成分であるエルゴステロール生合   
成の阻害であり、ラノステロールのC14位脱メチル化を阻害する0我が国   

ではおうとう、りんご、だいず等に農薬登録されている。諸外国では韓国に   

ぉいてきゆうり、ぶどう等に農薬登録されている。今回、三共アグロ株式会   

社より農薬取締法に基づく適用拡大申請（かぼちや及びうめ）がなされてい   

る。   



Ⅱ．安全性に係る試験の概要   

農薬抄録（2006年）を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した。   

（参照2）   

各種運命試験（Ⅱ．1～4）は、シメコナゾールのトリアゾール環の 3、5  

位の炭素を14Cで標識したもの（［tri－14C］シメコナゾール）、フェニル基の炭  

素を14Cで均一に標識したもの（【phe－14C］シメコナゾール）及び代謝物B  

またはDのトリアゾール環の3、5位の炭素を14Cで標識したもの（【tri－14C］  

代謝物BまたはD）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は特  

に断りがない場合はシメコナゾールに換算した。代謝物／分解物等略称及び  

検査値等略称は別売氏1及び2に示されている。  

1．動物体内運命試験  

（1）ラット   

① 吸収  

a．吸収率  

胆汁中排泄試験［1．（1）④b．］より得られた胆汁及び尿中排泄率ならび  

に体内残留放射能から算出した吸収率は、雄で84％、雌で74％であっ  

た。（参照2）  

b．血中濃度推移  

Fischerラット（一群雌雄各6匹）に、［tri－14C］シメコナゾールを5   

mg／kg体重（以下、［1．］において「低用量」という。）または70mg／kg   

体重（以下、［1．］において「高用量」という。）で単回経口投与し、血   

中濃度推移について検討された。  

血液中放射能濃度推移は表1に示されている。  

両投与群とも血液中放射能濃度は速やかな消失を示し、最高濃度は投   

与後8時間までに測定された。（参照2）  

表1血液中放射濃度推移  
投与量（mg／kg体重）   5  70   

性別   雄   雌   雄   雌   

Tmax（時間）   8   4   2   

Cmax（Llg／g）   1．14   0．58   10．4   8．08   

Tl／2（時間）   48   26   86   16   

② 分布  

Fischerラット（一群雌雄各3匹）に、［tri－14C］シメコナゾールを低用   

量または高用量で単回経口投与し、体内分布試験が実施された。雄では投  
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与6及び48時間後に、雌では投与2及び24時間後に、組織及び臓器中  

放射能濃度が測定された。投与168時間後の測定は、【tri－14C】シメコナゾ  

「ル投与による排泄試験［1・（1）④a・］に用いたラットで実施された0また、  

Fischerラット（雌雄各5匹）に、［phe－14C］シメコナゾールを低用量で単  

回経口投与し、投与168時間後の組織及び臓器中放射能濃度が卿定され  

た。   

低用量群では、投与6時間後の雄において肝臓の放射能濃度が最も高く  

（12．6pg／g）、次いで副腎、腎臓であった。雌では投与2時間後の肝臓で  

最も高く（11．4ドg座）、次いで腹腔内脂肪、皮下脂肪、副腎、腎臓であっ  

た。高用量群では、放射能は脂肪に比較的多く分布し、時間の経過ととも  

に速やかに減少した∴いずれの標識体投与群においても、投与168時間  

後ではほとんどの組織で少量の放射能しか検出されなかったが、雄の組織  

中放射能濃度は雌に比べて高かった。（参照2）  

③ 代謝物同定・定量   

【tri－14C】シメコナゾール投与による排泄試験［1．（1）④a．］及び胆汁中排   

泄試験［1．（1）④］に用いたラットの尿、糞及び胆汁、体内分布試験［1．（り   

②］に用いたラットの血衆及び肝臓を試料として、代謝物同定・定量試験   

が実施された。また、Fischerラット（雌雄各5匹）に、【phe－14C］シメコ   

ナゾールを低用量で単回経口投与し、糞尿中の代謝物同定・定量試験が実   

施された。  

ラットの糞尿中における代謝物の種類には投与量による顕著な差はみ   

られなかった。代謝物の種類に性差はみられなかったが、その量比は異な   

っていた。いずれの標識体投与群においても、尿中の主要代謝物は雄では  

Iで、［tri－14C］シメコナゾール投与群では12．9～16．8％TAR、［phe－14C］シ   

メコナゾール投与群では21．6％TAR検出された。その他にも多くの代謝   

物（D、Dのグルクロン酸抱合体、Dの硫酸抱合体、E、Fのグルクロン   

酸抱合体、F＋G、H、J）が検出されたが、いずれも10％TAR以下であっ   

た。ただし、Jは［tri－14C］シメコナゾール投与群の尿中でのみ認められた。   

雌の尿中の主要代謝物はDの硫酸抱合体で、いずれの投与群においても   

30％TAR以上検出された。糞中では、尿中で検出された代謝物がいずれ   

も少量検出された。雌の糞中の主要代謝物はDの硫酸抱合体で、【tri－14C］   

シメコナゾール投与群では31．6～34．9％TAR、【phe－14C］シメコナゾール   

投与群では26．6％TAR検出された。糞中に親化合物は検出されず、シメ   

コナゾールは消化管から完全に吸収されたと考えられた。  

血祭中の主要代謝物は雄ではE及びFで、それぞれ血祭中放射能の50   

及び17．6％検出された。雌では親化合物が48．5％を占め、主要代謝物とし   

てDの硫酸抱合体が23．5％換出された。他の代謝物は糞尿中で検出され   



たものと同種であった。   

肝臓中の主要代謝物は雄ではEで、肝臓中放射能の26．7％検出された。  

雌ではDの硫酸抱合体が肝臓中放射能の59．1％を占め、次いで親化合物  

が28．2％検出された。他には糞尿中と同様の代謝物が少量検出された。   

胆汁中の主要代謝物は雄ではDのグルクロン酸抱合体で、投与後24時  

間に56．5％TAR検出され、雌ではDのグルクロン酸抱合体と硫酸抱合体  

で、投与後24時間にそれぞれ35．6及び16．6％TAR検出された。   

シメコナゾールはラット体内でDへと酸化され、Dは硫酸抱合やグル  

クロン酸抱合を受け、さらにEやⅠへ酸化されたと考えられた。また、  

胃液のような酸性条件下では、Bへ容易に分解することが認められており、  

消化管内において親化合物の一部がBへ変化し、続いてFへと代謝され、  

G へと酸化される経路及びグルクロン酸抱合を受ける経路が示された。  

（参照2）  

④ 排泄   

a．尿及び糞中排泄  

Fischerラット（一群雌雄各5匹）に、［tri－14C］シメコナゾールまた  

は【phe－14C］シメコナゾ∵ルを低用量で単回経口投与し、排泄試験が実  

施された。  

いずれの標識体投与群においても、投与後 72 時間で総投与放射能  

（TAR）の大部分（82．6～94．4％）が糞尿中に排i世され、尿中排泄量は  

49．9～57％TAR、糞中排泄量は 27．9～41．9％TAR であった。呼気中へ  

の排泄は予備試験においてほとんど認められなかった。（参照2）  

b．胆汁中排泄  

胆管カニューレを挿入したFischerラット（一群雌雄各3匹）に、  

【tri・14C］シメコナゾールを低用量で単回経口投与し、胆汁中排泄試験が   

実施された。  

投与後24時間で雄では70．7％TARが、雌では57．3％TARが胆汁中   

に排泄された。尿中への排泄量は雄で4．9％TAR、雌で13．9％TARであ   

り、糞中にはほとんど排泄されなかった。雌雄とも胆汁中排泄が主要な   

排泄経路であった。（参照2）  

（2）ラット肝を用いた／〝r／f′♂代謝試験  

【tri－14C］シメコナゾール、［tri－14C］代謝物Bまたは【tri－14C］代謝物Dを   

雄ラットの肝9，000g上清にニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン   

酸（NADPH）とともに加えて反応させ、代謝物を精査した。また、［tri－14C］   

代謝物Dを雌雄ラットの肝ミクロソームにNADPHとともに加えて反応  
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させ、生成する代謝物の精査を行った。   

ラット肝9，000g上清を用いた代謝試験では、NADPH依存的な酸化的  

代謝によって、代謝物D、E、F、G及びHが生じた。代謝物Dが反応の  

最も早い時期に生じたことから、ラットの体内に取り込まれたシメコナゾ  

ールは、酸化により Dに代謝された後、酸化または抱合化を受けると推  

定された。   

代謝物DのムコIイわ℃代謝試験では、生成する代謝物は親化合物の場合  

と同様であり、シメコナゾールの代謝がDを経由していることが認めら  

れた。（参照2）  

（3）マウス  

① 吸収  

ICRマウス（雌雄各6匹）に、【tri・14C］シメコナゾールを低用量で単回   

経口投与し、血中放射能濃度が測定された。  

Tmaxは雌雄とも2時間、Cmaxは雄で1・28ドg／g、雌で1・70膵／g、Tl／2   

は雄で13時間、雌で9時間であった。（参照2）  

② 分布   

ICRマウス（雌雄各3匹）に、［tri・14C］シメコナゾールを低用量で単回   

経口投与し、体内分布試験が実施された。雄では投与2時間後及び13時   

間後に、雌では投与2時間後及び9時間後に、組織及び臓器中の放射能   

濃度が測定され、投与168時間後の測定は、排泄試験［1．（3）④］に用いた   

マウスで実施された。  

投与2時間後の小腸内容物で放射能濃度が最も高く（雄で222ドg／g、   

雌で99ドg／g）、次いで胃腸管、肝臓、腹腔内脂肪で比較的高かった。雄   

では投与13時間後、雌では投与9時間後に、盲腸またはその内容物を除   

くすべての組織で速やかに放射能は減少した。投与168時間後では、雌   

雄とも肝臓中放射能が最も高かった（雄で0．487いg／g、雌で0．518ドg／g）。   

（参照2）  

③ 代謝物同定・定量   

【tri－14C】シメコナゾール投与による排泄試験【1．（3）②］に用いたマウス   

の糞及び尿、ならびに体内分布試験［1．（3）③］に用いたマウスの血祭、肝   

臓、腎臓及び月旦汁を試料として、代謝物同定・定量試験が実施された。  

尿中の主要代謝物はDのグルクロン酸抱合体で、雄では20．7％TAR、   

雌では21．5％TAR検出された。その他に雄では代謝物Iが17．9％TAR、  

10％TAR以下の代謝物としてD、E、Fのグルクロン酸抱合体、H、J及   

び親化合物が同定され、雌では代謝物Ⅰが15．2％TAR、Eが11．5％TAR、  
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10％TAR以下の代謝物としてD、Dの硫酸抱合体、Fのグルクロン酸抱  

合体、H及びJが同定された。糞中でも尿中と同様の代謝物が認められ  

たが、いずれも10％TAR以下であった。   

雌雄マウスの血祭中主要代謝物はEで、血祭中放射能の26．7～38．0％  

検出され、親化合物が21．1～24．1％認められた。その他にD、Dのグルク  

ロン酸抱合体、H及びJが同定された。   

雌雄マウスの肝臓及び腎臓中においても主要代謝物としてE と親化合  

物が検出されたが、いずれも10％TAR以下であった。   

雌雄マウスの胆汁中の主要代謝物はDのグルクロン酸抱合体で、胆汁  

中放射能の89．6～92．0％を占めた。その他に少量の代謝物としてE、H、  

J及び親化合物が同定され、雌ではDも認められた。（参照2）  

④ 排泄   

ICRマウス（雌雄各5匹）に、［tri－14C］シメコナゾールを低用量で単回   

経口投与し、排泄試験が実施された。  

投与後48時間で90％TAR以上が糞尿中に排泄され、尿中排泄量は61．4   

～63．3％TAR、糞中排泄量は24，3～28．7％TARであった。（参照2）  

2．植物体内運命試験  

（1）水稲  

【tri－14C］シメコナゾールまたは［phe－14C］シメコナゾールを900g ai／ha  

の用量で、水稲（品種：日本晴）の幼苗を移植したポットの田面水に処理  

し、植物体内運命試験が実施された。試料として、【tri－14C】シメコナゾー   

ル処理区では、処理15、30及び120日後（収穫期）に、【phe－14C】シメコ  

ナゾール処理区では、処理120 日後に稲体を採取した。また、各処理区  

とも処理3時間、1、3、6及び15日後に田面水を、処理120日後に土壌  

を採取した。  

いずれの標識体処理区においても、田面水中放射能濃度は急速に減少し、  

処理15日後では総処理放射能（TAR）の1．0％以下まで減少した。  

稲体における放射能は、処理30日後の茎葉部で7．1～13．9％TARであ  

った。収穫期の稲わら中の放射能は13．9～23．8％TARであったが、玄米  

では0．2％TAR以下、もみ殻では0．1％TARと少なかった。  

処理120日後の稲わらでは、主要代謝物としてDの糖抱合体（モノグ  

ルコシド、ジグルコシド及びトリグルコシドの合量）及び親化合物がそれ  

ぞれ4．7～8．8％TAR及び2．5～3．9％TAR検出された。玄米中の放射能は  

極性代謝物からなり、K及びLが同定されたが、0．1％TAR未満とわずか  

であった。もみ殻中の放射能も多くの代謝物から構成されていたが、生成  

量はわずかであった。（参照2）  
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（2）りんご   

【tri－14C］シメコナゾールまたは［phe－14C］シメコナゾールを600g ai／ha   

の用量で、りんご（品種：ふじ）の果実及び菓に塗布し、植物体内運命試   

験が実施された。試料として、【tri－14C】シメコナゾール処理区では、処理   

0、3、7、15及び45日後（収穫期）に、［phe－14C］シメコナゾール処理区   

では、処理0及び45日後に果実及び葉を採取した。  

いずれの標識体処理区においても、果実及び葉からの放射能の消失は速   

やかで、収穫期の放射能は、果実で15．8～18．0％TAR、葉で15．7～   

18．2％TARであった。  

収穫期の果実では、親化合物が 5．5～6．8％TAR検出された。主な代謝   

物としてDの糖抱合体（モノグルコシド、ジグルコシド及びトリグルコ   

シドの合量）が2．5～3．3％TAR、Fが1．5～1．7％TAR、その他にB、C及   

びDが1％TAR未満検出された。また、微量であるがE及びJも同定さ   

れた。  

収穫期の葉では、親化合物が 9．4～9．6％TAR／検出され、主な代謝物と   

してDの糖抱合体（モノグルコシド）が3．4～4．3％TAR検出された。そ   

の他にも果実と同様の代謝物が同定されたが、1％mR未満であった。  

［tri－14Clシメコナゾールをりんご（品種：ふじ）の葉に塗布し、移行性   

試験が実施された。試料として、処理0、3、7、14及び28日後に処理案   

を、処理3、7、14及び28日後に無処理葉を採取し、処理28日後には無   

処理果実も採取した。  

その結果、処理放射能は処理葉から速やかに消失し、処理菓から無処理   

葉または果実への移行は認められなかった。（参照2）  

（3）だいず   

【tri－14C］シメコナゾールまたは【phe－14C］シメコナゾールを160g ai／ha   

の 2 回散布に相当する用量で、だいず（品種：タマホマレ）のさや及び   

葉に塗布し、植物体内運命試験が実施された。試料として、【tri－14C】シメ   

コナゾー ル処理区では、処理0、3、7、15及び37日後（収穫期）にさや   

及び葉を採取し、37日後には根も採取した。【pbe－14C】シメコナゾール処   

理区では、処理0及び37日後にさや及び葉を採取し、37日後には根も採   

取した。  

収穫期におけるさや全体の放射能は、39．3～48．2％TARであった。さや   

表面に付着している放射能は経時的に減少し、収穫期における放射能は   

0．8～1．7％TARであったのに対して、さや内部に取り込まれた放射能は増   

加し、35．3～42．1％TARであった。豆へ移行した放射能は経時的に増加し、   

収穫期における放射能は2．4「－5．2％mRであった。収穫期における葉全  
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休の放射能は27．7～29．9％TARであり、葉表面の放射能は0．7～1．6％TAR  

であった。さや及び葉のいずれにおいても、標識位置による消失、移行性  

に大差は認められなかった。   

さや処理37 日後の親化合物の残留量は、さや及び豆でそれぞれ7．4～  

7．9及び1．0～1．7％TARであり、半減期は4．6日であった。主要代謝物と  

してDの糖抱合体（モノグルコシド、ジグルコシド及びトリグルコシド  

の合量）が、さやで9．4～14．1％TAR、豆で0．7～1．0％TAR検出された。  

その他にD、K及びLが少量認められた。   

葉処理37日後の葉中では、親化合物の残留量は1．1～2．7％TARであり、  

半減期は2．4日であった。主要代謝物としてDの糖抱合体（モノグルコ  

シド、ジグルコシド及びトリグルコシドの合量）が収穫期の葉で18．7～  

21．7％TAR検出された。  

［tri－14C］シメコナゾールを160g ai／haの2回散布に相当する用量で、  

だいず（品種：タマホマレ）の菓に塗布し、移行性試験が実施された。試  

料として、処理0、3、7及び14日後に処理案を、処理3、7及び14日後  

に無処理菓を採取し、処理14日後には無処理未成熟さやも採取した。   

その結果、処理放射能は処理業から速やかに消失し、処理菓から無処理  

葉またはさやへの移行は認められなかった。（参照2）  

3．土壌中運命試験  

（1，）好気的土壌中運命試験  

［tri－14C］シメコナゾールを2種類の畑地土壌［埴壌土（岩手）、軽埴土   

（石川）］に乾土あたり3mg／kgの用量で添加し、25℃の暗所で最長120  

日間インキエペー卜して、好気的土壌中運命試験が実施された。  

両土壌における14CO2の発生量は少なく、処理120 日後で 0．2～  

0．8％TARであった。非抽出放射能は時間の経過とともに増加し、処理120  

日後で38．2～52，9％TARであった。主要分解物はB、C及びJで、岩手  

土壌では処理120日後に最高値としてBが19．5％TAR、Cが2．0％TAR、   

Jが4．6％TAR検出された。石川土壌では処理120日後にJが27．7％TAR  

と最高値を示したが、Bは処理7日後、Cは処理15日後にそれぞれ最高  

値73．2及び3．12％TARを示した後漸減した。シメコナゾールの推定半減  

期は、岩手土壌で59日、石川土壌で3．5日であった。大部分の非抽出放   

射能はフミン画分に分布していた。また、両土壌とも点体及びg体り存  

在比はおよそ1：1であり、土壌中での分解速度に差は認められなかった。  

（参照2）  

（2）湛水土壌中運命試験（D  

水田土壌［埴壌土（岩手）］に、［tri－14C】シメコナゾールを乾土あたり  
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1．2mg／kgまたは【phe－14C］シメコナゾールを乾土あたり1．3mg／kgの用  

量で添加し、25℃ 

中運命試験が実施された。また、［tri－14C】シメコナゾールを滅菌した水田  

土壌（同上）に乾土あたり1．2mg／kgの用量で添加し、滅菌条件下での湛  

水土壌中運命試験も実施された。  

［tri－14C－］シメコナゾール処理した非滅菌土壌では、14CO2の発生量は時  

間の経過とともに増加したが、その量は処理360日後で1．0％TARと少な  

かった。［pheq14C］シメコナゾール処理では、14CO2の発生量はゆるやかに  

増加し、処理360日後には23．0％TARに達した。いずれの標識体処理に  

おいても主要分解物はBで、処理60日後に最高値として36％TAR以上  

検出され、少量の分解物としてCが180日後に2．2％TAR検出された。  

その他に【tri－14C］シメコナゾール処理ではJが時間の経過とともに増加し、  

処理360日後に13．1％TAR検出された。滅菌土壌ではJは検出されず、  

Bが120日後に最大25．6％TAR、Cが少量（0．67％TAR）検出された。   

シメコナゾールの水田土壌における推定半減期は、非滅菌土壌の  

【tri－14C］シメコナゾール処理で19日、［phe－14C］シメコナゾール処理で20  

日、滅菌土壌で93日であった。大部分の非抽出放射能はフミン画分に分  

布していた。また、両土壌とも点体及びβ体の存在比はおよそ1：1であ  

り、土壌中での分解速度に差は認められなかった。（参照2）  

（3）湛水土壌中運命試験②  

水田土壌［軽埴土（石川）］に、【tri－14C】シメコナゾールを乾土あたり   

1．2mg／kgの用量で添加し、25℃の暗所で最長360日間インキエペ－卜し   

て、湛水土壌中運命試験が実施された。  

14CO2の発生量は時間の経過とともに増加したが、その量は処理360日   

後で1．6％mRと少なかった。主要分解物はBで、処理15日後に最高値   

として21．9％TAR検出され、その後は量的に大きな変動はみられなかっ   

た。その他にJが時間の経過とともに増加し、処理360日後に7．5％TAR   

検出され、Cが少量（0．8％TAR以下）検出された。シメコナゾールの水   

田土壌における推定半減期は122日であった。（参照2）  

（4）土壌溶脱試験  

国内の4種類の水田土壌［埴壌土（滋賀、岩手及び岡山）、軽埴土（石   

川）］を用いて、【tri－14C］シメコナゾール900gai／ha相当を土壌表層に処   

理し、土壌溶脱試験が実施された。  

いずれの土壌においても、放射能は土壌表層のみで検出され、溶出液及   

び土壌下層では検出されなかった。土壌表層には親化合物が 76．2～   

92．5％TAR、Bが0．6～11．1％TAR検出され、シメコナゾールの下方移行  
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性は低いと考えられた。（参照2）  

（5）土壌吸着試験  

国内の2種類の水田土壌［軽埴土（石川、茨城）］及び2種類の畑地土   

壌［微砂質埴壌土（茨城）、砂質埴壌土（愛知）］を用いて土壌吸着試験が   

実施された。  

シメコナゾールの土壌におけるFreundlichの吸着係数Kadsは3．19～   

28．4、有機炭素含有率により補正した吸着係数Kocは219～2，330であり、   

土壌吸着性が高いことが認められた。（参照2）  

4．水中運命試験  

（1）加水分解試験（D  

［tri－14C］シメコナゾールをpH4．0の酢酸緩衝液に0．97mg／Lの用量で  

添加し、25±1℃の暗所で最長30 日間インキュベー卜して、加水分解試  

験が実施された。  

シメコナゾールの分解は速やかで、処理30日後の残存率は48．8％（0．47  

mg／L）であった。分解物としてBが認められ、処理30日後のBの生成   

量は50．2％TAR（0．48mg／Ⅰ．）であらた。シメコナゾールの緩衝液中での  

推定半減期は29．1日であった。′（参照 2）  

（2）加水分解試験②  

シメコナゾールをpH4．0（リン酸緩衝液う、pH7．0（リン酸緩衝液）及   

びpH9．0（ホウ酸緩衝液）の各緩衝液に28mg／Lの用量で添加し、pH4．0   

の緩衝液は50、60及び70℃で、それ以外は50℃で最長120時間インキ   

ュベー卜して、加水分解試験が実施された。  

pH4．0の緩衝液中での推定半減期は22．9日であった。pH7．0及び9．0   

の緩衝液中ではシメコナゾー ルの分解は認められなかった。（参照2）  

（3）水中光分解試験   

［phe－14C］シメコナゾールを滅菌蒸留水（pH6．75）及び自然水［土壌浸   

出水（滋賀）、pH5．3］に1．19mg／Lの用量で添加し、25±2℃でキセノ   

ンランプの14日間照射（光強度：99．5W／m2、測定波長：300～700nm）   

を行い、水中光分解試験が実施されキ。  

滅菌蒸留水中ではシメコナゾー ルは安定で、分解は認められなかった。   

自然水中では、照射14日後で親化合物の残留量は21．6％TARであり、主   

要分解物としてBが最大15．9％TAR（照射10日後）検出された。シメコ   

ナゾールの照射区における推定半減期は7．2日であった。（参照2）  
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5．土壌残留試験   

湛水状態の沖積土・埴壌土（埼玉）及び火山灰土・軽壌土（熊本）、畑状   

態の火山灰土・埴壌土（青森）及び洪積土・埴壌土（福島）を用いて、シメ   

コナゾ ール（親化合物）、分解物B及びJを分析対象化合物とした土壌残留   

試験が実施された。   

推定半減期は表2に示されている。分解物Jについては、湛水状態では   

容器内及び圃場試験のいずれにおいても検出限界未満（＜0．01mg／kg）であ   

り、畑状態では圃場試験の182日後における0．06mg／kgが最高値であった。   

（参照2）  

表2 土壌残留試験成績  

試験  濃度1）   土壌   
推定半減期（日）  

シメコナゾール   親化合物十B   

容  沖積土・埴壌土   100   101  
器  

火山灰土・軽壌土   52   52  
内  

火山灰土・埴壌土   1卓上内   

試  
45  

験   洪積土・埴壌土   130   166   

600gai／ha  5   5  

圃  
場  （2回）   火山灰土・軽壌土   7   7  

試  350gai仙a  26   80  
験   

（3回）   洪積土・埴壌土   60   73   

1）容器内試験では純晶、圃場試験では湛水状態で1％粒剤、畑状態で20％水和剤を使用。  

6．作物等残留試験  

（1）作物残留試演  

シメコナゾール、代謝物D及びFを分析対象化合物とした作物残留試   

験が実施された。結果は別紙3に示されている。シメコナゾールの最高   

値は、もも（果皮）を除くと、最終散布7 日後に収穫した茶（荒茶）の   

8．30mg／kgであった。（参照2、12）  

（2）魚介類における最大推定残留値  

シメコナゾールの公共用水域における予測濃度である水産動植物被害   

予測濃度（水産PEC）及び生物濃縮係数（BCF）を基に、魚介類の最大   

推定残留値が算出された。  

シメコナゾールの水産PECは0．28pg／L、BCFは110（計算値）、魚介   

類における最大推定残留値は0．154mg／kgであった。（参照7）  

上記の作物残留試験の分析値及び魚介類における最大推定残留値を用い  
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て、シメコナゾール（親化合物のみ）を暴露評価対象化合物とした際に食品  

中より摂取される推定摂取量が表3に示されている（別紙4参照）。なお、  

本推定摂取量の算定は、登録に基づく使用方法からシメコナゾールが最大の  

残留を示す使用条件で、今回申請のあった作物を含む全ての適用作物（稲、  

だいず、ねぎ、にんにく、トマト、 きゆうり、かぼちゃ、すいか、メロン、  

みかん、夏みかん、ゆず、りんご、なし、もも、ネクタリン、あんず、すも  

も、うめ、おうとう、いちご、ぶどう、かき及び茶）に使用され、かつ魚介  

類への残留が上記の最大推定残留値を示し、加工・調理による残留農薬の増  

減が全くないとの仮定の下に行った。  

表3 食品中より摂取されるシメコナゾールの推定摂取量  
国民平均   小児（1～6歳）   妊婦   高齢者（65歳以上）  

（体重：53，3kg）  （体重：15．8kg）  （体重：55．6kg）  （体重：54．2kg）   

摂取量  

（いg／人／日）   

38．4   20．3   39．0   44．8   

7．一般薬理試験  

マウス、ラット及びモルモットを用いた一般薬理試験が実施された。結果   

は表4に示されている。   

マウス及びラットにおいて、致死量（マウスで320mg／kg体重以上、ラ   

ットで800mg／kg体重■以上）の投与で、種々の抑制性の症状が行動系、神   

経系及び自律神経系の項目全般にみられた。（参照2）  

表4 一般薬理試験概要  

投与量  

試験の種類   動物種  動物数 ／群   （mg／kg体重） （投与経路）   
最大無作用量  

結果の概要   
（mg仮g体重）   

中  
128mg／kg体重  

枢  
0、20．5、51．2、  以上で抑制性症  

ICR  雄3  128、320、   状、320mg／kg  
神   

雌3   800、2，000  
51．2   

経  

128  
体重で雄1例、  

（腹腔内）  800mg／kg体重  

以上で全例死亡  

320mg／kg体重  

0」51．2、128、  以上で抑制性症  

雄5  
320、800、  

128   320  
状、800mg／kg  

及び体重  

（Irwin法）   
2，000  体重で3例、  
（経口）  2，000mg／kg体  

重で全例死亡  

0、51．2、128、  128mg／kg体重  

体温   

一般状態  

系   

Fischer  
雄5  

320、800、  
51．2   

以上で投与後1  

ラット  2，000  
128  

時間～1日にか  
（経口）  けて体温低下   
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0、0．21、0．52、  1．31mg／kg体重  
へキソバ  1．31、3．28、  以上で睡眠時間  

ルビター  ICR マス  雄8    8．19、20．5、  
ウ  

0．52   1．31  延長  

ル睡眠  51．2、128、320  

（腹腔内）  

痙攣発現時間延  

ペンチレ  長、320mg／kg  
0、8．19、20．5、  

ンテトラ  20．5   51．2  
体重で死亡発現  

ゾール  マウス   
（腹腔内）  

時間延長、強直  

痩攣   性痙撃及び死亡  

発現率低下   

320mg／kg体重  

呼  以上で心拍数減  

吸  少、2，000mg／kg  

循  
0、128、320、  

Fischer  
雄5  800、2，000  128   

体重で血圧低  

環  ラット   
（経口）  

320  
下、800mg／kg  

器  体重で1例、  

系   2，000mg／kg体  

重で4例死亡   

自  2，000mg／kg体  

律  
0、51．2、128，  

魂5   320、800、  
重で投与1日後  

神  
Fiscber ラット  2，000  

800   2，000    に瞳孔径増加、2  

経  
（経口）  

日後に全例死亡   

系   

800mg／kg体重  
0、20．5、51．2、  

′J、腸炭末   ICR マス  雄8  128、320、  
以上で炭末輸送  

消  ウ  800、2，000  
320   800  能抑制、2，000  

化 （腹腔内）  
mg／kg体重で2  

器  
例死亡  

Hartley  0、10－8、10■7、  10’5g／mL以上  

摘出回腸   
10◆6 g／mL   

10‾5  
でアゴニスト収  

g／mL  
ット   g／mL  縮   

0、51．2、128、  800mg／kg体重  

Fischer  
雄5  

320、800、  
320   800  

以上で握力低下  

骨  ラット  2，000  
格  （経口）  

筋   Fischer  
0、10■7、10‾6、  10■4g／mLで神  

雄4  10■5、10‾4  
10－5  

神経筋  ラット  g／mL   
10■4  

経刺激による収  g／mL  
g／mL  縮の抑制   

0、51．2、128、  128mg／kg体重  

血  溶血、   Fischer   
雄5  

320、800、   
51．2   

以上でPT延長、   

液  凝固   ラット  2，000  
128  

2，000mg／kg体  
（経口）  重でAPTT延長   
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8．急性毒性試験  

シメコナゾール（原体）の急性毒性試験が実施された。  

結果は表5に示されている。（参照2）  

表5 急性毒性試験概要（原体）  
投与  

動物種   
LD50（mg／kg体重）  

経路  雄   雌   
観察された症状  

Fischer  
計発運動低下、よろめき歩  

ラット  611   
行、腹臥位、横臥位、うずく  

雌雄各5匹  

682  
まり、沈静、呼吸緩徐、流涙、  

経口  
昏睡  

自発運動低下、よろめき歩  

ICRマウス   行、腹臥位、横臥位、うずく  

雌雄各5匹  
1，180   1，020  まり、沈・静、呼吸緩徐、流涙、  

昏睡、痙攣、削痩   

Fischer  症状及び死亡例なし   
経皮  ラット  ＞5，000   ＞5，000  

雌雄各5匹  

Fischer   LC50（mg／L）  軽度の振戦、眼瞼閉鎖、眼周  
吸入  ラット   

＞5．17   
囲被毛の汚れ、鼻吻部赤色付  

雌雄各5匹  
＞5．17  

着物   

シメコナゾールの代謝物（B、C、D、F、K及びL）ならびに原体混在物  

（M、N、0、P及びQ）の急性毒性試験が実施された。  

結果は表6に示されている。（参照2）  

表6 急性毒性試験概要（代謝物及び原体混在物）  

被験  
動物種   

LD50（mg／kg体重）  

物質   雄   雌   
観察された症状  

自発運動低下及び消失、よ  

B  経口   
ICRマウス   

641   
ろめき歩行、うずくまり姿  

雌雄各5匹  
600  

勢、腹臥姿勢、呼吸緩徐、  

昏睡   

自発運動低下及び消失、う  

ICRマウス   
1，690   1，300  

ずくまり姿勢、腹臥姿勢、  

C  経口             雌雄各5匹  呼吸緩後、昏睡、よろめき  

歩行   

自発運動低下、よろめき歩  

ICRマウス  
行、うずくまり姿勢、呼吸  

D  経口  
雌雄各5匹   

＞5，000   ＞5，000    緩徐、  

5，000mg／kg体重で雌1例  

死亡   

F  経口   
ICRマウス   

3，280   2，710   
腹臥位、自発運動低下また  

雌雄各5匹  は消失、体温低下   
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ICRマウス  
＞5，000   ＞5，000   

症状及び死亡例なし   

K  経口   雌雄各5匹  

ICRマウメ  
自発運動低下、よろめき歩  

L  経口   雌雄各5匹   
5，000   6，120  行、うずくまり姿勢、腹臥  

姿勢」呼吸緩徐   

ICRマウス 
腹臥位、自発運動低下また  

M  鱒口   
988   745  は消失、沈静、眼瞼下垂、  

よろめき歩行   

ICRマウス  
腹臥位、円背位、自発運動  

N  経口   雌雄各5匹   
988   1，090  低下または消失、沈静、眼  

瞼下垂、よろめき歩行   

ICRマウス  
腹臥位、自発運動低下また  

0  経口  
雌雄各5匹   

1，280   1，540  は消失、沈静、眼瞼下垂、  
よろめき歩行、筋力低下   

腹臥位、円背位、自発運動  

P  経口  ICRマウス 雌雄各5匹   
2，950   2，050  低下または消失、沈静、眼  

瞼下垂、よろめき歩行   

ICRマウス  
＞5，000  ＞5，000   

症状及び死亡例なし   

Q  経口   雌雄各5匹   

9．眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験  

NZW ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験、ならびに   

Hartleyモルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization法）が実施さ   

れており、結果はすべて陰性であった。（参照2）  

10．亜急性毒性試験  

（1）90日間亜急性毒性試験（ラット）  

Fischerラット（一群雌雄各12匹）を用いた混餌（原体：0、20、100、   

500及び2，500ppm）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表7に示されている。  

本試験において、500ppm以上投与群の雌雄で肝絶対及び比重量1増加   

等が認められたので、無毒性量は雌雄とも100ppm（雄：5．92mg／kg体   

重／日、雌：6．43mg／kg体重／日）と考えられ・た。（参照2）  

1体重比重量を比重量という（以下、同じ）。  
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表7 90日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

2，500ppm   ・体重増加抑制、摂餌量減少   ・Ht、RBC、MCV減少  

・Hb、RBC、MCH減少   ・MCHC、PLT増加  

・MCHC、PLT増加   ・GGT、BUN、カルシウム増加  

・GGT、BUN、カルシウム増加  ・TG、Glu、クロール減少  

・Glu、クロール減少   ・腎絶対重量増加  

・牌比重量増加   ・牌絶対及び比重量増加  

・肝腫大   ・肝腫大  

・小葉中心性肝細胞肥大、   ・小葉中心性肝細胞肥大、  

小葉周辺性肝細胞脂肪化   小葉周辺性肝細胞脂肪化   

500ppm以上  ・Ht、MCV減少   ・肝絶対及び比重量増加  

・TG減少  ・腎比重量増加   

・肝絶対及び比重量増加  

・腎比重量増加  

100ppm以下  毒性所見なし   毒性所見なし   

（2）90日間亜急性毒性試験（マウス）  

ICRマウス（一群雌雄各12匹）を用いた混餌（原体：0、20、100、500   

及び2，500ppm）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表8に示されている。  

本試験において、100ppm以上投与群の雄及び500ppm以上投与群の   

雌で小葉中心性肝細胞肥大及び脂肪化等が認められたので、無毒性量は雄   

で20ppm（2．15mg／kg体重／日）、雌で100ppm（13．6mg／kg体重／日）   

であると考えられた。（参照2）  

表8 90日間亜急性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

2，500ppm   ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・ALP、AST増加   ・肝細胞単細胞壊死  

・A／G比、TG減少   ・巣状肝細胞壊死  

・肝細胞単細胞壊死   ・肝の小肉芽腫   

500ppm以上  ・ALT増加   ・ALT、AST増加  

・TP、Alb、T．Cbol減少   ・Alb、A／G比、T．Chol減少  

・肝絶対及び比重量増加   ・TP減少（500ppmのみ）  

・肝腫大   ・肝絶対及び比重量増加  

・肝腫大  

・小葉中心性肝細胞肥大及び  

脂肪化   

100ppm以上  ・′J、集中心性肝細胞肥大及び  100ppm以下  

脂肪化   毒性所見なし   

20ppm   毒性所見なし   
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（3）90日間亜急性毒性試験（イヌ）  

ピーグル犬（一群雌雄各4匹）を用いた混餌（原体：0、40、200及び   

1，000ppm）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

本試験において、1，000ppm投与群の雌雄でALP増加、肝絶対及び比   

重量増加ならびにび漫性肝細胞肥大が認められたので、無毒性量は雌雄と   

も200ppm（雄：5．08mg／kg体重／日、雌：5．51mg／kg体重／日）である   

と考えられた。（参照2）  

11．慢性毒性試験及び発がん性試験  

（1）1年間慢性毒性試験（イヌ）  

ピーグル犬（一群雌雄各4匹）を用いた混餌（原体：0、40、200及び   

1，000ppm）投与による1年間慢性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表9に示されている。  

本試験において、200ppm以上投与群の雌雄でび漫性肝細胞肥大が認  

められたので、無毒性量は雌雄とも40ppm（雄：0．96mg／kg体重／日、   

雌：0．97mg／kg体重／日）であると考えられた。（参照2）  

表91年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

1，000ppm   ・ALP増加   ・ALP増加  

・TG、GGT増加   ・Alb減少、Glob増加、  

・肝絶対重量増加   A／G比減少  

・肝絶対及び比重量増加   

200ppm以上  ・び漫性肝細胞肥大   ・び漫性肝細胞肥大   

40ppm   毒性所見なし   毒性所見なし   

（2）2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）  

Fischerラット［一群雌雄各85匹（主群50匹、衛星群35匹）］を用い   

た混餌（原体：0、25、200及び 

／発がん性併合試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）は表10に、精巣及び   

肝臓における腫瘍性病変の発生頻度は表11に示されている。  

1，600ppm投与群の雄において、精巣間細胞過形成及び肝細胞腺腫の発   

生頻度が有意に増加した。精巣間細胞過形成の増加については、対応する   

腫瘍である間細胞腫の発生頻度は1，600ppm投与群ではむしろ少なく、   

検体投与による精巣への増殖性病変の誘発を示すものではないと考えら   

れた。肝細胞腺腫に関しては、同群で変異肝細胞巣（好酸性細胞）も有意   

に増加しており、検体投与に関連した変化と考えられた。  

本試験において、200ppm以上投与群の雌雄で近位尿細管褐色色素沈  
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着等が認められたので、無毒性量は雌雄とも25ppm（雄：0．85mg／kg  

体重／日、雌：1．10mg／kg体重／日）であると考えられた。（参照2）  

表10 2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）で認められた  

毒性所見（非腰痛性病変）  

投与群   雄   雌   

1，600   ・体重増加抑制、摂餌量減少傾向、   ・体重増加抑制、摂餌量減少傾向   

ppm   食餌効率低下   ・MCV減少、MCHC増加、  

・MCV減少、MCHC増加、   Ht、RBC減少、PLT増加  

Ht、RBC減少、PLT増加   ・GGT、BUN増加、TG、クロール減少  

・GGT、BUN増加、TG、クロール減少  ・Alb、A／G比減少、T．Chol増加  

・TP、Alb、A／q比増加、T．Chol減少  ・肝絶対及び比重量、腎比重量、牌比重  

・肝絶対及び比重量、腎比重量、牌比重  量増加  
量増加   ・肝臓：暗調化、腫大、斑点、小葉中心  

・肝臓：暗調化、腫大、び漫性肝細胞脂  性肝細胞肥大、肝小肉芽腫、変異肝細  

肪化、小葉中心性肝細胞肥大   胞巣（好酸性細胞）  

・副腎束状帯細胞空胞化  ・甲状腺′ト型ろ胞増加   

・精巣間細胞過形成  

・甲状腺小型ろ胞増加  

200ppm  ・近位尿細管褐色色素沈着   ・近位尿細管褐色色素沈着   
以上   ・変異肝細胞巣（好酸性細胞）   ・び漫性肝細胞脂肪化   

25ppm  毒性所見なし   毒性所見なし   

表11精巣及び肝臓における腫瘍性病変の発生頻度  

所見  
投与量（ppm）  

0   25   200   1，600   

精巣間細胞腫   雄   41／80   45／80   42／80   38／80   

肝細胞腺腫   雄   0／80   1／80   1侶0   8／80☆☆   

肝細胞癌   雄   0／80   0侶0   1／80   2／80   

Fisherの直接確率計算法 ★★：p＜0．01  

（3）18カ月間発がん性試験（マウス）  

ICRマウス（一群雌雄各52匹）を用いた混餌（原体：0、25、100及   

び400ppm）投与による18カ月間発がん性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）は表12に、肝細胞腺   

腫及び肝細胞癌の発生頻度は表13に示されている。  

400ppm投与群の雌雄及び100ppm投与群の雄で、肝細胞腺腫の発生   

頻度が有意に増加し、肝細胞癌の発生頻度もやや増加する傾向にあった。   

さらに、雄では肝細胞腺腫の初発時期の早期化傾向も認められ、本検体は   

マウスの肝臓に対して催腫瘍性を有するものと考えられた。  

本試験において、100ppm以上投与群の雄で肝細胞腺腫の増加、400   

ppm投与群の雌でび漫性肝細胞脂肪化等が認められたので、無毒性量は   

雄で25ppm（2．54mg／kg体重／日）、雌で100ppm（9．84mg／kg体重／日）  
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であると考えられた。（参照2）  

表1218カ月間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見（非腫癌性病変）  

投与群   雄   雌   

400ppm  ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・食餌効率低下   ・食餌効率低下  

・肝絶対及び比重量増加   ・肝絶対及び比重量増加  

・肝臓：斑点、腫癌増加、び漫性肝細   ・肝臓：小薬俊明瞭、腫大、腫癌増加、  

胞脂肪化、クッパー細胞褐色色素沈   び慢性肝細胞脂肪化、肝細胞単細胞  

着、肝細胞単細胞壊死、変異肝細胞  壊死、変異肝細胞巣（好酸性細胞）   

巣（好酸性細胞、明細胞）  

100ppm  毒性所見なし   

以下   

表13 肝細胞腺腫及び肝細胞癌の発生頻度  

所見  
投与量（ppm） 

0   25   100   400   

雄   
肝細胞腺腫  

12／52   10／52   22／52★   26／52☆★  

1／52   1／52   1／52   12／52★☆   

雄   2／52   3／52   3／52   7／52  
肝細胞癌  

雌   0／52   0／52   1／51   3／52   

Fisherの直接確率計算法 ★：p＜0．05 ★★：p＜0．01  

12．生殖発生毒性吉式験  

（1）2世代繁殖試験（ラット）  

SDラット（一群l雌雄各24匹）を用いた混餌（原体：0、20、130及び   

800ppm）投与による2世代繁殖試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表14に示されている。  

800ppm投与群の親動物では、Fl雄の精巣上体比重量及びFl雌の腎絶  

対及び比重量の増加もみられたが、病理組織学的変化は認められず、投与  

とは関連のない変化と考えられた。  

本試験において、親動物では130ppm以上投与群でP雌に卵巣比重量  

増加等、Fl雄に包皮分離日齢早期化、Fl雌に膜開口日齢遅延及び下垂体   

絶対重量増加が認められ、児動物では800ppm投与群で生存率（4日）  

低下等が認められたので、無毒性量は、親動物の一般毒性及び性成熟を含   

む繁殖能に対して20ppm（P雄：1．25mg／kg体重／日、P雌：1A2mg／kg   

体重／日、Fl雄：’1．48mg／kg体重／日、Fl雌：1．63mg／kg体重／日）、児動   

物では130ppm（P雄：8．25mg／kg体重／日、P雌：9．00mg／kg体重／日、   

Fl雄：9．71mg／kg体重／日、Fl雌：10．5mg／kg体重／日）と考えられた。  

（参照2）  
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表14 2世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群  
親：P、児：Fl  親：Fl、児：F2  

雄   雌   雄   雌   

800  ・休重増加抑制、  ・体重増加量増加  ・体重増加抑制  ・体重増加量増加  

ppm   摂餌量減少   （晴育期間中）   ・／ト集中心性肝   （哺育期間中）  

・肝比重量増加  ・肝、副腎絶対及び  細胞肥大、び  ・肝、副腎及び卵  

・肝臓：暗調化、  比重量増加、卵巣  漫性肝細胞脂  巣絶対及び比  
′」、集中心性肝  絶対重量増加   肪化   重量増加  

細胞肥大、び  ・肝臓：暗調化、腫  ・肝臓二暗調化、  

漫性肝細胞脂  大、小葉中心性肝  腫大、小葉中心  

肪化   細胞肥大  性肝細胞肥大  

・副腎束状層肥厚  ・副腎束状層肥厚  

親  ・子宮大型着床痕、  ・子宮大型着床   

動  卵巣大型黄体、子  痕、卵巣大型黄   

物  宮脂肪顆粒細胞  体、子宮脂肪顆  

大型集族巣  粒細胞大型集  

・出産率低下（分娩  巣  

時死亡4例、死産  

2例）  

130  130ppm以下   ・摂餌量減少   ・包皮分離日齢  ・下垂体絶対重量  

ppm  ・卵巣比重量増加   早期化   増加  
以上  ・腔開口日齢遅延  

20  毒性所見なし   毒性所見なし  毒性所見なし   

ppm   

800  ・生存率（4日）低下  ・生存率（4日）低下  

児  
ppm  ・腎孟拡張  ・腎孟拡張  

・上顎切歯萌出日齢遅延  ・上顎切歯萌出目齢遅延  

動 物                         130  毒性所見なし   

ppm  

以下   

（2）発生毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌24匹）の妊娠6～15日に強制経口（原体：0、5、   

20及び100mg／kg体重／目、溶媒：1％CMC水溶液）投与して発生毒性試   

験が実施された。  

100mg／kg体重／日投与群で、母動物に体重増加抑制、摂餌量減少及び   

補正体重2の低下がみられた。同群の胎児では、胚・胎児死亡率が11％と   

やや高かった。これは統計学的に有意ではなかったが、背景データの範囲   

（2．2～10．0％）を超えており、さらに、用量設定試験においても100mg／kg   

体重／日以上投与群で有意に高かったことから、検体投与との関連が示唆   

された。また、100mg／kg体重／日投与群では、胎盤重量の増加及び骨格   

変異（頚肋、腰肋等）の出現頻度の有意な増加が認められた。これらの所  

2妊娠20日の体重から妊娠子宮重量を減じた重量  
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見も用量設定試験で得られた結果と一敦しており、検体投与に関連した変  

化と考えられた。一方、外表、内臓及び骨格奇形ならびに内臓変異の出現  

頻度には、検体投与に関連した影響は認められなかった。   

本試験において、100mg／kg体重／日投与群の母動物で体重増加抑制等  

が、胎児で死亡率の上昇等が認められたので、無毒性量は母動物及び胎児  

で20mg／kg体重／日であると考えられた。（参照2）  

（3）発生毒性試験（ウサギ）  

日本白色種ウサギ（一群雌17～18匹）の妊娠6～18日に強制経口（原   

体：0、5、30及び150mg／kg体重／日、溶媒：1％CMC水溶液）投与して   

発生毒性試験が実施された。  

150mg／kg体重／日投与群で、母動物に軽度の体重増加抑制がみられ、   

統計学的な有意差はなかったが、投与期間中継続的に認められたことから、   

投与に関連した変化と考えられた。胎児に対しては、いずれの投与群にお   

いても投与の影響は認められなかった。  

本試験において、150mg／kg体重／日投与群の母動物で体重増加抑制が   

認められ、胎児ではいずれの投与群においても影響が認められなかったの   

で、無毒性量は母動物で30mg／kg体重／日、胎児で本試験の最高用量150   

mg／kg体重／日と考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照2）  

13．遺伝毒性試験  

シメコナゾール（原体）の細菌を用いたDNA修復試験、復帰突然変異  

試験、チャイニーズハムスター肺由来（CHL）細胞を用いた染色体異常  

試験及びマウスを用いた′J、核試験が実施された。試験結果は表15に示さ  

れているとおりすべて陰性であった。（参照2）  

表15 遺伝毒性試験概要（原休）  

試験  対象   処理濃度・投与量   結果   

血Iイわ・β   βad〟ぴgβぴム血   100～5，000llg／ディスク   

DNA修復  ト200トIg／ディスク  

試験  20－150巨g／ディスク   
陰性  

（＋トS9）  

．Sb血♂月e肋   7．8～500pg／プレート   

功殖血軋血Ⅷ  蔭性  

復帰突然  （TA98、TAlOO、  

変異試験  TA1535、TA1537株）   
励cムejイdノaco〟   78～5，000膵／プレト   

（WP21JIワd株）   （＋トS9、各2回）   
陰性  
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試験  対象   処理濃度・投与量   結果  

チャイニーズハムスター   10～160llg／mL   

肺由来（CHL）細胞   （24時間処理、－S9）  

染色体  5～80トLg／mL  

異常試験  （48時間処理、－S9）  
陰性  

15．6～250ト1g／mL  

（6時間処理、＋S9）   

J′Jl′Jr（）   ICRマウス（骨髄細胞）  0こ125、250、500mg／kg   

小核試験  （一群雌雄各5匹）   体重  陰性  

（単回強制経口投与）   

注）＋トS9：代謝活性化系存在下及び非存在下   

代謝物（B、C、D、F、K及びL）ならびに原体混在物（M、N、0、P  

及びQ）の細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された。この他に、原体  

混在物NについてはCHL細胞を用いた染色体異常試験が実施された。試  

験結果は表16に示されている。   

原体混在物Nは、TA98株においてのみ代謝活性化系非存在下で弱い復  

帰突然変異誘発性を示したが、菌株の生育阻害が認められる直前の投与量  

のみで対照群の 2倍程度の反応であること、代謝活性化系の導入により  

陰性となること、含有量が0．2％以下の原体混在物であり暴露量は非常に  

少ないと想定されることから、生体にとぅて特段問題となるものではない  

と考えられた。その他の原体混在物及び代謝物の試験結果はすべて陰性で  

あった。（参照2）  

表16 遺伝毒性試験概要（代謝物及び原体混在物）  

被験物質   試験   対象   処理濃度・投与量   結果   

β．如ム血びムu皿   156～5，000トLg／プレート   

復帰突然  
B  

陰性  

変異試験  

且cβ〟（WP2ぴmd株）   

ぶ．如ム⊥ⅢU万び皿   20～5，000巨g／プレ十   
復帰突然  

C  
313～5，000トIg／プレート  

変異試験  TA98、TA1537株）  （＋／－S9）   
陰性  

且co〟（WP2乙JIⅥ4株）  

且如ム血びゎu皿   100～5，000トIg／プレート   

（TAlOO、TA1535、   156～5，000トIg／プレート  

TA1537株）   （＋トS9）  

且¢p山元uムu皿   100～5，000巨gげレート（－S9）  

D   
復帰突然  

200～5，000ドg／プレート（＋S9）  
変異試験  

陰性  

156～5，000けg／プレート（十／一S9）  

g．c♂〟（WP21J”d株）  200～5，000トIgげレ小  
313～5，000ト1g／プレート   

（＋／一S9）   
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被験物質   試験   対象   処理濃度・投与量   結果   

ぶ．わpム血びdび皿   21～5，000ト1g／プレート   

F   
復帰突然  156…5，000トIg／プレ小  

変異試験  TA98、TA1537株）  （＋／－S9）   

陰性  

且co〟（WP21Jmd株）  

且りpム血びjイu皿   200～5，000トIg／プレート   

復帰突然  313～5，000トIg／プレート  
K  

変異試験  TA98、TA1537株）  （＋／－S9）   

陰性  

且co〟（WP2乙Jlり14株）  

且如ム血びjイu皿   20～5，000トIg／プレート   

L   
復帰突然  313～5，000ト1gげレート  

変異試験  TA98、TAl由7株）  （＋トS9）   

陰性  

且c∂〟（WP2ぴITA株）  

且わpム血udび皿   62～5，000トg／70レート   

復帰突然  313～5，000トLg／プレート  
M  

変異試験  TA98、TA1537株）  （＋トS9）   

陰性  

且c（フ〟（WP2【Jm4株）  

且如ム血びガロ皿   2卜5，000ドg／プレート   

（TAlOO、TA1535、   156～5，000トIg／プレート  

TA1537株）  （＋トS9）  
陰性  

復帰突然                  且cβ〟（WP21Jl′d株）  
変異試験  

N  
且わpム血びjイび皿   2ト5，000llgげレート   ーS9：  

（TA98株）   500－4，000いg／プレート  弱い陽性  

（＋／－S9）   ＋S9：陰性  

チャイニーズハムスタ  254～2，030トLg／mLl）   

染色体  陰性  
異常試験  

且わpム上Ⅲぴカび皿   18．5～4，500トIgげレート   

0   
復帰突然  125～4，000ノーg／プレート  

変異試験  TA98、TA1537株）  （＋トS9） 
陰性  

且co〟（WP21JIてd株）   

且むpム血びムび皿   7．4～1，800llg／プレート   

P   
復帰突然  56 

変異試験  TA98、TA1537株）  （＋／一S9）   

陰性  

且cβ〟（WP2乙JlでA株）  

且わpム血〃jイ打皿   21～5，000ドg／70レート   

復帰突然  156～5，000l⊥gげレート  
Q  

変異試験  TA98、TA1537株）  （＋／－S9）   

陰性  

且cロ〟（WP2乙J血株）  

注）十／－S9：代謝活性化系存在下及び非存在下  
り：2，030pg／mLではすべての系列で細胞毒性のため観察ができなかった。  
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14．その他の試験  

（1）肝腫瘍発現機序検討試験  

ラットの2年間慢性毒性／発がん性併合試験［11．（2）］で認められた肝細   

胞腫瘍の発生機序を解明するために、肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能  

について検討された。  

① 雄Fischerラットを用いた肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験  

Fischerラット（一群雄12匹）を用いた混餌（原体：0、25、200及び  

1，600ppm）投与による7日間肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験が   

実施された。   

1，600ppm投与群で肝絶対及び比重量増加、肝腫大及びび漫性肝細胞肥   

大が認められ、ミクロソーム蛋白量、P450量及びPROD活性が有意に増   

加した。また、CYP2Bl及びCYP3A2含量が有意に増加し、CYPIA2及   

びCYP4Al含量が有意に減少した。200ppm投与群においてもPROD活   

性の有意な増加がみられた。これらの変化はフェノバルビタール（PB）   

による酵素誘導パターンと類似しており、シメコナゾールの肝薬物代謝酵   

素誘導能が確認された。肝細胞増殖活性検査では、1，600ppm投与群の投   

与3日後においてPCNA標識率の有意な増加がみられたが、投与7日後   

では有意差はみられなかった。一般に、非変異原性肝発がん物質による細   

胞増殖効果は、投与開始後2～3日でピークに達し、その後は投与を継続   

しても消失することが知られており、本試験においても同様な傾向が認め   

られた。   

本試験において、200ppm以上投与群にPROD活性の有意な増加が認   

められたので、無影響量は25ppm（1．5mg／kg体重／日）であり、肝薬物   

代謝酵素誘導あるいは細胞増殖作用に間借があると考えられた。（参照   

2）  

② 雌Fischerラットを用いた肝薬物代謝酵素誘専及び細胞増殖能試験  

前述［14．（1）①］の追加試験として、Fischerラット（一群雌12匹）を   

用いた混餌（原体‥0、25、200及び1，600ppm）投与による7日間肝薬   

物代謝酵素誘導及び細胞増殖能試験が実施された。   

1，600ppm投与群で肝絶対及び比重量増加、肝腫大及びび漫性肝細胞肥   

大が認められ、ミクロソーム蛋白量、P450量及びPROD活性が有意に増   

加した。また、CYP2Bl、CYP3A2及びCYP4Al含量が有意に増加した。   

200ppm投与群ではCYPIA2、CYP2Bl及びCYP3A2含量の有意な増加   

が認められた。これらの変化はPBによる酵素誘導パターンと類似してお   

り、シメコナゾールの肝薬物代謝酵素誘導能が確認された。肝細胞増殖活   

性検査では、200ppm以上の投与群の投与3日後においてPCNA標識率  
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の有意な増加がみられたが、投与7 日後では有意差はみられず、雄と同  
様であった。   

本試験において、200ppm以上の投与群でCYP2Bl及びCYP3A2含量  
の有意な増加が認められたので、無影響量は25ppm（1．5mg／kg体重／日）  

であり、肝薬物代謝酵素誘導あるいは細胞増殖作用には開値があることが、  
雄ラットの場合と同様に示唆された。（参照2）  

以上の土とから、Fischerラットにおける肝細胞腫瘍の発生頻度の増加  

には、肝薬物代謝酵素誘導及び細胞増殖活性の増加が関連していると考え  
られ、これらの作用には閉値があることが示唆された。  

（2）分娩異常発現機序検討試験  

① 雌SDラットを用いた血清中ホルモン測定試験  

ラットの2世代繁殖試験［12．（1）］において認められた分娩異常の原因   

を考察するために、SDラット（一群雌12匹）に原体を0、20、130また   

は800ppmの用量で28日間混餌投与して、血清中ホルモンが測定され   

た。  

800ppm投与群で、黄体化ホルモンが有意に増加し、プロゲステロン   

が上昇傾向を示した。これらのホルモンは分娩時に低下することが和られ   

ており、繁殖試験でみられた分娩時死亡及び死産は、検体投与によってこ   

れらのホルモン濃度の低下が阻害されたため、一部の母動物に分娩遅延が   

生じて分娩異常が惹起された可能性が考えられた。（参照2）  

（3）腎孟拡張発現機序検討試験  

SDラットの2世代繁殖試験［12．（1）］において、児動物に腎孟拡張が認   

められたゐに対し、SDラットの発生毒性試験［12．（2）］では認められなか   

った原因を考察するため、母動物の血圧調節及び血管収縮に及ぼす影響、   

ならびに胎児または哺育児の腎臓に及ぼす影響に関する試験が実施され   

た。  

① 妊娠SDラットにおける血圧調節に及ぼす影響に関する試験  

SDラット（一群雌12匹）に原体を0、20、130または800ppmの用   
量で約7週間（交配前3週間及び妊娠20ノ日まで）混餌投与し、妊娠ラッ   

トにおける血圧調節に及ぼす影響について検討した結果、800ppm投与   

群で母動物の血中レニン活性に低下傾向がみられたが、血圧及び心拍数に   

は群間で差は認められず、本試験における用量では血圧や心拍数に対して   

影響はないと考えられた。（参照2）  
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② 血管収縮反応に及ぼす影響に関する試験  

SDラット（一群雄6匹）の頚動脈を用いて、アンギオテンシンⅠ及び   

アンギオテンシンⅠⅠの血管収縮反応に対するシメコナゾー ル投与の影響   

について検討された。  

シメコナゾールは、3．4×10■7～3．4×10‾5Mの濃度範囲において、アン   

ギオテンシンⅠ及びアンギオテンシンⅠⅠによる両収縮反応を同等に濃度   

依存的に抑制したことから、アンギオテンシンⅠからアンギオテンシン  

ⅠⅠに変換するアンギオテンシン変換酵素活性に対する作用は有さず、受   

容体に対する直接的な括抗作用を有するものと考えられた。（参照2）  

③ 胎児または晴育児の腎臓に及ぼす影響に関する試験（1世代繁殖試験）  

SDラット（一群雌16匹）に、妊娠0～20日または晴育0～21日に原  

体を0、20、130または800ppmの用量で混餌投与し、胎児または哺育  

児の腎臓に及ぼす影響について検討された。  

妊娠期暴露試験では、800ppm投与群で離乳児の腎孟拡張の出現頻度  

（8．9％）が、統計学的に有意ではないが対照群値（1．6％）を上回り、腎  

孟内に貯留する尿量も増加し、検体投与による腎孟拡張の誘発が示唆され  

た。晴育期暴露試験では、母動物全例に肝腫大が認められたが、晴育児の  

腎臓に異常はみられなかった。（参照2）   

腎孟拡張については、妊娠期（特に後期）に検体投与された母動物から  

産まれた児動物において晴育中期から後期にかけて発生する（遅発性の催  

奇形性作用）ので、胎児期及び離乳期以前では検出されない。よって、発  

生毒性試験における胎児及び本試験における哺育期暴露群の晴育児にお  

いては腎孟拡張が認められなかったものと考えられる。血圧調節に及ぼす  

影響に関する試験［14．（3）①］及び血管収縮反応に及ぼす影響に関する試  

験［14．（3）②】の結果から、この腎孟拡張は、シメコナゾールのレニン／ア  

ンギオテンシン系に対する循環調節阻害（特に、アンギオテンシン受容体  

括抗作用）に起因すると考えられた。本所見に対する無毒性量は130ppm  

（妊娠期：8．7mg／kg体重／日、晴育期：19．2mg／kg体重／日）と考えられ  

た。  
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Ⅲ．食品健康影響評価  

参照に挙げた資料を用いて、農薬「シメコナゾール」の食品健康影響評価   

を実施した。  

動物体内において、シメコナゾールは速やかに吸収及び排泄された。ラッ   

トでは主な排泄経路は胆汁中で、投与後72時間で80％TAR以上が糞尿中に   

排泄された。組織及び器官への残留性は認められなかった。糞尿中に親化合   

物は認められず、主要代謝物として雄では尿中にⅠが、雌では葦尿中にD   

の硫酸抱合体が検出された。胆汁中の主要代謝物はDのグルクロン酸抱合   

体であった。主な代謝経路は代謝物Dへの酸化で、さらに硫酸抱合やグル   

クロン酸抱合を受ける経路であった。マウスにおいてもラットと同様にシメ   

コナゾー ルの吸収及び排泄は速やかで、組織及び器官への残留性も認められ   

なかった。主要代謝物は雌雄ともDのグルクロン酸抱合体であった。  

植物体内における主要代謝物はDの糖抱合体であった。  

シメコナゾール、代謝物D及びFを分析対象化合物とした作物残留試験   

の結果、シメコナゾー ルの最高値は、もも（果皮）を除くと、最終散布 7   

日後に収穫した茶（荒茶）の8．30mg／kgであった。また、魚介類における   

最大推定残留値は0．154mg／kgであった。  

各種毒性試験結果から、シメコナゾール投与により主に肝臓に影響が認め   

られた。遺伝毒性は認められなかった。発がん性試験において、雄ラット及   

び雌雄マウスで肝細胞腺腫の発生頻度の増加がみられたが、発生機序は遺伝   

毒性メカニズムとは考え難く、本剤の評価にあたり閲値を設定することは可   

能であると考えられた。催奇形性については、2世代繁殖試験においてラッ   

トの児動物に腎孟拡張が認められたが、追加で実施された「胎児または晴育   

児の腎臓に及ぼす影響に関する試験（1世代繁殖試験）」等の結果、これは   

レニン／アンギオテンシン系に対する循環調節阻害によるものであり、この   

変化には閲値が存在すると考えられた。また、発生毒性試験において、ラッ   

トでは骨格変異の増加が認められたが、奇形の増加は認められなかった。ウ   

サギでは胎児に影響は認められなかった。したがって、安全係数は100が   

妥当であると判断された。  

各種試験結果から、食品中の暴露評価対象物質をシメコナゾー ル（親化合   

物のみ）と設定した。  

評価に用いた各試験の無毒性量等は表17に示されている。  

食品安全委員会は、各試験の無毒性量の最小値がラットを用いた2年間慢   

性毒性／発がん性併合試験の0．85mg／kg体重／日であったことから、これを   

根拠として、安全係数100で除した0．0085mg／kg体重／日を一日摂取許容   

量（ADI）と設定した。  
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ADI   

（ADI設定根拠資料）   

（動物種）   

（期間）   

（投与方法）   

（無毒性量）   

（安全係数）  

0．0085mg／kg体重／日  

慢性毒性／発がん性併合試験  

ラット  

2年間  

混餌  

0．85mg／kg体重／日  

100  
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表17 各試験における無毒性量  

動物種   試験  
投与量  無毒性量（mg／kg体重／目）1）  

（mg／kg体重／日）  農薬抄録   

ラット   0、20、100、500、2，500ppm  

90日間  
雌：6．43  

雄：0、1．19、5．92、30．2、  
亜急性  

152  雌雄：肝絶対及び比重量増加等  
雌：0、1．30、6．43、32．3、  

158   

0、25、200、1，600ppm  雄：0．85  

2年間  雌：1．10  

慢性毒性／  

発がん性  雌雄：近位尿細管褐色色素沈着等  
併合武験  

肝細胞腺腫増加（雄）  

0、20、130、800ppm  
P雄：1．25Fl雄：1．48  

P雄：0、1．25、8．25、50．3   

P雌：0、1．42、9．00、56．0  児動物  

2世代  Fl雄：0、1．48、9．71、60．8  P雄：8．25  Fl雄：9．71  

繁殖試験  Fl雌：0、1．63、10．5、65．4  P雌：9．00f’1雌：10．5  

親動物、繁殖能：卵巣比重量増加、  

包尿分離日齢早期化等  

児動物：生存率低下等  

母動物：20  

胎児：20  

発生毒性   0、5、20、100  
試験  母動物：体重増加抑制等  

胎児：死亡率上昇等   

マウス   0、20、100、500、2，500ppm  

雌：13．6  
90日間  

雄：0、2．15、11．5、55．1、  
亜急性  

263   雌雄：′J、菓中心性肝細胞肥大及び  

毒性試験       雌：0、2．69、13．6、66．1、  脂肪化等  

316  

0, 25, 100, 400 ppm 雄：2．54  

雌：9．84  

18カ月間  
発がん性  雄：0、2．54、10．6、42．9  雄：肝細胞腺腫  
試験  雌：0、2．41、9．84、41．3  雌：び漫性肝細胞脂肪化等  

肝細胞腺腫増加（雌雄）   

ウサギ   母動物：30  

胎児：150  

発生毒性   0、5、30、150  
試験  母動物：体重増加抑制  

（催奇形性は認められない）  



動物種   試験  
投与量  無毒性量（mg／kg体重／日）1）  

（mg／kg体重／日）  農薬抄録   

イヌ   90日間  雄：5．08  

亜急性   
雌：5．51  

毒性試験  
雄：0、1．03、5．08、25．8  

雌：0、1．10、5．51、29．0  雌雄：ALP増加等  

1年間  
0、40、200、1，000ppm  雄：0．96  

Ⅰ唯：0．97  

慢性毒性   雄：0、0．96、4．78、22．4  
試験  

雌：0、0．97、4．88、25．0  雌雄：び漫性肝細胞肥大   

NOAEL：0．85  

ADI  SF：100  

ADI：0．0085   

ADI設定根拠資料  
ラット2年間慢性毒性／発がん性  

併合試験   

NOAEL：無毒性量 SF：安全係数 ADI：一日摂取許容量  

1）：無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。  

36   



＜別紙1：代謝物／分解物等略称＞  

記号   略称   化学名   

B  AST－200   1－【2－（4－フルオロフェニル）アリルト1Jチ1，2，4－トリアゾール   

C  AST－474   
1－（4－フルオロフェ主ル）－2－（1月二1，2，4－トリアゾールー1－イル）  

エタノン   

D  HMF－155   
（点周一2－（4－フルオロフェニル）－1－ヒドロキシメチルジメチルシリル  

甘（1」チ1，2，4－トリアゾールー1－イル）プロパンー2－オール   

2－（4－フルオロフェニル）一1－ヒドロキシジメチルシリル  
E  ATP－3501  

－3－（1月二1，2，4－トリアゾールー1－イル）プロパン一針オール   

F  ATP－3118   
（風針2－（4－フルオロフェニル）－3－（1月ニ1，2，4－トリアゾーん十  

イル）プロパンー1，2－ジオール   

2－（4－フルオロフェニル）－2一ヒドロキシー3－（1月＝1，2，4－トリアゾール  
G  ATP－3502  

－1－イル）プロピオン酸   

H  R5   
3－（4－フルオロフェニル）－3－ヒドロキシー4－（1月ニ1，2，4－トリアゾール  

－1－イル）酪酸   

2－（4－フルオロフェニル）－トジヒドロキシメチルシリル  
Rll  

－3－（1月＝1，2，4－トリアゾールー1－イル）プロパンー2－オール   

J   トリアゾール  1月二1，2，4－トリアゾール   

K   
トリアゾリル  

ーL・アラニン   

L   
トリアゾリル  

酢酸   

M  ATP－2474  原体混在物   

N  ARK・158   原体混在物   

0  AST－199   原体混在物   

P  AST－292   原体混在物   

Q  AST－293   原体混在物   
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＜別紙2：検査値等略称＞  

略称   名称   

A／G比  アルブミン／グロブリン比   

a   有効成分量   

Alb   アルブミン   

ALP   アルカリホスファターゼ   

アラニンアミノトランスフエラーゼ  
ALT  

（＝グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ（GPT））   

APTT  活性化部分トロンポプラスチン時間   

アスパラギン酸アミノトランスフエラーゼ  
AST  

（＝グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（GOT））   

BCF   生物濃縮係数   

BUN   血液尿素窒素   

Cmax   最高濃度   

CMC   カルポキシメチルセルロース   

CYP   チトクロームP450アイソザイム   

†－グルタミルトランスフエラーゼ  
GGT  

（＝†一グルタミルトランスペプチダーゼ（γ一GTP））   

Glob   グロブリン   

Glu   グルコース（血糖）   

Hb   ヘモグロビン（血色素量）   

Ht   ヘマトクリット値   

LC50   半数致死濃度   

LD50   半数致死量   

MCH  平均赤血球血色素量   

M（〕HC  平均赤血球血色素濃度   

MCV   平均赤血球容積   

NADPH  ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸   

P450   チトクロームP450   

PB   フェノバルビタール（ナトリウム）   

PCNA  増殖性細胞核抗原   

PEC   環境中予測濃度   

PHI   最終使用から収穫までの日数   

PLT   血小板数   

PROD  ペントキシレゾルフィン αデアルキラーゼ   

PT   プロトロンビン時間   

RBC   赤血球数   

Tl／2   消失半減期   

TAR   総投与（処理）放射能   

T．Cbol  総コレステロール   
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TG   トリグリセリド   

Tmax   最高濃度到達時間   

TP   総蛋白質   

39  

一
 



＜別紙3：作物残留試験成績＞  

作物名  
試  残留値（mg／kg）  

［栽培形態］ （分析部位）  回   代謝物D  代謝物F  

圃 場  使用量 （gai爪a）   数 （回）  PHl （日）  

実施年度  最高値  平均値  最高値  平均値  声高値  平均値   

43  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  
1  52  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

600G  
68  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

43  ＜0．02  ＜0．02  く0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

稲  
2  52  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（玄米）  
68  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1997年度   
53  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  く0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1  62  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

600G  
78  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

53  ＜0－02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  く0．02  ＜0－02  
2  62  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0，02  ＜0．02  

78  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

43  0．07  0．06  0．12  0．08  ＜0．02  ＜0．02  
1  52  0．09  0．07  0．08  0．08  ＜0．02  ＜0．02  

600G  
68  0．13  0．08  0．13  0．12  ＜0．02  ＜0．02  

43  0．19  0．16  0．14  0．12  0．02  0．02★  

稲  
2  52  0．36  0．31   0．27  0．26  0．03  0．02★  

（稲わら）  
68  0．16  0，14  0．15  0．10  0．02  0．02☆  

1997年度   
53  0．31  0．27  0．11   0．10  ＜0．02  ＜0．02  

1  62  0．15  0．12  0．14  0．10  ＜0．02  く0．02  

600G  
78  0．14  0．10  0．12  0．11  ＜0．02  ＜0．02  

53  0，49  0．42  0．26  0，24  ＜0．02  ＜0．02  
2  62  0．29  0．27  0．19  0．16  ＜0．02  ＜0．02  

78  0．22  0．18  0．24  0．18  ＜0．02  ＜0．02   

稲  21  0．04  

（玄米）  1  600G  2  28  
2003年度  42  

稲  21  3．62  
（稲わら）  28  

2003年度   42  

14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

だいず  2  30  0．05  0．04  ＜0．02  0．02★  ＜0．02  ＜0．02  

（乾燥子実）  
60  0．04  0．03  0．02  0．02★  ＜0．02  ＜0．02  

2000年度   
14  0．05  0．04  く0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

4   30  0．10  0．08  0．02  0．02★  ＜0，02  ＜0．02  

60  0．05  0．03  ＜0．02  0．02★  ＜0．02  ＜0．02   

14  

だいず  2  30  

（乾燥子実）  
60   

2002年度   
14  

4  30  

60   
だいず  14  

（乾燥子実）  2   29－30  

2004年度   59－60   
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作物名 
試  残留値（mg／kg）  

、 ［栽培形態］ （分析部位）  回   代謝物D  代謝物F  

場  使用量 （gai瓜a）   数 （回）  PHI （日）  

実施年度   最高値  平均値  最高値  平均値  最高値  平均値   

菓ねぎ  
3   0．03  0．02★  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（茎葉）  2   75   
7  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2000年度  

3  
14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

葉ねぎ   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

（茎稟）  2  900G  3  21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

2003年度  18  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

根深ねぎ  
3   0．18  0．12′  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（茎葉）  2   75   
7   0．14  0．07☆  ＜0，02  ＜0．02  ＜0，02  ＜0．02  

2000年度  

3  
14  0．05  0．04★  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

21  0．05  0．04★  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

根深ねぎ   14  ＜0．02  ＜0・．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

（茎葉）  2  900G  3  21  ＜0．02  ＜0．02，  ー＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

2000年度  18  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

にんにく  
100～  

7  

（鱗茎）  2  
150   

3  14  

2001年度  21   

トマト  

［施設］  
2   

1  0．03  

（果実）  

75   3  7  0．02  

2002年度  
14    0．01   

1   0．08  0．06  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  
きゅうり   3  3   0．06  0．04  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

［施設］  79．5～  7   0．03  0．02★  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（果実）  

2  
125  0．11  0．07  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

2000年度  5   3   0．07  0．04  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

7   0．04  0．02★  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

かぼちや  21  

（東軍）  2   80   2  30  

2006年度  45   

すいか  

［施設］  
＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（果実）  

2  75～150  5   

2003年度  
14   ＜0，02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  
メロン   3   7  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜P．02   
［施設］  

2 125  
14  ＜0．02  ＜0．02  、＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（果実）  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

2000年度  5   7  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

14  ＜0．02  ＜0．02 ■  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

みかん  

施設，無袋］   
7   0．02  0．02チ  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（果肉）  
3  14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2000年度   
21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

みかん  

［施設，無袋］   
7   0．30  0．20  0．05  0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（果皮）  

3  14  0．15  0．11   0．06  0．03－  ＜0．02  ＜0．02  

2000年度   
21  0．08  0．08  0．03  0．02  ＜0，02  ＜0．02   
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作物名  
試  残留値（mg／kg）  

［栽培形態］ （分析部位）  回   代謝物D  代謝物F  

実施年度  使用量 （gaⅥ1a）   数 （回）  PHI （目）  

数  最高値  平均値  最高値  平均値  最高値  平均値   

夏みかん  

［無袋］   319～   
7   0．20  0．11  ＜0．02  ＜0．02  ＜0，02  ＜0．02   

（果実）  2 350 
3  14   0．08  0．04★  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2000年度  
21   0．06  0．04☆  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

ゆず  

［無袋］   250～   
7   0．23  0．12  く0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

（果実）  2 400 
3  14   0．11  0．06  ＜0．02  ＜0．02  ＜0＿02  ＜0．02  

2000年度  
21   0．09  0．05☆  ＜0．02  ＜0，02  ＜0．02  ＜0．02   

14  ＜0－03  ＜0．03  ＜0．03  く0，03  ＜0，02  ＜0．02  

21  ＜0．03  ＜0．03  ＜0，03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02  

30  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02  

59－60  ＜0．03  ＜0．03  ＜0，03  ＜0，03  ＜0．02  ＜0．02  
りんご   14  0．04  0．03☆  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02   
［無袋］  

2  350   2  
21  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0，03  ＜0．02  ＜0．02   

（果実）  30   0．05  0．03★  ＜0，03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02   

1997年度  59－60  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0，02  ＜0．02  

14  0．04  0．04★  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02  
21   0．04  0＿03史  ＜0．03  く0．03  ＜0．02  ＜0．02  

3  

30  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02  
59－60  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02   

りんご  

［無袋］  700～  
7   0．14  0．08  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（果実）  2   830   3  14   0．04  0．03☆  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2000年度  
21   0．03  0．02★  く0．03  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

1   0．21  0．15  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0，02  

2  
14   0．07  0．04★  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02  

なし   21  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02   
［無袋］  

2  200  
28  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0，03  ＜0．02  ＜0．02  

（果実）  1   0．29  0．21  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02   

1998年度  14   0．07  0．06  0．03  0．03★  ＜0．02  ＜0．02  
3  

21   0．03  0．03★  0．03  0．03★  ＜0．02  ＜0．02  

28  ＜0．03  ・＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02   

なし  

［無袋］  350～  
7  0．18  

（果実）  2   400   3  14  

21  0．10   
2003年度  

14   0．04  0．03★  0．03  0，03★  ＜0．02  ＜0．02  
もも   2  21  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02   

［無袋］  150～  28  ＜0．03  ＜0．03  0．04  0．03★  0．02  0．02★  

（果肉）  2   200  14  0．04  0．03★  0．04  0．03☆  0．03  0．02★   

1998年度  3  21  ＜0．03  ＜0．03  0．03  0．03★  0．04  0．02★  

28  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  ＜0．03  0．03  0．02★   

14  0．67  0．39  0．07  0．05★  0．04  0．03☆  
もも   2  21   0．24  0．18  0．06  0．04☆  0．03  0．02☆   

［無袋］  150～  28  0．12  0．06★  0．04  0．04☆  0．04  0．03☆  

（果皮）  2   200  14  0．60  0．33  0．10  0．06☆  0．07  0．04★   

1998年度  3  21   0．31  0．20  0．09  0．04☆  0．06  0．04☆  

28   0．15  0．10★  0．10  0．05★  0．06  0．04☆   
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作物名  
試  残留値（mg／kg）  

［栽培形態］  験   回   代謝物D  代謝物F  

（分析部位） 実施年度    圃 場  数    （日）  

数   
（回）   

最高値  車嘲直  最高値  平均値  最高値・  平均値   

もも  

［無袋］  
2  36～40  3   

0．31  

（果肉）  
7  0．18  

2000年度  
14    0，08   

もも  
10．3  

［無袋］  
2  36～40  3   

（果皮）  
7  4．47  

2000年度  
14  1．27   

ネクタリン  

［無袋］  
0．39  

270～  

（果実）  
2  

400   
3   7  0．14  

14    0．04   
2003年度  

あんず  

［露地無袋］   
1  0．41  

（果実）  

3  3  0．32  

2006年度   
7  0．09   

すもも 

［無袋］  
1  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  

400～  

（果実）  
？  

500   
3  3  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  

2005年度  
7  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05  ＜0．05   

うめ  

［無袋］  
2  400   

1  0．51  

（果実）  
3  3  0．26  

2007年度  
7  0．06   

おうとう  1．13  
［施設］   400～   3  0．86   

（果実）  2 625 3 7 0．60  

2001年度  14   0．30   

いちご  

［施設］  
1．49  

（果実）  
2   200   3   3  1．09  

7  

2004年度  
0．67   

ぶどう  

施設，無袋］   
14  

150～  

（果実）  200   
3  21  

2001年度   
28   

かき  

［無袋］  175～  
7   0二10  0．06  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（果実）  
2  

218   
4  14  0．09  0．06  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02  と0．02  

21  0．07  0．04★  ＜0．03  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   
1999年度  

茶   7   4．58  2．65   1．70   1．10  0．04  0．03   

（荒茶）  1  14  0．88  0．65  0．76  0．66  0．02  0．02★   

2   100  
21  0．10  0．08  0．31  0．28  ＜0．02  ＜0．02  

7   4．80  3．18   1．91   1．48  0．04  0．03   

摘採10日前か  2  14  q．91  0．64  0．94  0．77   0．02   0．02★   

ら簡易被覆  21  0．12  0．09   0．34   0．33  ＜0．02    ＜0．02   
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作物名  
試  残留値（mg／kg）  

験   回   

数    （日）  

代謝物D  代謝物F  

［栽培形態］ （分析部位） 実施年度    圃 場  

数   
（回）   

最高値  平均値  最高値  平均値  最高値  平均値   

茶   7   1．91  1．14   1．14  0．82  0．03  0．02★   

（浸出液）  14  0．31  0．28  0．59  0．53  0．02  0．02★   

2   100   
21   0．06  0．04  0．26  0．22  ＜0．02  ＜0．02  

7   2．01  1．45   1．21   1．16  0．03  0．03  

摘採10日前か  2  14  0．34  0．28   0．68  0．64  0，02★  0．02★   

ら簡易被覆  21   0．09  0．06   0．28  0．21  ＜0．02  ＜0．02   

7  6，00  

茶  
14  1．60  

（荒茶）  2   200   
21    ＜0．50   

2004年度  
7  8．30  

2  14  

21  

7  2．17  

茶  
14  

（浸出液）  200 - 21  

2004年度   
7  2．58  

2  14  

21  0．10   

注）・使用量欄にG印は粒剤、D印は粉剤、それ以外は水和剤を用いた。   

・一部に定量限界未満を含むデータの平均を計算する場合は、定量限界値を検出したものとして  
計算し、★印を付した。   
・すべてのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に＜を付して記載した。  
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＜別紙4：推定摂取量＞  

国民平均  小児（1～6歳）  妊婦  高齢者（65歳以上）  

残留値  
食品名   心巾  

ff  摂取量   ff   摂取量   ff   摂取量   ff   摂取量  

せ人／日）  互喝／人／日）  甘人／日）  小g／人／日）  村人／日）  他人／日）  妙人／日）  心g／人／日）   

だいず  0．04  56．1   2．24   33．7   1．35   45．5   1．82   58．8   2．35   

ねぎ  0．04  11．3   0．45   4．5   0．18   8．2   0．33   13．5   0．54   

トマト  0．02  24．3  0．49   16．9   0．34   24．5   0．49   18．9   0．38   

きゅうり  0．06  16．3  0．98   8．2   0．49   10．1   0．61   16．6   1．00   

みかん  0．02  41．6  0．83   35．4   0．71   45．8   0．92   42．6   P．8 

なっみか  

んの果実  0．1   0．01   0．1   0．01   0．1   0．01   0．1   0．01   

全体   

ゆず  0．12  0．4   0．05   0．1   0．01   0．1   0．01   0．6   0．07   

りんご  0．08  35．3  2．82   36．2   2．90   30   2．40   35．6   2．85   

なし  0．12  5．1   0．61   4．4   0，53   5．3   0．64   5．1   0．61   

もも 0．21  0．5   0．11   0．7   0．15   4   0．84   0．1   0．02   

ネクタ   0．08  0．1   0．01   0．1   0．01   0．1   0．01   0．1   
リン  

0．OI   

あんず  0．34  0．1   0．03   0．1   0．03   0．1   0．03   0．1   0．03   

うめ  0．41   1．1   0．45   0．3   0．12   1．4   0．57   1．6   0．66   

おうとう  0．8   0．1   0．．08   0．1   0．08   0．1   0．08   0．1   0．08   

いちご  0．76  0．3   0．23   0．4   0．30   0．1   0．08   0．1   0．08   

ぶどう  0．07  5．8   0．41   4．4   0．31   1．6   0．11   3．8   0．27   

かき   0．06  31．4   1．88   8   0．48   21．5   1．29 49．6   2．98   

茶   4．08   3   12．24   1．4   5．71   3．5   14．28   4．3   17．54   

みかんの  

皮   
0．08  0．1   0．01   0．1   0．01   0．1   0．01   0．1   0．01   

魚介類  0．154  94．1   14．5   42．8   6．59   94．1   14．5   94．1   14．5  

38．4  20．3  39．0  44．8   

残留値は、申請されている使用時期・回数のうち最大の残留を示す各試験区の平均残留値  

を用いた（別紙3参照）。但し、トマト、みかん、なっみかん、ゆず、ぶどう及びかきに  
ついては、登録に基づく使用方法で残留試験が実施されていなかったため、各試験区の平  

均残留値の最大値を用いた。  
「汀」：平成10～12年の国民栄養調査（参照16～18）の結果に基づく摂取量（g／人／目）  

妊婦及び高齢者め魚介類の汀は国民平均のffを用いた。  
「摂取量」：残留値から求めたシメコナゾールの推定摂取量（いg／人／日）  

玄米、かぼちや、すいか、メロン及びすもものデータはすべて定量限界未満であったため、  

摂取量の計算に含めていない。  
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